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11 調調査査のの目目的的  

本調査は、産業廃棄物施策の基礎資料を得るため、令和５年度における都内の産業

廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む。)の排出量、処理量等を推計し、処理状況を把握

するとともに今後の廃棄物発生量予測を行うことを目的とする。 

 

22 調調査査対対象象期期間間  

令和５年４月１日～令和６年３月 31 日 

 

33 調調査査対対象象廃廃棄棄物物  

((11)) 産産業業廃廃棄棄物物 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和 45 年法律第 137 号。以下「廃棄物

処理法」という。)及び「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」（昭和 46 年政

令第 300 号。以下「廃棄物処理法施行令」という。)に定められた産業廃棄物及び混

合廃棄物で、表 1-1 に示すものを調査対象とした。 

 

表 １-1 調査の対象とする産業廃棄物の種類 

 

備考
燃え殻

繊維くず
動物性残さ
動物系固形不要物
動物のふん尿
動物の死体

工作物の新築、改築又は除去に伴って発生した産業廃棄物
のうち、分別が困難等の理由により排出事業者が分別を行
わずに排出したもの。

分類が困難な廃棄物 上記の分類に当てはめることが困難な産業廃棄物

紙くず
木くず

コンクリート塊
アスファルト・コンクリート塊
その他のがれき類

ばいじん
水銀含有ばいじん等

それぞれ廃棄物処理法第２条第４項第１号及び廃棄物処理
法施行令第２条第１項第１号から第13号に定めるものをい
う。
また、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和
64年厚生省令第35号）第7条の2の3で規定する石綿含有
廃棄物についても調査対象とする。

なお、汚泥及びがれき類にあっては、それぞれ細目ごとに調
査を行った。

ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずは、本文中では
「ガラス・陶磁器くず」と略した。

混合廃棄物

産
業
廃
棄
物

水銀含有ばいじん等

廃酸

水銀含有ばいじん等
上水汚泥
下水汚泥
建設汚泥
その他の汚泥

石綿含有廃棄物

種類

汚
泥

が
れ
き
類

ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず

政令13号物（上記廃棄物の処理物であってこれ
らに該当しないもの）

廃油

水銀含有ばいじん等
廃アルカリ

水銀含有ばいじん等
廃プラスチック類
ゴムくず
金属くず

水銀使用製品産業廃棄物

水銀使用製品産業廃棄物
鉱さい

水銀含有ばいじん等

－ 1－



－2－ 
 

((22)) 特特別別管管理理産産業業廃廃棄棄物物 

廃棄物処理法施行令第 2 条の 4 に定められた特別管理産業廃棄物で、表 1-2 に示

すものを調査対象とした。 

 

表 １-2 調査の対象とする特別管理産業廃棄物の種類 

 

 

44 調調査査対対象象業業種種  

日本標準産業分類（平成 25 年 10 月改定）に基づく業種区分を基本に、東京都に

おける産業構造や業種の特性から、表 1-3 に示すとおり産業廃棄物の発生が見込ま

れる主な業種を対象とした。 

 

表 １-3 調査対象とする業種 

 

   

備考

燃え殻
ばいじん
廃油（廃溶剤）
汚泥（金属等を含むもの）
廃酸（金属等を含むもの）
廃アルカリ（金属等を含むもの）

それぞれ廃棄物処理法施行令第２条の４に定めるもの。
なお、特定有害廃棄物にあっては、「廃PCB等」、「PCB
汚染物」、「PCB処理物」を一括りとして調査した。
それ以外についてはそれぞれ細目ごとに調査を行った。

廃PCB等
PCB汚染物
PCB処理物
指定下水道汚泥
鉱さい

廃水銀等
廃石綿等

特
定
有
害
廃
棄
物

廃油
廃酸
廃アルカリ
感染性廃棄物

種類

特
別
管
理
産
業
廃
棄
物

業種 備考

農業、林業 大分類Aに該当する事業者

建設業 大分類Dに該当する事業者

製造業 大分類Eに該当する事業者

上下水道業 大分類Fのうち、中分類36(水道業)に該当する事業者

電気・ガス・熱供給業 大分類Fのうち、中分類36(水道業)を除く事業者

情報通信業 大分類Gに該当する事業者

運輸業、郵便業 大分類Hに該当する事業者

卸売業、小売業 大分類Iに該当する事業者

不動産業、物品賃貸業 大分類Kに該当する事業者

学術研究、専門・技術サービス業 大分類Lに該当する事業者

宿泊業、飲食サービス業 大分類Mに該当する事業者

生活関連サービス業、娯楽業 大分類Nに該当する事業者

教育、学習支援業 大分類Oに該当する事業者

医療、福祉 大分類Pに該当する事業者

サービス業 大分類Rのうち、中分類89(自動車整備業)を除く事業者

自動車整備業 大分類Rのうち、中分類89(自動車整備業)に該当する事業者

－ 2－
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55 調調査査項項目目  

((11)) 産産業業廃廃棄棄物物のの発発生生量量等等 

産業廃棄物の処理状況について表 1-4 に示す調査項目について推計し、これを業

種別、種類別及びこれらの組み合わせごとに集計した。 

 

表 １-4 調査項目 

区分 内容 項目 

排出事業者 

産業廃棄物に

関する内容 

種類、不要物等発生量、有償売却量、排出量、自己中間処理

量、自己中間処理後量、自己減量化量、自己未処理量、自己未

処理再生利用量、自己中間処理後再生利用量、自己中間処理

後自己最終処分量、自己未処理自己最終処分量、委託処理量、

委託中間処理量、委託直接最終処分量、自己中間処理地、自

己最終処分地、委託中間処理地、委託最終処分地 

事業活動に 

関する内容 

産業廃棄物の発生量の推計に利用する事業活動量指標 

(元請完成工事高、製造品出荷額、患者数、従業者数など) 

処理業者 
産業廃棄物に

関する内容 

種類、委託直接最終処分量、委託中間処理量、委託減量化量、

委託中間処理後量、委託中間処理後再生利用量、委託中間処

理後最終処分量、委託中間処理地、委託最終処分地 

全体 
産業廃棄物に

関する内容 
再生利用量、減量化量、最終処分量 

 

((22)) 広広域域処処理理状状況況 

中間処理、最終処分の種類別都内都外処理状況を、表 1-5 に示す地域ごとに集計

した。 

 

表 １-5 地域の区分 

地域 都府県 

北 海 道 - 

東 北 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 

関 東 
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川

県 

甲 信 越 新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県 

東 海 ・ 中 部 岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 

近 畿 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 

中 国 ・ 四 国 
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、

愛媛県、高知県 

九 州 ・ 沖 縄 
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島

県、沖縄県 

 

  

－ 3－
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66 産産業業廃廃棄棄物物のの処処理理フフロローー  

産業廃棄物の発生から最終処分までの一連の流れは、図 1-1 及び図 1-2 に示すと

おりである。また、各用語の定義は表 1-6 に示すとおりである。 

「図 １-1 処理処分の流れ図」は、排出量を起点として、中間処理量や最終的な

再生利用量、最終処分量等、廃棄物の処理・処分の流れを総括的に整理したものであ

る。 

「図 1-2 処理処分の詳細流れ図」は、不要物等発生量を起点として、自己中間処

理、委託中間処理など処理処分の主体を区分する等、廃棄物の流れを整理したもので

ある。 

 

 

 

図 １-1 処理処分の流れ図 

 

  

再生利用量

U
M 21 G T

13 J T 7 20
直接 10 20 処理後

再生利用量 G H 再生利用量
7 8
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D E O H J
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排出量 中間処理量 処理後

AA 最終処分量
27

減量化量
N P Y

14 16 25
直接 最終処分量

最終処分量

R

Q

C D+G2

G1

G2+G4
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+M1+M2

T

E2+E4+M2

E1+M1
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図 １-2 処理処分の詳細流れ図 
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表 １-6 流れ図の用語の定義 

 

 

   

定義

事業場内等で生じた産業廃棄物量及び有価売却量

不要物等発生量のうち、中間処理されることなく、他者に有償で売却した量

不要物等発生量のうち、有償売却量を除いた量

排出量のうち、排出事業者自らが中間処理した廃棄物量で処理前の量

自己で中間処理した後の廃棄物量

（E1）自己中間処理後再生利用量 自己中間処理後量のうち、自ら利用し、又は他者に有償で売却した量

（E2）自己中間処理後自己最終処分量 自己中間処理後量のうち、自己の埋立地に処分した量

（E3）自己中間処理後委託中間処理量 自己中間処理後量のうち、中間処理を他者に委託した量

（E4）自己中間処理後委託直接最終処分量 自己中間処理後量のうち、中間処理されることなく他者の埋立地に処分した量

自己中間処理量から自己中間処理後量を差し引いた量

排出量のうち、自己中間処理されなかった量

（G1）自己未処理再生利用量

　　　（直接再生利用量）
自己未処理量のうち、自ら再利用した量

（G2）自己未処理自己最終処分量 自己未処理量のうち、自己の埋立地に処分した量

（G3）自己未処理委託中間処理量 自己未処理量のうち、中間処理を他者に委託した量

（G4）自己未処理委託直接最終処分量 自己未処理量のうち、中間処理されることなく他者の埋立地に処分した量

中間処理及び最終処分を他者に委託した量

委託処理量のうち、処理業者等で中間処理された量

処理業者等で委託中間処理された後の廃棄物量

（M1）委託中間処理後再生利用量 委託中間処理後量のうち、処理業者等が自ら利用、又は他者に有償で売却した量

（M2）委託中間処理後最終処分量 委託中間処理後量のうち、最終処分された量

委託中間処理量から委託中間処理後量を差し引いた量

委託処理量のうち、処理業者等で中間処理されることなく最終処分された量

処理業者等で最終処分された量

排出事業者と処理業者等の最終処分量の合計

排出事業者又は処理業者等で再生利用された量

排出事業者又は処理業者等の中間処理により減量された量

（P）委託最終処分量

（Q）最終処分量

（R）再生利用量

（T）減量化量

（N）委託減量化量

（M）委託中間処理後量

（K）委託処理量

（L）委託中間処理量

（O）委託直接最終処分量

（A）不要物等発生量

（B）有償売却量

項目

（C）排出量

（D）自己中間処理量

（E）自己中間処理後量

（F）自己減量化量

（G）自己未処理量

－ 6－
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77 調調査査方方法法  

((11)) 発発生生量量のの推推計計方方法法 

産業廃棄物の不要物等発生量及び排出量等は、産業廃棄物・特別管理産業廃棄物処

理計画実施状況報告書（令和５年度実績）及びアンケート調査結果（アンケート調査

票）を活用して推計した。 

具体的な推計方法は表 1-7 に示すとおりである。 

 

表 １-7 都内産業廃棄物の発生量の推計方法（概要） 

事業者 推 計 方 法 

多量排出事業者
※ 

産業廃棄物・特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書（令和５年度実績）及び

アンケート調査結果を集計する。 

多量排出事業者 

以外の事業者 

（ そ の 他 事 業

者） 

アンケート調査結果を活用して推計する。 

・原単位：アンケート調査で得られた発生原単位を使用 

・活動量指標：令和５年度の活動量指標値を使用 

上記の原単位に活動量指標値を乗じて算出した。 

ただし、都内の活動指標量から多量排出事業者の活動指標量を除いた分をその他の

事業者の活動指標量の母集団とした。 

※ 多量排出事業者：廃棄物処理法では、前年度に産業廃棄物を 1,000 トン（特別管理産業廃棄物

については 50 トン）以上排出した事業者は、産業廃棄物（又は特別管理産業廃棄物）処理計画

書の提出が義務づけられており、また前年度に産業廃棄物（又は特別管理産業廃棄物）処理計

画書を提出した事業者は、その実施状況の報告も義務づけられている。 

 

なお、発生量の推計方法の概要は図 1-3 に示すとおりである。 

 

 

図 １-3 発生量推計の流れ 

   

特異値以外
（発生量実数値: Wa）

（指標値実数値: Oa）

標本調査

標本

（指標値実数値: Ox＋Oｙ）

多量排出事業者

都内全体

（指標値: O，）

発生量原単位:α
（発生量:Wa／指標値:Oa）

標本

（発生量実数値:Wy）

標本以外:O
（指標値:O=O－(Ox＋Oｙ）)

標本以外

（発生量推計値:Wz）

調査対象全体の発生量

（発生量実数値:Wy）

（指標値実数値:Oy）

（発生量実数値:Wx）

（指標値実数値:Ox）

（指標値実数値:Ox）

（発生量実数値:Wx）
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活動量指標単位当たりの産業廃棄物発生量を示す発生原単位については、アンケ

ート調査によって得られた標本（特異値を除く。）の業種別、種類別の集計産業廃棄

物量と、業種別の集計活動量指標値から次式により算出した。活動量指標値は、表 1-

8 に示すものを使用した。 

なお、特異値とは、同業他社と比較し発生・処理状況が大きく異なる等、特殊な標

本のことを指す。 

 

発生原単位 

α＝Ｗa／Ｏa 

α：発生原単位 

Ｗa：特異値以外の集計発生量 

Ｏa：特異値以外の集計活動量指標値 

 

標本以外の発生量推計値 

Ｗz＝α×Ｏ 

Ｗz：標本以外の発生量推計値 

α：発生原単位 

Ｏ：標本以外の活動量指標値 

（都全体の母集団指標値より標本調査で捕捉した指標値を除いた残り） 

 

表 １-8 業種別の活動量指標  

 

  

活動量指標 出典

元請完成工事高 建設工事施工統計調査報告（国土交通省）

製造品出荷額等 工業統計（東京都）

患者数 医療施設調査・病院報告（厚生労働省）

従業者数 経済センサス（総務省）

産業分類

建設業

製造業

医療・福祉

その他の業種

－ 8－
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((22)) 処処理理量量のの推推計計方方法法 

処理処分の流れ図（図 1-1 及び図 1-2）の各項目の処理量は、産業廃棄物・特別管

理産業廃棄物処理計画実施状況報告書（令和５年度実績）及びアンケート調査結果

（アンケート調査票）を活用して、表 1-9 の方法により推計した。 

 

表 １-9 処理・処分量等推計方法一覧 

 
 

なお、広域処分の状況については、上記調査結果のほか、令和６年度に提出された

令和５年度実績報告書を基に集計された「令和５年度産業廃棄物処理業実績報告書」

の産業廃棄物別・処分地域別の収集運搬量、最終処分量等の比率を参考とした。 

  

多量排出事業者 その他事業者

自己中間処理量（D）

自己中間処理後量（E）

自己中間処理後再生利用量（E1）

自己中間処理後自己最終処分量（E2）

自己中間処理後委託中間処理量（E3）

自己中間処理後委託直接最終処分量（E4）

自己未処理再生利用量（G1）

自己未処理自己最終処分量（G2）

自己未処理委託中間処理量（G3）

自己未処理委託直接最終処分量（G4）

自己減量化量（D－E＝F）

自己未処理量（G）

委託処理量（K）

委託減量化量（L－M＝N）

委託中間処理後再生利用量（M1）

委託直接最終処分量（O）

委託中間処理量（L）

委託中間処理後量（M）

委託中間処理後最終処分量（M2）

中間処理後最終処分量（E2+ E4+M2）

再生利用量（E1+G1+M1＝R）

最終処分量（E2+ E4+G2+G4+M2＝Q）

集計又は推計された他の処理・処分量から加算・減算して算出

実施状況報告書及びアンケート調
査結果を集計。
不明なものについては、令和4年
度実績より排出量に対する各項目
量の比率を算出し、その比率を排
出量に乗じて算出

アンケート調査結果から排出量に
対する各項目量の比率を算出し、
その比率を排出量に乗じて算出

直接再生利用量（G1）

直接最終処分量（G2+G4）

中間処理量（D+G3）

処理後量（E1+E2+E4+M1+M2）

減量化量（F+N=T）

中間処理後再生利用量（E1+M1）

項　　目

自
己
処
理

実施状況報告書及びアンケート調
査結果を集計

アンケート調査結果より排出量に
対する各項目量の比率を集計し、
その比率を排出量に乗じて算出
不明なものについては、令和4年
度実績より排出量に対する活動指
標の伸び率を算出し、その比率を
排出量に乗じて算出

集計又は推計された他の処理・処分量から加算・減算して算出

委
託
処
理

－ 9－
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((33)) アアンンケケーートト調調査査のの対対象象及及びび回回収収方方法法 

ア 多量排出事業者 

多量排出事業者の産業廃棄物排出状況及び処理状況は、廃棄物処理法で定められ

た「産業廃棄物（又は特別管理産業廃棄物）実施状況報告書」及びアンケート調査票

により把握した。 

なお、多量排出事業者からの「産業廃棄物（又は特別管理産業廃棄物）処理計画書

（実施状況報告書）」の提出数は表 1-10 に示すとおりである。 

 

表 １-10 多量排出事業者の事業所数 

業種 普通報告 普通計画 特管報告 特管計画 

農業、林業 0 0 0 0 

建設業 448 462 20 29 

製造業 64 87 22 22 

上下水道業 16 16 0 0 

電気・ガス・熱供給 5 5 9 7 

情報通信業 1 1 0 0 

運輸業、郵便業 1 1 1 2 

卸売業、小売業 1 4 0 0 

不動産、物品賃貸業 6 7 0 0 

学術研究、専門・技術サービス業 0 0 2 2 

宿泊業、飲食サービス業 0 0 0 0 

生活関連サービス業、娯楽業 0 0 0 0 

教育、学習支援業 0 0 2 2 

医療、福祉 1 1 134 132 

サービス業(自動車整備業除く) 2 3 0 1 

自動車整備業 0 0 0 0 

その他 0 0 0 0 

合計 545 587 190 197 

 

注） 普通報告：産業廃棄物処理計画実施状況報告書 

普通計画：産業廃棄物処理計画書 

特管報告：特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書 

特管計画：特別管理産業廃棄物処理計画書 
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イ アンケート調査 

アンケート調査は、アの多量排出事業者を含む 20,000 事業所（表 1-11）にアンケ

ート調査票を送付することにより実施した。多量排出事業者以外については、都内に

おける産業廃棄物の排出実績を有する事業者の中から、業種別に事業所を抽出し、得

られたリストから多量排出事業者の重複を除き、無作為に調査対象事業者を抽出し

た。  

表 １-11 アンケート対象事業所数 

業種 

調査対象事業所数 

 

件 

 

多量排出事業所数 その他事業所数 

件 件 

農業、林業 19 0 19 
建設業 1,200 529 671 
製造業 2,700 115 2,585 
上下水道業 26 16 10 
電気・ガス・熱供給 126 17 109 
情報通信業 2,000 1 1,999 
運輸業、郵便業 2,000 3 1,997 
卸売業、小売業 3,300 2 3,298 
不動産、物品賃貸業 1,000 8 992 
学術研究、専門・技術サービス業 1,000 3 997 
宿泊業、飲食サービス業 2,600 0 2,600 
生活関連サービス業、娯楽業 588 0 588 
教育、学習支援業 500 2 498 
医療、福祉 300 132 168 
サービス業 2,573 3 2,570 
自動車整備業 68 0 68 

合計 20,000 831 19,169 
 

ウ 回収状況 

アンケート調査票の回収状況は表 1-12 に示すとおりである。 

 

表 １-12 アンケート調査票の回収状況 

業種 

(A) (B) (C)  (d) (E1) (E2) (F) (G1) (G2) 

調査対象 

事業所数 

回収 

事業所数 
有効回答数 

有効回答の

うち多量事

業者回答数 

集計排出量

1 

集計排出量

2(多量除

く) 

推計排出量 捕捉率 1 捕捉率 2 

(件) (件) (件) (件) (千 t/年) (千 t/年) (千 t/年) (E1)÷(F) (E2)÷(F) 

農業、林業 19 4 3 0 0.000 0.000 40.390 0.0% 0.0% 
建設業 1,200 336 297 204 4471.167 447.501 10,517.686 42.5% 4.3% 
製造業 2,700  427 348 52 920.315 59.779 1,147.843 80.2% 5.2% 
上下水道業 26  14 12 10 3540.632 0.001 14382.380 24.6% 0.0% 
電気・ガス・熱供給 126  34 22 2 1.490 0.144 15.474 9.6% 0.9% 
情報通信業 2,000  182 54 0 1.162 1.162 19.461 6.0% 6.0% 
運輸業、郵便業 2,000  294 175 1 23.709 22.814 49.016 48.4% 46.5% 
卸売業、小売業 3,300  405 304 2 165.627 162.522 141.443 117.1% 114.9% 
不動産、物品賃貸業 1,000  79 49 1 15.340 12.801 55.676 27.6% 23.0% 
学術研究、専門・技術サービス業 1,000 106 58 2 10.127 9.805 24.621 41.1% 39.8% 
宿泊業、飲食サービス業 2,600  61 54 0 4.243 4.243 31.573 13.4% 13.4% 
生活関連サービス業、娯楽業 588 29 21 0 76.075 76.075 3.032 2508.8% 2508.8% 
教育、学習支援業 500  29 6 0 0.009 0.009 19.750 0.0% 0.0% 
医療、福祉 300  111 106 66 150.358 130.724 62.808 239.4% 208.1% 
サービス業 2,573 234 100 1 267.998 261.186 25.329 1058.1% 1031.2% 
自動車整備業 68  9 6 0 0.561 0.561 7.117 7.9% 7.9% 

合計 20,000 2354 1615 341 9648.814 1189.327 26543.600 36.4% 4.5% 
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((44)) そそのの他他（（調調査査結結果果のの利利用用上上のの留留意意事事項項）） 

ア 単位に関する表示 

本報告書の調査結果表においては、全て 1 年間の量であるため、原則として「千

ｔ」単位で記述している。 

 

イ 報告書における数値の処理 

本文に記載されている千ｔ表示及び構成比（％）の数値は、四捨五入の関係で合計

と個々の数値の計とが一致しないものがある。また、構成比（％）についても、千ｔ

以下の値も利用して計算しているため、標記上の数値と構成比の関係が一致しない

ものがある。
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第第２２編編   都都内内かからら排排出出さされれるる産産業業廃廃棄棄物物のの状状況況（（全全業業種種拡拡大大推推計計結結果果））  
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11 排排出出状状況況  

((11)) 業業種種別別排排出出量量 

令和５年度における東京都の産業廃棄物の排出量総計は 26,544 千ｔである。 

上下水道業の排出量は 14,382 千ｔ、建設業は 10,518 千ｔで、両業種併せて 24，

900 千ｔとなり都内の全産業廃棄物排出量総計の 93.8％を占め、これに製造業の

1,148 千ｔを加えると 26,048 千ｔとなり、排出量総計の 98.1％を占めている。 

また、上下水道業を除く排出量でみると、建設業から排出される廃棄物が全体の

86.5％を占めている。 

 
図 ２-1 業種別排出量 

 

令和４年度と令和５年度の排出量を比較すると、全排出量は 26,736 千ｔから

26,544 千ｔとなり 0.7 ポイント減少した。 

 
 

注）排出量の少ない業種があるため、数値目盛りを変更して表示 

各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 ２-2 業種別排出量の比較    

建設業：

10,518千t

86.5%

製造業：

1,148千t

9.4%

その他：

496千t
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全業種（上下水道業を除く）

合計

12,161千t

建設業：
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39.6%

製造業：

1,148千t

4.3%

上下水道業：

14,382千t

54.2%

その他：

496千t

1.9%
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合計

26,544千t

26,736
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－ 13－



－14－ 

((22)) 種種類類別別排排出出量量 

産業廃棄物の種類別の排出量では、汚泥が 67.7％にあたる 17,966 千ｔを占め、が

れき類が 23.9％にあたる 6,343 千ｔと、この 2 品目で総排出量の 91.6％にあたる

24,308 千ｔを占めている。 

汚泥のうち、下水汚泥は全種類の中で最も多く 53.3％にあたる 14,135 千ｔを占

め、次いで建設汚泥が 11.0％にあたる 2,919 千ｔ、その他汚泥が 1.8％にあたる 489

千ｔ、上水汚泥が 1.6％にあたる 422 千ｔとなっている。 

また、上下水道業を除いた排出量は 12,161 千ｔで、そのうち建設汚泥とその他汚

泥の合計は 28.0％にあたる 3,407 千ｔ、がれき類が 52.2％にあたる 6,343 千ｔと、

この３品目で 80.2％を占めている。 

 

 
 

 
 

注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 ２-3 種類別排出量    
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令和４年度と令和５年度の種類別排出量を比較すると、ガラス・陶磁器くず、その

他の汚泥、上水汚泥などは減少しており、建設汚泥、がれき類、廃プラスチック類な

どは増加している。 

 

 

注）排出量の少ない業種があるため、数値目盛りを変更して表示 

各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 ２-4 種類別排出量の比較 
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22 処処理理・・処処分分状状況況  

産業廃棄物の排出量 26,544 千ｔのうち、99.1％にあたる 26,318 千ｔが中間処理

され、直接再生利用されたのは 0.2％にあたる 50 千ｔ、直接最終処分されたのは

0.7％にあたる 175 千ｔである。中間処理される 26,318 千ｔの産業廃棄物は、脱水、

焼却等の中間処理を経て 10,114 千ｔに減量化され、そのうち 9,771 千ｔが再生利用、

343 千ｔが最終処分されている。 

その結果、排出量の 37.0％にあたる 9,821 千ｔが再生利用、61.0％にあたる 16,204

千ｔが減量化、2.0％にあたる 518 千ｔが最終処分されている。 

 

 

（ ）内の数字は排出量に対する割合を示す。 

注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 ２-5 処理・処分の流れ図 
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令和４年度と令和５年度の排出量に対する再生利用量、減量化量、最終処分量とそ

の割合を比較すると、再生利用率は 0.8 ポイント増加、減量化率は 0.6 ポイント減

少、最終処分率は 0.2 ポイント減少している。 

 

 

 

 

注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 ２-6 再生利用・減量化・最終処分状況 

（上：処理・処分量 下：処理・処分割合 排出量を 100％とする） 
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また、上下水道業を除いた場合では、排出量の 98.2％にあたる 11,937 千ｔが中間

処理され、直接再生利用されたのは 0.4％にあたる 50 千ｔ、直接最終処分されたの

は 1.4％にあたる 174 千ｔである。中間処理される 11, 937 千ｔの産業廃棄物は、脱

水、焼却等の中間処理を経て 10,044 千ｔに減量化され、そのうち 9,730 千ｔが再生

利用、313 千ｔが最終処分されている。 

その結果、排出量の 80.4％にあたる 9,780 千ｔが再生利用、15.6％にあたる 1,893

千ｔが減量化、4.0％にあたる 487 千ｔが最終処分されている。 

 

 

 

（ ）内の数字は排出量に対する割合を示す。 

注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 ２-7 処理・処分の流れ図（上下水道業を除く。） 
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令和４年度と令和５年度の排出量に対する再生利用量、減量化量、最終処分量とそ

の割合を比較すると、再生利用率は 1.4 ポイント増加、減量化率は 1.1 ポイント減

少、最終処分率は 0.3 ポイント減少している。 

 

 

 

注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 ２-8 再生利用・減量化・最終処分状況（上下水道業を除く。） 

（上：処理・処分量 下：処理・処分割合 排出量を 100％とする） 
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廃棄物の処理・処分の詳細な流れ図を図 2-9 に示す。 

 

 

 

（ ）内の数字は排出量に対する割合を示す。 

注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 ２-9 処理・処分の詳細流れ図 
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上下水道業を除く廃棄物の処理・処分の詳細な流れ図を図 2-10 に示す。 

 

 

 

（ ）内の数字は排出量に対する割合を示す。 

注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 ２-10 処理・処分の詳細流れ図（上下水道業を除く。） 
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33 再再生生利利用用・・減減量量化化・・最最終終処処分分状状況況  

((11)) 再再生生利利用用・・減減量量化化・・最最終終処処分分割割合合 

ア 業種別処理状況 

業種別に処理状況をみると、再生利用される割合（再生利用率）が高い業種は電

機・ガス・熱供給業が 88.9％、次いで建設業が 84.5％、不動産業、物品賃貸業が 83.0％

である。減量化率の最も高い業種は上下水道業が 99.5％、次いで農業，林業が 79.2％

となっている。また、最終処分率の最も高い業種は生活関連サービス業、娯楽業が

99.7％、次いで宿泊業、飲食サービス業が 29.5％である。 

 

 
注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 ２-11 業種別再生利用・減量化・最終処分状況 
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イ 種類別処理状況 

産業廃棄物の種類別の排出量に対する再生利用量、減量化量、最終処分量の割合は

下図のとおりである。特に、金属くず、がれき類、木くず、紙くずは再生利用率が高

く、建設汚泥を除く汚泥（下水汚泥及び上水汚泥）、動物のふん尿、感染性廃棄物、

動植物性残さは減量化率が高く、ばいじん、石綿含有産業廃棄物、鉱さい、燃え殻は

最終処分率が高くなっている。 

  

注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 ２-12 種類別再生利用・減量化・最終処分状況    
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((22)) 再再生生利利用用状状況況 

ア 業種別再生利用状況 

産業廃棄物の全再生利用量は 9,821 千ｔで、業種別では建設業が最も多く、8,882

千ｔで全体の 90.4％を占めている。次いで製造業が 6.2％にあたる 613 千ｔである。 

 

 

注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 ２-13 業種別再生利用量 
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令和４年度と令和５年度の業種別の再生利用状況を比較すると、再生利用量、再生

利用率ともに増加しているのは、建設業、卸売業、小売業である。農業、林業は、再

生利用量は増加しているが、再生利用率は横ばいである。電気・ガス・熱供給業、不

動産業、物品賃貸業は再生利用量は横ばいだが再生利用率は増加している。それ以外

の業種ではともに減少している。 

 

注）排出量の少ない業種があるため、数値目盛りを変更して表示 

各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 ２-14 業種別再生利用量の比較 

 

 

注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

図 ２-15 業種別再生利用率の比較 
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イ 種類別再生利用状況 

産業廃棄物の種類別では、がれき類の再生利用量が最も多く、6,249 千ｔで全体の

63.6％を占めている。次いで建設汚泥が 17.4％にあたる 1,709 千ｔ、ガラス・陶磁

器くずが 4.0％にあたる 394 千ｔである。 

 

 

注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 ２-16 種類別再生利用量 
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令和４年度と令和５年度の種類別の再生利用状況を比較すると、再生利用量、再生

利用率ともに増加しているのは、下水汚泥、建設汚泥、廃プラスチック類、がれき類、

混合廃棄物、その他である。金属くずは、再生利用量は増加しているが、再生利用率

が減少している。その他汚泥は、再生利用量は減少しているが、再生利用率が増加し

ている。それ以外の種類ではともに減少している。 

 

注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

図 ２-17 種類別再生利用量の比較 

 

 
注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

図 ２-18 種類別再生利用率の比較 
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((33)) 減減量量化化状状況況 

ア 業種別減量化状況 

産業廃棄物の全減量化量は 16,204 千ｔで、業種別では上下水道業が最も多く、

14,311 千ｔで全体の 88.3％を占めている。次いで建設業が 8.1％にあたる 1,308 千

ｔである。 

 

注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 ２-19 業種別減量化量 
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令和４年度と令和５年度の業種別の減量化状況を比較すると、減量化量、減量化率

ともに増加している業種は電気・ガス・熱供給業、情報通信業、学術研究、専門・技

術サービス業、教育、学習支援業、医療、福祉、自動車整備業である。農業、林業、

卸売業、小売業は減量化量は増加だが、減量化率は横ばい、または減少している。製

造業、上下水道業は、減量化量は横ばい、または減少だが、減量化率が増加している。

不動産業、物品賃貸業、生活関連サービス業は減量化量は横ばいだが、減量化率が減

少している。それ以外の業種では、減量化量、減量化率ともに減少している。 

 
注）排出量の少ない業種があるため、数値目盛りを変更して表示 

各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 ２-20 業種別減量化量の比較 

 
注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 ２-21 業種別減量化率の比較 
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イ 種類別減量化状況 

産業廃棄物の種類別では、下水汚泥の減量化量が最も多く、14,069 千ｔで全体の

86.8％を占めている。次いで建設汚泥が 7.3％にあたる 1，182 千ｔ、上水汚泥が 2.4％

にあたる 392 千ｔである。 

また、上下水道業を除いた減量化量は 1,893 千ｔで、建設汚泥の減量化量が最も

多く、1,182 千ｔで全体の 62.4％を占めている。次いで、その他汚泥が 15.2％にあ

たる 287 千ｔ、下水汚泥が 8.1％にあたる 153 千ｔである。 

 

 

 
注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

図 ２-22 種類別減量化量  
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令和４年度と令和５年度の種類別の減量化状況を比較すると、減量化量、減量化率

ともに増加しているのは、廃アルカリ、木くず、その他であった。建設汚泥は減量化

量は減少しているが、減量化率が増加している。混合廃棄物は減量化量は横ばいだ

が、減量化率が増加している。それ以外の業種は減量化量・減量化率ともに減少して

いる。 

 
注）排出量の少ない業種があるため、数値目盛りを変更して表示 

各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

図 ２-23 種類別減量化量の比較 

 

 
注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

図 ２-24 種類別減量化率の比較 
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((44)) 最最終終処処分分状状況況 

ア 業種別最終処分状況 

産業廃棄物の全最終処分量は 518 千ｔで、業種別では建設業が最も多く、328 千ｔ

で全体の 63.2％を占めている。次いで製造業が全体の 19.9％の 103 千ｔ、上下水道

業は全体の 5.9％にあたる 31 千ｔである。 

 

注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

図 ２-25 業種別最終処分量 
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令和４年度と令和５年度の業種別の最終処分状況を比較すると、最終処分量、最終

処分率ともに増加しているのは製造業、情報通信業、運輸業、郵便業、宿泊業、飲食

サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、サービス業、自動車

整備業の 8 つであった。上下水道業は最終処分量は減少しているが、最終処分率は

横ばいである。農業、林業は、最終処分量、最終処分率ともに横ばいである。それ以

外の業種では、最終処分量、最終処分率ともに減少している。 

 

 
注）排出量の少ない業種があるため、数値目盛りを変更して表示 

各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

図 ２-26 業種別最終処分量の比較 

 

 
注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

図 ２-27 業種別最終処分率の比較 
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イ 種類別最終処分状況 

産業廃棄物の種類別では、ガラス・陶磁器くずの最終処分量が最も多く、117 千ｔ

で全体の 22.6％を占めている。次いで石綿含有廃棄物が 11.8％にあたる 61 千ｔ、

がれき類が 11.0％にあたる 57 千ｔである。 

 

 

注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

図 ２-28 種類別最終処分量 
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令和４年度と令和５年度の種類別の最終処分状況を比較すると、最終処分量、最終

処分率ともに増加しているのは、上水汚泥、下水汚泥、建設汚泥、廃プラスチック類、

ガラス・陶磁器くず、がれき類であった。木くずは最終処分量は横ばいで、最終処分

率が増加している。それ以外の業種では最終処分量、最終処分率ともに減少してい

る。 

 
注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 ２-29 種類別最終処分量の比較 

 

 

注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 ２-30 種類別最終処分率の比較 
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44 広広域域処処理理状状況況（（中中間間処処理理及及びび最最終終処処分分））  

((11)) 広広域域処処理理状状況況（（中中間間処処理理）） 

中間処理量 26,370 千ｔ1のうち、都内で中間処理されている量は 24,388 千ｔで全

体の 92.5％である。 

上下水道業を除いた中間処理量は 11,962 千ｔで、このうち都内で中間処理されて

いる量は 9,982 千ｔで全体の 83.4％である。 

 
図 ２-31 広域処理状況 

 

令和４年度と令和５年度の広域処理の状況を比較すると表 2-1 のとおりである。 

令和５年度に都内で中間処理された量は 24,388 千ｔで、令和４年度の 23,857 千

ｔと比較すると 531 千ｔ（令和 4 年度の都内中間処理の 2.2％）増加している。都内

処理率は 2.4 ポイント増加している。 

上下水道業の上下水汚泥を除いた場合、令和５年度は 9,982 千ｔで、令和４年度

の 9,255 千ｔと比較すると 726 千ｔ（令和 4 年度の都内中間処理の 7.8％）増加して

いる。都内処理率も 5.6 ポイント増加している。 
 

表 ２-1 種類別広域処理の比較  
 

 
  

 
1 「2 処理処分状況」（図 2-5 処理･処分の流れ図）の｢中間処理量 26,318 千 t｣が｢排出量 26,544 千ｔ  - (直
接再生利用量 50 千 t + 直接最終処分量 175 千ｔ)｣なのに対し、本項（図 2-31 広域処理状況）の｢中間処理

量 26,370 千ｔ｣は「自己中間処理量  14,821 千ｔ+ 委託中間処理量 11,549 千ｔ」のため、値が異なる。  
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23,857 90.1% 24,388 92.5% 2,629 9.9% 1,982 7.5%

9,255 77.9% 9,982 83.4% 2,627 22.1% 1,981 16.6%上下水道の上下水汚泥を除く計

合計
その他

がれき類

廃プラスチック類

木くず
混合廃棄物

廃アルカリ

金属くず
ガラス・陶磁器くず

東京都内 東京都外

種類

汚泥

廃酸
廃油

令和5年度令和4年度 令和4年度 令和5年度
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中間処理量 26,370 千ｔのうち 99.8％の 26,307 千ｔは関東地方で処理されている。 

関東地方で中間処理された産業廃棄物の内、最も多いのが汚泥の17,933千 t（68.2%）

であり、ついでがれき類の 6,326 千ｔ（24.0%）である。 

 

表 ２-2 地域別中間処理量 

 

 

 
注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

図 ２-32 地域別・種類別の中間処理量の割合 

  

(単位：千t)

北海道 東北 関東 甲信越 東海・中部 近畿 中国・四国 九州・沖縄 合計
0 24 17,933 9 5 0 0 0 17,970
0 1 48 1 2 0 0 0 52
0 0 12 0 0 0 0 0 12
0 0 12 0 0 0 0 0 12
0 5 351 1 1 0 0 0 358
0 0 143 0 0 0 0 0 144
0 3 476 1 1 0 0 0 480
0 0 6,326 1 1 0 0 0 6,328
0 0 324 0 1 1 0 0 326
0 1 302 0 0 0 0 0 303
0 1 379 2 2 0 0 0 384
0 35 26,307 16 12 1 0 0 26,370

0.0% 0.1% 99.8% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%割合

廃棄物の種類

混合廃棄物
その他
合計

廃プラスチック類
金属くず
ガラス・陶磁器くず
がれき類
木くず

汚泥
廃油
廃酸
廃アルカリ

69.4%

68.2%

55.5%

41.6%

2.8%

2.9%

7.0%

15.9%

8.6%

14.2%

7.8%

4.2%

1.5%

1.8%

5.8%

2.1%

29.6%

19.1%

8.3%

1.8%

4.2%

4.8%

24.0%

3.9%

5.7%

2.6%

4.9%

86.1%

0.7%

1.1%

2.2%

2.5%

2.9%

3.1%

2.1%

1.5%

84.5%

14.1%

18.2%

5.2%

76.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

北海道

東北

関東

甲信越

東海・中部

近畿

中国・四国

九州・沖縄

汚泥 廃油 廃酸 廃アルカリ

廃プラスチック類 金属くず ガラス・陶磁器くず がれき類

木くず 混合廃棄物 その他
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関東地方の中間処理量 26,307 千ｔの 92.7％にあたる 24,388 千ｔは東京都で処理

されている。 

次いで神奈川県が 3.3％の 864 千ｔ、埼玉県が 2.0％の 513 千ｔ、千葉県が 1.5％

の 392 千ｔで、１都 3 県で関東地方の 99.4％にあたる 26,157 千ｔを占めている。 

 

表 ２-3 関東地方の中間処理量の内訳 

    

 

   
注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

図 ２-33 関東地方の中間処理量 

  

(単位：千t)

中間処理量
24,388

392
513
864
13
86
50

26,307合 計

神 奈 川 県

茨 城 県
群 馬 県

埼 玉 県

栃 木 県

千 葉 県
東 京 都

廃棄物の種類

東京都

24,388千t

92.7%

千葉県

392千t

1.5%

埼玉県

513

2.0%

神奈川県

864千t

3.3%

栃木県

13千t

0.1%

茨城県

86千t

0.3%
群馬県

50千t

0.2%

合計

26,307千t
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((22)) 広広域域処処理理状状況況（（最最終終処処分分）） 

最終処分量 518 千ｔのうち、都内で最終処分されている量は 192 千ｔで全体の

37.0％である。 

上下水道業を除いた処理量は 291 千ｔで、このうち都内で最終処分されている量

は 145 千ｔで全体の 50.2％である。 

  

図 ２-34 広域最終処分状況 

 

令和４年度と令和５年度の広域処分の状況を比較すると表 2-4 のとおりである。 

令和５年度に都内で最終処分された量は 192 千ｔで、令和４年度の 170 千ｔと比

較すると 21.9 千ｔ（令和 4 年度の都内最終処分の 12.9％）増加している。都内処分

率は 6.3 ポイント増加している。 

上下水道業の上下水汚泥を除いた場合、令和５年度は 145 千ｔで、令和４年度の

136 千ｔと比較すると、8.7 千ｔ（令和 4 年度の都内最終処分の 6.4％）増加してい

る。都内処分率は 11.9 ポイント増加している。 

 
表 ２-4 種類別広域最終処分の比較 

 

 
 

東京都

192千t

37.0%

東京都外

326千t

63.0%

全業種

合計

518千t

東京都

145千t

49.8%

東京都外

146千t

50.2%

全業種(上下水汚泥を除く)

合計

291千t

(単位：千t)

最終処分量
都内

処分率
最終処分量

都内
処分率

最終処分量
都外
処分率

最終処分量
都外
処分率

45 56.9% 68 71.0% 34 43.1% 28 29.0%
上水汚泥 16 100.0% 18 100.0% 0 0.0% 0 0.0%
下水汚泥 18 100.0% 29 100.0% 0 0.0% 0 0.0%
建設汚泥 3 25.0% 12 43.2% 10 75.0% 16 56.8%
その他の汚泥 8 25.0% 9 43.2% 24 75.0% 11 56.8%

0 22.4% 1 77.3% 1 77.6% 0 22.7%
0 22.4% 0 1.5% 0 77.6% 0 98.5%
0 100.0% 0 17.9% 0 0.0% 1 82.1%
0 0.0% 10 34.9% 16 100.0% 18 65.1%
0 0.0% 1 53.8% 1 100.0% 1 46.2%
11 12.5% 33 28.6% 75 87.5% 84 71.4%
0 0.0% 45 78.1% 39 100.0% 13 21.9%
5 99.1% 3 53.0% 0 0.9% 2 47.0%

42 22.4% 6 5.4% 145 77.6% 105 94.6%
特別管理産業廃棄物 39 98.5% 7 38.2% 1 1.5% 11 61.8%

感染性廃棄物 6 98.5% 2 42.6% 0 1.5% 3 57.4%
28 28.4% 19 22.4% 70 71.6% 64 77.6%

170 30.7% 192 37.0% 383 69.3% 326 63.0%
136 37.9% 145 49.8% 223 62.1% 146 50.2%上下水汚泥を除く計

種類

東京都内 東京都外
令和4年度 令和5年度 令和4年度 令和5年度

合計

汚泥

廃油
廃酸
廃アルカリ
廃プラスチック類
金属くず
ガラス・陶磁器くず
がれき類
木くず
混合廃棄物

その他
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最終処分量 518 千ｔのうち 68.3％の 354 千ｔは関東地方で処分されている。 

また、関東地方で処分された産業廃棄物の内、ガラス・陶磁器くず由来のものが最

も多く、105 千 t（29.8%）であり、次いで汚泥 84 千 t（23.7%）、がれき類が 57 千

t（16.1%）である。 

 

表 ２-5 地域別最終処分量 

 

 

 
注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 ２-35 地域別・種類別の最終処分量の割合 

  

(単位：千t)

北海道 東北 関東 甲信越 東海・中部 近畿 中国・四国 九州・沖縄 合計
0 1 84 0 1 0 6 4 95
0 0 1 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 1
1 1 21 1 2 0 1 1 28
0 0 2 0 0 0 0 0 3
0 3 105 1 6 0 0 1 117
0 0 57 0 0 0 0 0 57
0 0 4 0 0 0 0 0 5
0 8 36 1 21 0 31 15 111
0 1 43 0 2 4 10 40 100
2 13 354 3 33 5 48 60 518

0.3% 2.5% 68.3% 0.6% 6.3% 1.0% 9.2% 11.6% 100.0%割合

廃棄物の種類
汚泥
廃油
廃酸
廃アルカリ

その他
合計

廃プラスチック類
金属くず
ガラス・陶磁器くず
がれき類
木くず
混合廃棄物

22.2%

3.8%

23.7%

1.7%

2.8%

12.4%

6.1%

73.3%

7.4%

5.8%

30.7%

6.3%

4.6%

1.9%

2.2%

24.2%

29.8%

46.2%

18.4%

16.1%

1.3%

1.7%

57.2%

10.2%

16.8%

63.8%

9.3%

64.0%

24.1%

2.7%

5.1%

12.0%

2.8%

6.4%

80.2%

21.4%

65.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

北海道

東北

関東

甲信越

東海・中部

近畿

中国・四国

九州・沖縄

汚泥 廃油 廃酸 廃アルカリ

廃プラスチック類 金属くず ガラス・陶磁器くず がれき類

木くず 混合廃棄物 その他

※１%未満の値は表示を割愛
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関東地方の最終処分量 354 千ｔの 54.1％にあたる 192 千ｔは東京都で処分されて

おり、最も多くを占める。次いで、千葉県が 80 千 t（22.5％）、埼玉県が 25 千 t

（7.0％）である。 

 

表 ２-6 関東地方の最終処分量の内訳 

    

 

  

注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

図 ２-36 関東地方の最終処分処理量 

   

(単位：千t)

最終処分量

192
15
8

80
15
20
25

354

東 京 都

神 奈 川 県

合 計

茨 城 県

栃 木 県
群 馬 県

埼 玉 県

千 葉 県

廃棄物の種類

東京都

192千t

54.1%

栃木県

15千t

4.3%

群馬県

8千t

2.2%

千葉県

80千t

22.5

茨城県

15千t

4.3%

神奈川県

20千t

5.6%

埼玉県

25千t

7.0%

合計

354千t
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55 特特別別管管理理産産業業廃廃棄棄物物のの排排出出・・処処理理のの概概況況  

((11)) 排排出出状状況況 

特別管理産業廃棄物の排出量は 97 千ｔで、このうち 63.8％にあたる 62 千ｔが医

療、福祉から排出され、次いで製造業から 18.8％にあたる 18 千ｔが排出されてい

る。この２業種で全体の 82.6％にあたる 81 千ｔを占めている。 

医療，福祉から排出される特別管理産業廃棄物は感染性廃棄物で、建設業から排出

される特別管理産業廃棄物の多くは廃石綿等である。 

 

注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 ２-37 業種別排出状況 

 

  

医療、福祉

62千t

63.8%建設業

12千t

12.0%

製造業

18千t

18.8%

その他

5千t

5.4%

合計

97千t
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((22)) 処処理理・・処処分分状状況況 

特別管理産業廃棄物の排出量 97 千ｔのうち、84.1％にあたる 82 千ｔが中間処理

され、直接最終処分されたのは 11.3％にあたる 11 千ｔである。 

中間処理される 82 千ｔの特別管理産業廃棄物は焼却処分等の中間処理を経て 24

千ｔに減量化され、そのうち 18 千ｔが再生利用、6 千ｔが最終処分されている。 

その結果、排出量の 23.4％にあたる 23 千ｔが再生利用、59.2％にあたる 58 千ｔ

が減量化、17.5％にあたる 17 千ｔが最終処分されている。 

 

 
（ ）内の数字は排出量に対する割合を示す。 

注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 ２-38 処理・処分の流れ図（特別管理産業廃棄物） 

 

  

再生利用量

23
U (23.4%)

M 21 G T
13 J T 7 20

直接 10 20 処理後
再生利用量 G H 再生利用量

5 7 8 18
(4.6%) 処理後量 (18.7%)

D E O H J
4 5 15 24 8 10

排出量 中間処理量 (24.9%) 処理後
AA 最終処分量

97 82 27 6
(100.0%) (84.1%) 減量化量 (6.2%)

N P Y
14 16 58 25

直接 (59.2%) 最終処分量
最終処分量

11 17
(11.3%) (17.5%)

(単位：千t)
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廃棄物の処理・処分の詳細な流れ図を図 2-39 に示す。 

 

  

（ ）内の数字は排出量に対する割合を示す。 

注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 ２-39 処理・処分の詳細流れ図（特別管理産業廃棄物） 

 

 

 

不要物等 有償 再生利用量
発生量 売却量

97 0 23
(23.4%)

K M G
11 13 7

自己 自己未処理 自己中間
減量化量 再生利用量 処理後

再生利用量
2 5 0

(2.1%) (4.6%) (0.0%)
D E F H

4 5 6 8
排出量 自己中間 自己中間 自己中間

処理量 処理後量 処理後自己
最終処分量

97 2 0 0
(100.0%) (2.1%) (0.0%) (0.0%)

L N
12 14

自己 自己未処理
未処理量 自己最終

処分量
95 0

(97.9%) (0.0%)
Q

17
委託処理量

91
R S T (93.2%)

18 19 20
委託中間 委託中間 委託中間
処理量 処理後量 処理後再生

利用量
80 24 18

(81.9%) (24.9%) (18.7%)
V U

22 21
委託 委託中間

減量化量 処理後最終
処分量

AA W 56 6 X Y
27 23 (57.0%) (6.2%) 24 25

減量化量 委託直接 委託 最終処分量
最終処分量 最終処分量

58 11 17 17
(59.2%) (11.3%) (17.5%) (17.5%)

(単位：千t)
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第第３３編編   都都内内かからら排排出出さされれるる産産業業廃廃棄棄物物のの状状況況（（業業種種別別拡拡大大推推計計結結果果））  
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11 農農業業，，林林業業  

((11)) 種種類類別別排排出出状状況況 

令和５年度の農業，林業の排出量は 40.4 千ｔで、令和４年度の 37.3 千ｔと比較

すると 3.1 千ｔ（8.3％）増加している。 

廃棄物の種類は動物のふん尿のみである。 

 

図 ３-1 種類別排出量（農業，林業） 

 

 

図 ３-2 種類別排出割合（農業，林業） 

    

40.4

37.3

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0

令和5年度

排出量40.4

令和4年度

排出量37.3

(単位：千t)

動物のふん尿

100.0%

100.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和5年度

令和4年度

(単位：千t)

動物のふん尿
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((22)) 処処理理・・処処分分状状況況 

農業，林業の排出量 40.4 千ｔのうち、99.1％にあたる 40.0 千ｔが中間処理され、

直接再生利用されたのは 0.1％にあたる 0.1 千ｔ、直接最終処分されたのは 0.8％に

あたる 0.3 千ｔである。中間処理される 40.0 千ｔの産業廃棄物は、焼却、脱水等の

中間処理を経て 8.0 千ｔに減量化され、そのうち 7.8 千ｔが再生利用、0.2 千ｔが最

終処分されている。 

その結果、排出量の 19.4％にあたる 7.8 千ｔが再生利用、79.2％にあたる 32.0 千

ｔが減量化されており、1.3％にあたる 0.5 千ｔが最終処分されている。 

 

 

（ ）内の数字は排出量に対する割合を示す。 

注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 ３-3 処理・処分の流れ図（農業，林業） 

  

再生利用量

7.8
X (19.4%)

P 24 J W
16 M W 10 23

直接 13 23 処理後
再生利用量 J K 再生利用量

0.1 10 11 7.8
(0.1%) 処理後量 (19.3%)

G H R K M
7 8 18 8.0 11 13

排出量 中間処理量 (19.8%) 処理後
AD 最終処分量

40.4 40.0 30 0.2
(100.0%) (99.1%) 減量化量 (0.6%)

Q S AB
17 19 32.0 28

直接 (79.2%) 最終処分量
最終処分量

0.3 0.5
(0.8%) (1.3%)

(単位：千t)
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令和４年度と令和５年度の排出量に対する再生利用量、減量化量、最終処分量とそ

の割合を比較すると、再生利用率は横ばいの 19.4％、減量化率は横ばいの 79.2％、

最終処分率は横ばいの 1.3％である。 

 

 

 

注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 ３-4 再生利用・減量化・最終処分状況（農業，林業） 

（上：処理・処分量 下：処理・処分割合 排出量を 100％とする） 

  

7.8

7.2

32.0

29.6

0.5

0.5

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0

令和5年度

排出量40.4

令和4年度

排出量37.3

(単位：千t)

再生利用量 減量化量 最終処分量

19.4%

19.4%

79.2%

79.2%

1.3%

1.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和5年度

令和4年度

再生利用率 減量化率 最終処分率
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廃棄物の処理・処分の詳細な流れ図を図 3-5 に示す。 

 

 

 

（ ）内の数字は排出量に対する割合を示す。 

注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 ３-5 処理・処分の詳細流れ図（農業，林業） 

 

 

 

 

   

不要物等 有償 再生利用量
発生量 売却量

40.6 0.2 7.8
(19.4%)

N P J
14 16 10

自己 自己未処理 自己中間
減量化量 再生利用量 処理後

再生利用量
29.0 0.1 0.0

(71.9%) (0.1%) (0.1%)
G H I K

7 8 9 11
排出量 自己中間 自己中間 自己中間

処理量 処理後量 処理後自己
最終処分量

40.4 29.4 0.4 0
(100.0%) (72.9%) (1.0%) (0.0%)

O Q
15 17

自己 自己未処理
未処理量 自己最終

処分量
11.0 0

(27.1%) (0.0%)
T

20
委託処理量

11.3
U V W (27.9%)

21 22 23
委託中間 委託中間 委託中間
処理量 処理後量 処理後再生

利用量
10.9 7.9 7.7

(27.0%) (19.6%) (19.2%)
Y X

25 24
委託 委託中間

減量化量 処理後最終
処分量

AD Z 3.0 0.2 AA AB
30 26 (7.4%) (0.5%) 27 28

減量化量 委託直接 委託 最終処分量
最終処分量 最終処分量

32.0 0.4 0.5 0.5
(79.2%) (0.9%) (1.3%) (1.3%)

(単位：千t)
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22 建建設設業業  

((11)) 種種類類別別排排出出状状況況 

令和５年度の建設業の排出量は 10,518 千ｔで、令和４年度の 10,479 千ｔと比較

すると 39 千ｔ（0.4％）増加している。 

廃棄物の種類別にみると、がれき類が全体の 59.6％にあたる 6,270 千ｔ、次いで

汚泥が 29.1％にあたる 3,062 千ｔであり、この２品目で全排出量の 88.7％を占めて

いる。 

 
注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 ３-6 種類別排出量（建設業） 

 

 
注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 ３-7 種類別排出割合（建設業）    
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((22)) 処処理理・・処処分分状状況況 

建設業の排出量 10,518 千ｔのうち、99.2％にあたる 10,435 千ｔが中間処理され、

直接再生利用されたのは排出量の 0.1％にあたる 12 千ｔ、直接最終処分されたのは

0.7％にあたる 71 千ｔである。中間処理される 10,435 千ｔの産業廃棄物は、破砕、

脱水等の中間処理を経て 9,127 千ｔに減量化され、そのうち 8,870 千ｔが再生利用、

257 千ｔが最終処分されている。 

その結果、排出量の 84.5％にあたる 8,882 千ｔが再生利用、12.4％にあたる 1,308

千ｔが減量化、3.1％にあたる 328 千ｔが最終処分されている。 

 

 

（ ）内の数字は排出量に対する割合を示す。 

注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 ３-8 処理・処分の流れ図（建設業） 

  

再生利用量

8,882
X (84.5%)

P 24 J W
16 M W 10 23

直接 13 23 処理後
再生利用量 J K 再生利用量

12 10 11 8,870
(0.1%) 処理後量 (84.3%)

G H R K M
7 8 18 9,127 11 13

排出量 中間処理量 (86.8%) 処理後
AD 最終処分量

10,518 10,435 30 257
(100.0%) (99.2%) 減量化量 (2.4%)

Q S AB
17 19 1,308 28

直接 (12.4%) 最終処分量
最終処分量

71 328
(0.7%) (3.1%)

(単位：千t)
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令和４年度と令和５年度の排出量に対する再生利用量、減量化量、最終処分量とそ

の割合を比較すると、再生利用率は 2.1 ポイント増加、減量化率は 1.6 ポイント減

少、最終処分率は 0.5 ポイント減少している。 

 

 

注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 ３-9 再生利用・減量化・最終処分状況（建設業） 

（上：処理・処分量 下：処理・処分割合 排出量を 100％とする） 
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廃棄物の処理・処分の詳細な流れ図を図 3-10 に示す。 

 

 

（ ）内の数字は排出量に対する割合を示す。 

注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 ３-10 処理・処分の詳細流れ図（建設業） 

 

 

 

   

不要物等 有償 再生利用量
発生量 売却量

10,595 77 8,882
(84.5%)

N P J
14 16 10

自己 自己未処理 自己中間
減量化量 再生利用量 処理後

再生利用量
29 12 43

(0.3%) (0.1%) (0.4%)
G H I K

7 8 9 11
排出量 自己中間 自己中間 自己中間

処理量 処理後量 処理後自己
最終処分量

10,518 75 45 0
(100.0%) (0.7%) (0.4%) (0.0%)

O Q
15 17

自己 自己未処理
未処理量 自己最終

処分量
10,443 0
(99.3%) (0.0%)

T
20

委託処理量

10,433
U V W (99.2%)

21 22 23
委託中間 委託中間 委託中間
処理量 処理後量 処理後再生

利用量
10,363 9,084 8,828
(98.5%) (86.4%) (83.9%)

Y X
25 24

委託 委託中間
減量化量 処理後最終

処分量
AD Z 1,278 257 AA AB

30 26 (12.2%) (2.4%) 27 28
減量化量 委託直接 委託 最終処分量

最終処分量 最終処分量

1,308 71 328 328
(12.4%) (0.7%) (3.1%) (3.1%)

(単位：千t)
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33 製製造造業業  

((11)) 種種類類別別排排出出状状況況 

令和５年度の製造業の排出量は 1,148 千ｔで、令和４年度の 1,203 千ｔと比較す

ると 55 千ｔ（4.6％）減少している。 

廃棄物の種類別にみると、汚泥が 43.9％にあたる 504 千ｔ、次いでガラス・陶磁

器くずが全体の 22.0％にあたる 253 千ｔであり、この２品目で全排出量の 65.9％を

占めている。 

 
注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 ３-11 種類別排出量（製造業） 

 
注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 ３-12 種類別排出割合（製造業）    
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((22)) 処処理理・・処処分分状状況況 

製造業の排出量 1,148 千ｔのうち、91.7％にあたる 1,053 千ｔが中間処理され、

直接再生利用されたのは 2.9％にあたる 34 千ｔ、直接最終処分されたのは 5.3％に

あたる 61 千ｔである。中間処理される 1,053 千ｔの産業廃棄物は、破砕、焼却、脱

水等の中間処理を経て 621 千ｔに減量化され、そのうち 579 千ｔが再生利用、42 千

ｔが最終処分されている。 

その結果、排出量の 53.4％にあたる 613 千ｔが再生利用、37.6％にあたる 432 千

ｔが減量化、9.0％にあたる 103 千ｔについては最終処分されている。 

 

 

（ ）内の数字は排出量に対する割合を示す。 

注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 ３-13 処理・処分の流れ図（製造業） 

  

再生利用量

613
X (53.4%)

P 24 J W
16 M W 10 23

直接 13 23 処理後
再生利用量 J K 再生利用量

34 10 11 579
(2.9%) 処理後量 (50.4%)

G H R K M
7 8 18 621 11 13

排出量 中間処理量 (54.1%) 処理後
AD 最終処分量

1,148 1,053 30 42
(100.0%) (91.7%) 減量化量 (3.7%)

Q S AB
17 19 432 28

直接 (37.6%) 最終処分量
最終処分量

61 103
(5.3%) (9.0%)

(単位：千t)
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令和４年度と令和５年度の排出量に対する再生利用量、減量化量、最終処分量とそ

の割合を比較すると、再生利用率は 2.7 ポイント減少、減量化率は 1.7 ポイント増

加、最終処分率は 1.0 ポイント増加している。 

 

 

 

注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 ３-14 再生利用・減量化・最終処分状況（製造業） 

（上：処理・処分量 下：処理・処分割合 排出量を 100％とする） 
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廃棄物の処理・処分の詳細な流れ図を図 3-15 に示す。 

 

 

（ ）内の数字は排出量に対する割合を示す。 

注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 ３-15 処理・処分の詳細流れ図（製造業） 

 

 

 

 

 

   

不要物等 有償 再生利用量
発生量 売却量

1,216 68 613
(53.4%)

N P J
14 16 10

自己 自己未処理 自己中間
減量化量 再生利用量 処理後

再生利用量
286 34 3

(24.9%) (2.9%) (0.3%)
G H I K

7 8 9 11
排出量 自己中間 自己中間 自己中間

処理量 処理後量 処理後自己
最終処分量

1,148 327 41 0
(100.0%) (28.5%) (3.5%) (0.0%)

O Q
15 17

自己 自己未処理
未処理量 自己最終

処分量
821 0

(71.5%) (0.0%)
T

20
委託処理量

825
U V W (71.9%)

21 22 23
委託中間 委託中間 委託中間
処理量 処理後量 処理後再生

利用量
748 602 576

(65.1%) (52.4%) (50.2%)
Y X

25 24
委託 委託中間

減量化量 処理後最終
処分量

AD Z 146 26 AA AB
30 26 (12.7%) (2.3%) 27 28

減量化量 委託直接 委託 最終処分量
最終処分量 最終処分量

432 77 103 103
(37.6%) (6.7%) (9.0%) (9.0%)

(単位：千t)
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44 情情報報通通信信業業  

((11)) 種種類類別別排排出出状状況況 

令和５年度の情報通信業の排出量は 19 千ｔで、令和４年度の 18 千ｔと比較する

と 1 千ｔ（7.9％）増加している。 

廃棄物の種類別にみると、廃アルカリが全体の 20.6％にあたる 4 千ｔ、次いでゴ

ムくずが 11.6％にあたる 2 千ｔ、次いでがれき類が 9.8％にあたる 2 千ｔであり、

この 3 品目で全排出量の 42.0％を占めている。 

 

 
注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 ３-16 種類別排出量（情報通信業） 

 

 
注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 ３-17 種類別排出割合（情報通信業）    
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((22)) 処処理理・・処処分分状状況況 

情報通信業の排出量 19 千ｔのうち 70.5％にあたる 14 千ｔが中間処理され、直接

再生利用されたのは 8.6％にあたる 2 千ｔ、直接最終処分されたのは 20.9％にあた

る 4.1 千ｔである。中間処理される 14 千ｔの産業廃棄物は、破砕、焼却等の中間処

理を経て 9 千ｔに減量化され、そのうち 9 千ｔが再生利用、0 千ｔが最終処分されて

いる。 

その結果、排出量の 52.7％にあたる 10 千ｔが再生利用、26.0％にあたる 5 千ｔが

減量化され、21.3％にあたる 4 千ｔについては、最終処分されている。 

 

（ ）内の数字は排出量に対する割合を示す。 

注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 ３-18 処理・処分の流れ図（情報通信業） 
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令和４年度と令和５年度の排出量に対する再生利用量、減量化量、最終処分量とそ

の割合を比較すると、再生利用率は 26.8 ポイント減少、減量化率は 20.7 ポイント

増加、最終処分率は 6.1 ポイント増加している。 

 

 

 

注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 ３-19 再生利用・減量化・最終処分状況（情報通信業） 

（上：処理・処分量 下：処理・処分割合 排出量を 100％とする） 
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廃棄物の処理・処分の詳細な流れ図を図 3-20 に示す。 

 

 

（ ）内の数字は排出量に対する割合を示す。 

注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 ３-20 処理・処分の詳細流れ図（情報通信業） 
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(単位：千t)
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55 上上下下水水道道業業  

((11)) 種種類類別別排排出出状状況況 

令和５年度の上下水道業の排出量は 14,382 千ｔで、令和４年度の 14,556 千ｔと

比較すると 174 千ｔ（1.2％）減少している。 

廃棄物の種類別にみると、下水汚泥が 13,956 千ｔで全体の 97.0％を占めている。 

 

 
注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 ３-21 種類別排出量（上下水道業） 

 

 
注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 ３-22 種類別排出割合（上下水道業）    
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((22)) 処処理理・・処処分分状状況況 

上下水道業の排出量 14,382 千ｔのうち 99.99％にあたる 14,381 千ｔが中間処理

され、直接再生利用されたのは 0.00％にあたる 0 千ｔ、直接最終処分されたのは

0.01％にあたる 1 千ｔである。中間処理される 14,382 千ｔの産業廃棄物は、中間処

理を経て 70 千ｔに減量化され、そのうち 41 千ｔが再生利用、29 千ｔが最終処分さ

れている。 

その結果、排出量の 0.29％にあたる 41 千ｔが再生利用、99.50％にあたる 14,311

千ｔが減量化され、0.21％にあたる 31 千ｔについては、最終処分されている。 

 

 

（ ）内の数字は排出量に対する割合を示す。 

注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 ３-23 処理・処分の流れ図（上下水道業） 
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令和４年度と令和５年度の排出量に対する再生利用量、減量化量、最終処分量とそ

の割合を比較すると、再生利用率は 0.1 ポイント減少、減量化率は 0.1 ポイント増

加、最終処分率は 0.03 ポイント減少している。 

 

 

 

 
注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 ３-24 再生利用・減量化・最終処分状況（上下水道業） 

（上：処理・処分量 下：処理・処分割合 排出量を 100％とする） 
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廃棄物の処理・処分の詳細な流れ図を図 3-25 に示す。 

 

 

（ ）内の数字は排出量に対する割合を示す。 

注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 ３-25 処理・処分の詳細流れ図（上下水道業） 
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66 電電気気・・ガガスス・・熱熱供供給給業業  

((11)) 種種類類別別排排出出状状況況 

令和５年度の電気・ガス・熱供給業の排出量は 15.5 千ｔで、令和４年度の 17.9 千

ｔと比較すると 2.4 千ｔ（13.4％）減少している。 

廃棄物の種類別にみると、がれき類が全体の 51.3％にあたる 7.9 千ｔ、次いで特

定有害廃棄物・廃 PCB 等が 23.4％にあたる 3.6 千ｔであり、この 2 品目で全排出量

の 74.7％を占めている。 

 
注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 ３-26 種類別排出量（電気・ガス・熱供給業） 

 

 
注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 ３-27 種類別排出割合（電気・ガス・熱供給業）  
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((22)) 処処理理・・処処分分状状況況 

電気・ガス・熱供給業の排出量 15.5 千ｔのうち、100.0％にあたる 15.5 千ｔが中

間処理され、直接再生利用されたものはなく（0ｔ）、また、直接最終処分されたも

のもない（0ｔ）。中間処理される 15.5 千ｔの産業廃棄物は、破砕、焼却、脱水等の

中間処理を経て 13.9 千ｔに減量化され、そのうち 13.8 千ｔが再生利用、0.2 千ｔが

最終処分されている。 

その結果、排出量の 88.9％にあたる 13.8 千ｔが再生利用、9.9％にあたる 1.5 千

ｔが減量化、1.3％にあたる 0.2 千ｔについては最終処分されている。 

 

 

（ ）内の数字は排出量に対する割合を示す。 

注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 ３-28 処理・処分の流れ図（電気・ガス・熱供給業） 
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令和４年度と令和５年度の排出量に対する再生利用量、減量化量、最終処分量とそ

の割合を比較すると、再生利用率は 8.8 ポイント増加し、減量化率は 4.4 ポイント

減少、最終処分率は 13.1 ポイント減少している。 

 

 

 

 

注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 ３-29 再生利用・減量化・最終処分状況（電気・ガス・熱供給業） 

（上：処理・処分量 下：処理・処分割合 排出量を 100％とする） 
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廃棄物の処理・処分の詳細な流れ図を図 3-30 に示す。 

 

 

（ ）内の数字は排出量に対する割合を示す。 

注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 ３-30 処理・処分の詳細流れ図（電気・ガス・熱供給業） 

 

 

 

 

   

不要物等 有償 再生利用量
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Y X

25 24
委託 委託中間

減量化量 処理後最終
処分量

AD Z 1.5 0.2 AA AB
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77 運運輸輸業業，，郵郵便便業業  

((11)) 種種類類別別排排出出状状況況 

令和５年度の運輸業，郵便業の排出量は 49 千ｔで、令和４年度の 53 千ｔと比較

すると 4 千ｔ（8.1％）減少している。 

廃棄物の種類別にみると、廃プラスチック類が全体の 69.2％にあたる 34 千ｔ、次

いで混合廃棄物が 10.8％にあたる 5 千 t、木くずが 10.7％にあたる 5 千ｔであり、

この 3 品目で全排出量の 90.7％を占めている。 

 
注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 ３-31 種類別排出量（運輸業，郵便業） 

 
注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 ３-32 種類別排出割合（運輸業，郵便業）    
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((22)) 処処理理・・処処分分状状況況 

運輸業，郵便業の排出量 49 千ｔのうち、79.9％にあたる 39 千ｔが中間処理され、

直接再生利用されたのは 0.7％にあたる 0 千ｔ、直接最終処分されたのは 19.5％に

あたる 10 千ｔである。中間処理される 39 千ｔの産業廃棄物は、破砕、焼却等の中

間処理を経て 36 千ｔに減量化され、そのうち 34 千ｔが再生利用、2 千ｔが最終処分

されている。 

その結果、排出量の 70.2％にあたる 34 千ｔが再生利用、7.0％にあたる 3 千ｔが

減量化、22.8％にあたる 11 千ｔが最終処分されている。 

 

 

（ ）内の数字は排出量に対する割合を示す。 

注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 ３-33 処理・処分の流れ図（運輸業，郵便業） 
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令和４年度と令和５年度の排出量に対する再生利用量、減量化量、最終処分量とそ

の割合を比較すると、再生利用率は 7.3 ポイント減少、減量化率は 8.5 ポイント減

少、最終処分率は 15.7 ポイント増加している。 

 

 

 

注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 ３-34 再生利用・減量化・最終処分状況（運輸業，郵便業） 

（上：処理・処分量 下：処理・処分割合 排出量を 100％とする） 
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廃棄物の処理・処分の詳細な流れ図を図 3-35 に示す。 

 

 

（ ）内の数字は排出量に対する割合を示す。 

注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 ３-35 処理・処分の詳細流れ図（運輸業，郵便業） 
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88 卸卸売売業業・・小小売売業業  

((11)) 種種類類別別排排出出状状況況 

令和５年度の卸売業・小売業の排出量は 141 千ｔで、令和４年度の 132 千ｔと比

較すると 10 千ｔ（7.5％）増加している。 

 

廃棄物の種類別にみると、廃プラスチック類が全体の 48.1％にあたる 68 千ｔ、次

いで廃油が 13.9％にあたる 20 千ｔを占めている。 

 
注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 ３-36 種類別排出量（卸売業・小売業） 

 
注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 ３-37 種類別排出割合（卸売業・小売業）    
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((22)) 処処理理・・処処分分状状況況 

卸売業・小売業の排出量 141 千ｔのうち 99.3％にあたる 140千ｔが中間処理され、

直接再生利用されるのは、排出量の 0.1％にあたる 0 千ｔ、直接最終処分された量は

0.6％にあたる 1 千ｔである。中間処理される 140 千ｔの産業廃棄物は、破砕、焼却

等の中間処理を経て 115 千ｔに減量化され、そのうち 111 千ｔが再生利用、4 千ｔが

最終処分されている。 

その結果、排出量の 78.7％にあたる 111 千ｔが再生利用、17.7％にあたる 25 千ｔ

が減量化、3.7％にあたる 5 千ｔが最終処分されている。 

 

 

（ ）内の数字は排出量に対する割合を示す。 

注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 ３-38 処理・処分の流れ図（卸売業・小売業） 
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令和４年度と令和５年度の排出量に対する再生利用量、減量化量、最終処分量とそ

の割合を比較すると、再生利用率は 4.9 ポイント増加、減量化率は 0.3 ポイント減

少、最終処分率は 4.6 ポイント減少している。 

 

 

注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 ３-39 再生利用・減量化・最終処分状況（卸売業・小売業） 

（上：処理・処分量 下：処理・処分割合 排出量を 100％とする） 
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廃棄物の処理・処分の詳細な流れ図を図 3-40 に示す。 

 

 

（ ）内の数字は排出量に対する割合を示す。 

注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 ３-40 処理・処分の詳細流れ図（卸売業・小売業） 
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99 不不動動産産業業，，物物品品賃賃貸貸業業  

((11)) 種種類類別別排排出出状状況況 

令和５年度の不動産業，物品賃貸業の排出量は 56 千ｔで、令和４年度の 58 千ｔ

と比較すると 2 千ｔ（3.6％）減少している。 

廃棄物の種類別にみると、混合廃棄物が全体の 24.4％にあたる 14 千ｔ、次いで木

くずが 15.3％にあたる 9 千ｔを占めている。 

 

 
注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 ３-41 種類別排出量（不動産業，物品賃貸業） 

 
注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 ３-42 種類別排出割合（不動産業，物品賃貸業）    
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((22)) 処処理理・・処処分分状状況況 

不動産業，物品賃貸業の排出量 56 千ｔのうち、96.1％にあたる 54 千ｔが中間処

理され、直接再生利用されるのは、排出量の 0.2％にあたる 0 千ｔ、直接最終処分さ

れた量は 3.7％にあたる 2 千ｔである。中間処理される 54 千ｔの産業廃棄物は、破

砕等の中間処理を経て 49 千ｔに減量化され、そのうち 46 千ｔが再生利用、3 千ｔが

最終処分されている。 

その結果、排出量の 83.0％にあたる 46 千ｔが再生利用、7.3％にあたる 4 千ｔが

減量化、9.8％にあたる 5 千ｔが最終処分されている。 

 

 

（ ）内の数字は排出量に対する割合を示す。 

注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 ３-43 処理・処分の流れ図（不動産業，物品賃貸業） 
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令和４年度と令和５年度の排出量に対する再生利用量、減量化量、最終処分量とそ

の割合を比較すると、再生利用率は 2.6 ポイント増加、減量化率は 0.1 ポイント増

加、最終処分率は 2.7 ポイント減少している。 

 

 

注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 ３-44 再生利用・減量化・最終処分状況（不動産業，物品賃貸業） 

（上：処理・処分量 下：処理・処分割合 排出量を 100％とする） 
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廃棄物の処理・処分の詳細な流れ図を図 3-45 に示す。 

 

 

（ ）内の数字は排出量に対する割合を示す。 

注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 ３-45 処理・処分の詳細流れ図（不動産業，物品賃貸業） 
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1100 学学術術研研究究，，専専門門・・技技術術ササーービビスス業業  

((11)) 種種類類別別排排出出状状況況 

令和５年度の学術研究，専門・技術サービス業の排出量は 24.6 千ｔで、令和４年

度の 26.7 千ｔと比較すると 2.0 千ｔ（7.6％）減少している。 

廃棄物の種類別にみると、がれき類が全体の 27.3％にあたる 6.7 千ｔ、次いでガ

ラス・陶磁器くずが 19.8％にあたる 4.9 千ｔ、次いで廃プラスチック類が 8.7％に

あたる 2.1 千ｔである。 

 
注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 ３-46 種類別排出量（学術研究，専門・技術サービス業） 

 
注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 ３-47 種類別排出割合（学術研究，専門・技術サービス業）    
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((22)) 処処理理・・処処分分状状況況 

学術研究，専門・技術サービス業の排出量 25 千ｔのうち、99.4％にあたる 24.5 千

ｔが中間処理され、直接再生利用されたのは排出量の 0.02％にあたる 0.01 千ｔ、直

接最終処分された量は 0.6％にあたる 0.1 千ｔである。中間処理される 24.5 千ｔの

産業廃棄物は、破砕、焼却等の中間処理を経て 15.2 千ｔに減量化され、そのうち 14.5

千ｔが再生利用、0.6 千ｔが最終処分されている。 

その結果、排出量の 59.0％にあたる 14.5 千ｔが再生利用、37.8％にあたる 9.3 千

ｔが減量化、3.1％にあたる 0.8 千ｔが最終処分されている。 

 

（ ）内の数字は排出量に対する割合を示す。 

注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 ３-48 処理・処分の流れ図（学術研究，専門・技術サービス業） 
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令和４年度と令和５年度の排出量に対する再生利用量、減量化量、最終処分量とそ

の割合を比較すると、再生利用率は 1.7 ポイント減少、減量化率は 9.3 ポイント増

加、最終処分率は 7.7 ポイント減少している。 

 

 

 

注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 ３-49 再生利用・減量化・最終処分状況（学術研究，専門・技術サービス業） 

（上：処理・処分量 下：処理・処分割合 排出量を 100％とする） 
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廃棄物の処理・処分の詳細な流れ図を図 3-50 に示す。 

 

 

（ ）内の数字は排出量に対する割合を示す。 

注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 ３-50 処理・処分の詳細流れ図（学術研究，専門・技術サービス業） 
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1111 宿宿泊泊業業，，飲飲食食ササーービビスス業業  

((11)) 種種類類別別排排出出状状況況 

令和５年度の宿泊業，飲食サービス業の排出量は 32 千ｔで、令和４年度の 29 千

ｔと比較すると 2 千ｔ（7.7％）増加している。 

廃棄物の種類別にみると、廃プラスチック類が全体の 30.7％にあたる 10 千ｔ、次

いで汚泥が全体の 29.9％にあたる 9 千ｔを占めている。 

 
注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 ３-51 種類別排出量（宿泊業，飲食サービス業） 

 
注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 ３-52 種類別排出割合（宿泊業，飲食サービス業）    
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((22)) 処処理理・・処処分分状状況況 

宿泊業，飲食サービス業の排出量 32 千ｔのうち、72.5％にあたる 23 千ｔが中間

処理され、直接再生利用されたものはなく（0ｔ）、直接最終処分された量は 27.5％

にあたる 9 千ｔである。中間処理される 23 千ｔの産業廃棄物は、破砕、焼却等の中

間処理を経て 16 千ｔに減量化され、そのうち 15 千ｔが再生利用、１千ｔが最終処

分されている。 

その結果、排出量の 48.6％にあたる 15 千ｔが再生利用、21.8％にあたる 7 千ｔが

減量化、29.5％にあたる 9 千ｔが最終処分されている。 

 

 

（ ）内の数字は排出量に対する割合を示す。 

注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 ３-53 処理・処分の流れ図（宿泊業，飲食サービス業） 
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令和４年度と令和５年度の排出量に対する再生利用量、減量化量、最終処分量とそ

の割合を比較すると、再生利用率は 14.0 ポイント減少、減量化率は 9.4 ポイント減

少、最終処分率は 23.5 ポイント増加している。 

 

 

注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 ３-54 再生利用・減量化・最終処分状況（宿泊業，飲食サービス業） 

（上：処理・処分量 下：処理・処分割合 排出量を 100％とする） 
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廃棄物の処理・処分の詳細な流れ図を図 3-55 に示す。 

 

 

（ ）内の数字は排出量に対する割合を示す。 

注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 ３-55 処理・処分の詳細流れ図（宿泊業，飲食サービス業） 

 

 

 

 

   

不要物等 有償 再生利用量
発生量 売却量

32 0 15
(48.6%)

N P J
14 16 10

自己 自己未処理 自己中間
減量化量 再生利用量 処理後

再生利用量
0 0 0

(0.0%) (0.0%) (0.0%)
G H I K

7 8 9 11
排出量 自己中間 自己中間 自己中間

処理量 処理後量 処理後自己
最終処分量

32 0 0 0
(100.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)

O Q
15 17

自己 自己未処理
未処理量 自己最終

処分量
32 0

(100.0%) (0.0%)
T

20
委託処理量

32
U V W (100.0%)

21 22 23
委託中間 委託中間 委託中間
処理量 処理後量 処理後再生

利用量
23 16 15

(72.5%) (50.6%) (48.6%)
Y X

25 24
委託 委託中間

減量化量 処理後最終
処分量

AD Z 7 1 AA AB
30 26 (21.8%) (2.0%) 27 28

減量化量 委託直接 委託 最終処分量
最終処分量 最終処分量

7 9 9 9
(21.8%) (27.5%) (29.5%) (29.5%)

(単位：千t)

－ 88－



－89－ 

1122 生生活活関関連連ササーービビスス業業，，娯娯楽楽業業  

((11)) 種種類類別別排排出出状状況況 

令和５年度の生活関連サービス業，娯楽業の排出量は 3.03 千ｔで、令和４年度の

3.02 千 t とほぼ同様である。 

廃棄物の種類別にみると、廃プラスチック類が全体の 41.3％にあたる 1.25 千ｔ、

金属くずが 14.9％にあたる 0.45 千ｔ、それ以外では、その他が 43.8％にあたる 1.33

千ｔである。 

 

 
注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 ３-56 種類別排出量（生活関連サービス業，娯楽業） 

 

 
注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

図 ３-57 種類別排出割合（生活関連サービス業，娯楽業）    
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((22)) 処処理理・・処処分分状状況況 

生活関連サービス業，娯楽業の排出量 3.03 千ｔのうち、0.3％にあたる 0.009 千

ｔが中間処理され、直接再生利用されたのは排出量の 0.0％にあたる 0.001 千ｔ、直

接最終処分された量は 99.7％にあたる 3.02 千ｔである。中間処理される 0.009 千ｔ

の産業廃棄物は、破砕、焼却等の中間処理を経て 0.007 千ｔに減量化され、そのうち

0.006 千ｔが再生利用、0.0003 千ｔが最終処分されている。 

その結果、排出量の 0.2％にあたる 0.007 千ｔが再生利用、0.1％にあたる 0.003

千ｔが減量化され、99.7%にあたる 3.02 千 t が最終処分されている。 

 

 
（ ）内の数字は排出量に対する割合を示す。 

注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 ３-58 処理・処分の流れ図（生活関連サービス業，娯楽業） 
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令和４年度と令和５年度の排出量に対する再生利用量、減量化量、最終処分量とそ

の割合を比較すると、再生利用率は 69.6 ポイント減少、減量化率は 9.5 ポイント減

少、最終処分率は 79.2 ポイント増加している。 

 

  

 
 

注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 ３-59 再生利用・減量化・最終処分状況（生活関連サービス業，娯楽業） 

（上：処理・処分量 下：処理・処分割合 排出量を 100％とする） 
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廃棄物の処理・処分の詳細な流れ図を図 3-60 に示す。 

 

（ ）内の数字は排出量に対する割合を示す。 

注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 ３-60 処理・処分の詳細流れ図（生活関連サービス業，娯楽業） 
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1133 教教育育，，学学習習支支援援業業  

((11)) 種種類類別別排排出出状状況況 

令和５年度の教育，学習支援業の排出量は 19.8 千ｔで、令和４年度の 23.4 千ｔ

と比較すると 3.7 千ｔ（15.7％）減少している。 

廃棄物の種類別にみると、廃プラスチック類が全体の 42.3％にあたる 8.3 千ｔ、

それ以外はその他が 56.9％にあたる 11.2 千ｔを占めている。 

 

 
注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 ３-61 種類別排出量（教育，学習支援業） 

 
注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 ３-62 種類別排出割合（教育，学習支援業）    
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((22)) 処処理理・・処処分分状状況況 

教育，学習支援業の排出量 19.8 千ｔのうち、78.8％にあたる 15.6 千ｔが中間処

理され、直接再生利用されるのはなく（0ｔ）、直接最終処分された量は 21.2％にあ

たる 4.2 千ｔである。中間処理される 15.6 千ｔの産業廃棄物は、破砕等の中間処理

を経て 4.1 千ｔに減量化され、そのうち 3.8 千ｔが再生利用、0.2 千ｔが最終処分さ

れている。 

その結果、排出量の 19.4％にあたる 3.8 千ｔが再生利用、58.2％にあたる 11.5 千

ｔが減量化、22.4％にあたる 4.4 千ｔが最終処分されている。 

 

 

（ ）内の数字は排出量に対する割合を示す。 

注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 ３-63 処理・処分の流れ図（教育，学習支援業） 
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令和４年度と令和５年度の排出量に対する再生利用量、減量化量、最終処分量とそ

の割合を比較すると、再生利用率は 51.4 ポイント減少、減量化率は 43.8 ポイント

増加、最終処分率は 7.6 ポイント増加している。 

 

 

注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 ３-64 再生利用・減量化・最終処分状況（教育，学習支援業） 

（上：処理・処分量 下：処理・処分割合 排出量を 100％とする） 
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廃棄物の処理・処分の詳細な流れ図を図 3-65 に示す。 

 

 

（ ）内の数字は排出量に対する割合を示す。 

注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 ３-65 処理・処分の詳細流れ図（教育，学習支援業） 
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1144 医医療療，，福福祉祉  

((11)) 種種類類別別排排出出状状況況 

令和５年度の医療，福祉の排出量は 63 千ｔで、令和４年度の 67 千ｔと比較する

と 4 千ｔ（6.6％）減少している。 

廃棄物の種類別にみると、感染性廃棄物が全排出量の 98.3％を占めている。 

 

注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 ３-66 種類別排出量（医療，福祉） 

 

 

注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 ３-67 種類別排出割合（医療，福祉） 
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((22)) 処処理理・・処処分分状状況況 

医療，福祉の排出量 63 千ｔのうち、95.6％にあたる 60 千ｔが中間処理され、直

接再生利用されるのは、排出量の 0.1％にあたる 0.05 千ｔ、直接最終処分された量

は 4.4％にあたる 3 千ｔである。中間処理される 60 千ｔの産業廃棄物は、破砕等の

中間処理を経て 11 千ｔに減量化され、そのうち 8 千ｔが再生利用、3 千ｔが最終処

分されている。 

その結果、排出量の 13.0％にあたる 8 千ｔが再生利用、77.4％にあたる 49 千ｔが

減量化、9.7％にあたる 6 千ｔが最終処分されている。 

 

 

（ ）内の数字は排出量に対する割合を示す。 

注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 ３-68 処理・処分の流れ図（医療，福祉） 
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令和４年度と令和５年度の排出量に対する再生利用量、減量化量、最終処分量とそ

の割合を比較すると、再生利用率は 18.0 ポイント減少、減量化率は 18.7 ポイント

増加、最終処分率は 0.8 ポイント減少している。 

 

 

 

 

注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 ３-69 再生利用・減量化・最終処分状況（医療，福祉） 

（上：処理・処分量 下：処理・処分割合 排出量を 100％とする） 
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廃棄物の処理・処分の詳細な流れ図を図 3-70 に示す。 

 

 

（ ）内の数字は排出量に対する割合を示す。 

注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 ３-70 処理・処分の詳細流れ図（医療，福祉） 
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1155 ササーービビスス業業  

((11)) 種種類類別別排排出出状状況況 

令和５年度のサービス業の排出量は 25.3 千ｔで、令和４年度の 25.8 千ｔと比較

すると 0.5 千ｔ（1.8％）減少している。 

廃棄物の種類別にみると、がれき類が全体の 35.8％にあたる 9.1 千ｔ、次いで汚

泥が 28.3％にあたる 7.2 千ｔを占めている。 

 

 
注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 ３-71 種類別排出量（サービス業） 

 

 
注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 ３-72 種類別排出割合（サービス業）    
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((22)) 処処理理・・処処分分状状況況 

サービス業の排出量 25.3 千ｔのうち、79.6％にあたる 20.2 千ｔが中間処理され、

直接再生利用されるのは、排出量の 0.003％にあたる 0.001 千ｔ、直接最終処分され

た量は 20.4％にあたる 5.2 千ｔである。中間処理される 20.2 千ｔの産業廃棄物は、

破砕等の中間処理を経て 15.5 千ｔに減量化され、そのうち 15.4 千ｔが再生利用、

0.1 千ｔが最終処分されている。 

その結果、排出量の 60.9％にあたる 15.4 千ｔが再生利用、18.0％にあたる 4.6 千

ｔが減量化、20.9％にあたる 5.3 千ｔが最終処分されている。 

 

 

（ ）内の数字は排出量に対する割合を示す。 

 

注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 ３-73 処理・処分の流れ図（サービス業） 
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令和４年度と令和５年度の排出量に対する再生利用量、減量化量、最終処分量とそ

の割合を比較すると、再生利用率は 5.6 ポイント減少、減量化率は 9.0 ポイント減

少、最終処分率は 14.6 ポイント増加している。 

 

 

 

 

注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 ３-74 再生利用・減量化・最終処分状況（サービス業） 

（上：処理・処分量 下：処理・処分割合 排出量を 100％とする） 
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廃棄物の処理・処分の詳細な流れ図を図 3-75 に示す。 

 

 

（ ）内の数字は排出量に対する割合を示す。 

注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 ３-75 処理・処分の詳細流れ図（サービス業） 
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1166 自自動動車車整整備備業業  

((11)) 種種類類別別排排出出状状況況 

令和５年度の自動車整備業の排出量は 7.12 千ｔで、令和４年度の 6.93 千ｔと比

較すると 0.18 千ｔ（2.7％）増加している。 

廃棄物の種類別にみると、廃プラスチック類が全体の 28.3％にあたる 2.01 千ｔ、

次いで金属くずが 22.1％にあたる 1.57 千ｔであり、この 2 品目で全排出量の 50.4％

を占めている。 

  

 
注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 ３-76 種類別排出量（自動車整備業） 

 

 
注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 ３-77 種類別排出割合（自動車整備業）    
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((22)) 処処理理・・処処分分状状況況 

自動車整備業の排出量 7.12 千ｔのうち、60.5％にあたる 4.30 千ｔが中間処理さ

れ、直接再生利用されるのは、排出量の 25.3％にあたる 1.80 千ｔ、直接最終処分さ

れた量は 14.3％にあたる 1.01 千ｔである。中間処理される 4.30 千ｔの産業廃棄物

は、破砕等の中間処理を経て 2.48 千ｔに減量化され、そのうち 2.40 千ｔが再生利

用、0.08 千ｔが最終処分されている。 

その結果、排出量の 58.9％にあたる 4.19 千ｔが再生利用、25.7％にあたる 1.83

千ｔが減量化されており、15.4％にあたる 1.10 千ｔが最終処分されている。 

 

 

（ ）内の数字は排出量に対する割合を示す。 

注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 ３-78 処理・処分の流れ図（自動車整備業） 
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令和４年度と令和５年度の排出量に対する再生利用量、減量化量、最終処分量とそ

の割合を比較すると、再生利用率は 22.8 ポイント減少、減量化率は 10.6 ポイント

増加、最終処分率は 12.2 ポイント増加している。 

 

 

 

 

注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 ３-79 再生利用・減量化・最終処分状況（自動車整備業） 

（上：処理・処分量 下：処理・処分割合 排出量を 100％とする） 
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廃棄物の処理・処分の詳細な流れ図を図 3-80 に示す。 

 

 

（ ）内の数字は排出量に対する割合を示す。 

注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 ３-80 処理・処分の詳細流れ図（自動車整備業）
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11 排排出出量量のの推推移移  

((11)) 全全業業種種 

都内における、全業種の産業廃棄物排出量の推移は図 4-1 に示すとおりである。 

排出量は、平成 15 年度から平成 27 年度までは増減を繰り返しながら、おおむね

24,000 千ｔ前後で推移していたが、平成 28 年度に大幅に増え、以降平成 29 年度を

ピークに再び増減を繰り返している。 

 

  

グラフ内の数字は排出量の合計を示す。 

注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 4-1 産業廃棄物排出量の推移（全業種） 

   

S57

年度

S62

年度

H4

年度

H10

年度

H15

年度

H16

年度

H17

年度

H18

年度

H19

年度

H20

年度

H21

年度

H22

年度

H23

年度

H24

年度

H25

年度

H26

年度

H27

年度

H28

年度

H29

年度

H30

年度

R1

年度

R2

年度

R3

年度

R4

年度

R5

年度

合計 17,278 21,953 24,788 24,725 23,577 24,428 22,790 24,448 24,107 21,912 23,189 22,565 23,754 23,566 24,593 24,674 23,699 26,923 27,284 26,560 26,489 24,645 25,648 26,736 26,544

上下水道業を除く

産業廃棄物排出量
7,257 9,361 11,677 12,371 10,952 11,209 9,700 11,312 11,045 8,828 8,903 8,688 9,271 9,787 11,055 11,572 11,667 12,247 12,448 11,806 12,285 10,324 11,248 12,180 12,161

上下水道業の排出量
10,021 12,592 13,111 12,354 12,625 13,219 13,090 13,136 13,062 13,084 14,286 13,877 14,483 13,779 13,538 13,102 12,032 14,676 14,836 14,754 14,204 14,322 14,400 14,556 14,382

17,278

21,953

24,788 24,725

23,577
24,428

22,790

24,448 24,107

21,912

23,189
22,565

23,75423,566

24,59324,674

23,699

26,92327,284
26,56026,489

24,645

25,648

26,73626,544

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

排
出

量
（
千
t）

－ 109 －



－110－ 

((22)) 業業種種別別 

上記の図 4-1 で示すとおり、東京都の産業廃棄物排出量の約６割は、上下水道業

から排出される上下水汚泥である。図 4-2 に示すとおり、上下水道業を除いた排出

量は、建設業及び製造業の排出量が９割以上を占めている。 

上下水道業を除いた排出量は平成 28 年度以降は横ばいで推移していたが、令和２

年度に大きく減少し、令和３年度以降は増加傾向となっている。 

 

 
グラフ内の数字は排出量の合計を示す。 

注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 4-2 産業廃棄物の業種別排出量の推移 

（上下水道業を除く。） 
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((33)) 産産業業廃廃棄棄物物のの種種類類別別 

上下水道業を除く産業廃棄物の種類別排出量の推移は図 4-3 に示すとおりである。 

排出量に占める割合の大きい品目は、がれき類、建設汚泥である。 

がれき類は平成 21 年度以降増加傾向で推移し、平成 27 年度をピークに一度減少

し、平成 29 年以降は 5,500 千ｔ前後で増減を繰り返している。 

また、建設汚泥は平成 17 年度から平成 27 年度はほぼ 2,000 千ｔから 2,500 千ｔ

前後で推移し、平成 29 年度をピークに減少傾向であったが、令和２年度以降は、

2,700 千ｔ前後で増減を繰り返している。 

 

  

グラフ内の数字は排出量の合計を示す。 

注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 4-3 産業廃棄物の種類別排出量の推移 

（上下水道業を除く。） 
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((44)) 業業種種別別のの詳詳細細 

（ア）建設業 

建設業の排出量の推移は図 4-4 に示すとおりである。 

平成 15 年度から平成 19 年度までは 9,000 千ｔ前後で推移していたが、平成 20 年

度に 7,039 千ｔまで減少した。その後は増加傾向で推移していたが、令和２年度に

は大きく減少、令和４年度以降は再び増加傾向となった。 

廃棄物の種類別にみると、がれき類が最も多く、次いで建設汚泥の順となってい

る。全排出量に対するこの２種類の排出量が占める割合は大きく、この傾向に変化は

みられない。 

 

  

グラフ内の数字は排出量の合計を示す。 

注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 4-4 産業廃棄物の業種別排出量の推移 

（建設業） 
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（イ）製造業 

製造業の排出量の推移は図 4-5 に示すとおりである。 

排出量は平成 16 年度から平成 22 年度までは増減を繰り返しており、平成 25 年度

以降は横ばいで推移している。 

廃棄物の種類別にみると、平成 21 年度までは排出量の大半を汚泥が占めていたが、

平成 22 年度以降はガラス・陶磁器くずの排出量の増加に伴い、汚泥の割合はガラス・

陶磁器くずとほぼ同等となっている。 

 

  

グラフ内の数字は排出量の合計を示す。 

注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 4-5 産業廃棄物の業種別排出量の推移 

（製造業） 
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（ウ）上下水道業 

上下水道業の排出量の推移は図 4-6 に示すとおりである。 

上下水道業から排出される主たる廃棄物は上下水汚泥である。 

平成 15 年度から平成 20 年度までは横ばいで推移していたが、平成 21 年度に大き

く増加し、その後は減少傾向が見られた。しかし、平成 28 年度にまた大きく増加し、

平成 29 年度以降は横ばいで推移している。 

 

  

グラフ内の数字は排出量の合計を示す。 

注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 4-6 産業廃棄物の業種別排出量の推移 

（上下水道業） 
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22 再再生生利利用用・・減減量量化化・・最最終終処処分分のの状状況況のの推推移移  

((11)) 全全業業種種 

都内における全業種の産業廃棄物再生利用量、減量化量、最終処分量の推移は、図

4-7 に示すとおりである。 

平成 28 年度に減量化量が大きく増加し、再生利用量は令和元年度に大きく増加し

たが、それ以降は横ばいで推移している。 

 

  

グラフ内の数字は排出量の合計を示す。 

注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 4-7 産業廃棄物の再生利用・減量化・最終処分の状況の推移 
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((22)) 業業種種別別 

１）再生利用量 

産業廃棄物の業種別再生利用量の推移は図 4-8 に示すとおりである。 

再生利用量の中で占める割合の最も大きな業種は建設業である。 

建設業の再生利用量は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（以下「建

設リサイクル法」と表記する。）が施行された翌年の平成 15 年度以降、増加傾向で

推移しており、平成 20 年度に排出量の減少に伴い一時的に大きく減少したが、平成

21 年度から平成 28 年度までは再び増加傾向で推移していた。令和元年度に大きく増

加したが、令和２年度に一度減少して以降、徐々に増加傾向となっている。 

 

  

グラフ内の数字は再生利用量の合計を示す。 

注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 4-8 産業廃棄物の業種別再生利用量の推移 
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2）減量化量 

産業廃棄物の業種別減量化量の推移は図 4-9 に示すとおりである。 

減量化量の中で占める割合の最も大きな業種は上下水道業である。 

上下水道業の減量化量は、昭和 62 年度以降、増減はあるものの、横ばいで推移し

ていた。平成 27 年度には一時的に大幅な減少が見られたが、平成 28 年度以降は横

ばいで推移している。 

建設業の減量化量は平成 28 年度に大きく増加し、その後おおむね横ばいで推移し

ている。 

製造業の減量化量は平成 16 年度以降おおむね横ばいで推移している。 

 

  

グラフ内の数字は減量化量の合計を示す。 

注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 4-9 産業廃棄物の業種別減量化量の推移 

 

  

－ 117 －



－118－ 

3）最終処分量 

産業廃棄物の業種別最終処分量の推移は図 4-10 に示すとおりである。 

いずれの業種についても増減はあるが、おおむね減少傾向で推移していたが、令和

２年度に大幅に減少し、それ以降は増加傾向にある。なお、建設業をみると、平成 15

年度以前と比較して、最終処分量が大幅に減少している。これは建設リサイクル法施

行に伴うものと考えられる。 

 

 

グラフ内の数字は最終処分量の合計を示す。 

注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 4-10 産業廃棄物の業種別最終処分量の推移 
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4）業種毎の詳細 

（ア）建設業 

建設業の処理状況の推移は図 4-11、処理比率の推移は図 4-12 に示すとおりであ

る。 

平成４年度以前の最終処分率は 50％前後であったが、建設リサイクル法施行の翌

年にあたる平成 15 年度には 11.7％まで減少し、以降はおおむね減少傾向で推移して

いる。 

また、平成 17 年度から平成 27 年度までの再生利用率はおおむね増加傾向で推移

していたが、平成 28 年度以降は 80％前後で推移している。 

 

  

グラフ内の数字は排出量の合計を示す。 

注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 4-11 処理状況の推移 

（建設業） 

 

  

注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 4-12 処理比率の推移 

（建設業） 
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（イ）製造業 

製造業の処理状況の推移は図 4-13、処理比率の推移は図 4-14 に示すとおりであ

る。 

平成 21 年度以前は、減量化率が 60％から 80％前後で推移していたが、近年の排

出量に占める割合はガラス・陶磁器くずが増加しており、減量化率は 40％前後まで

減少し、再生利用率が増加傾向で推移しており、45％から 60％前後で推移している。 

 

  

グラフ内の数字は排出量の合計を示す。 

注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 4-13 処理状況の推移 

（製造業） 

 

  

グラフ内の数字は排出量の割合を示す。 

注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 4-14 処理比率の推移 

（製造業） 
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（ウ）上下水道業 

上下水道業の処理状況の推移は図 4-15、処理比率の推移は図 4-16 に示すとおりで

ある。 

上下水道業から排出される廃棄物は、ほぼ上下水汚泥のみで構成されているため、

減量化が主体となっており、平成 15 年度以降の減量化率は 99％前後で推移してい

る。 

 

  

グラフ内の数字は排出量の合計を示す。 

注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 4-15 処理状況の推移 

（上下水道業） 

 

  

グラフ内の数字は処理量の割合を示す。 

注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 4-16 処理比率の推移 

（上下水道業） 
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((33)) 種種類類別別 

１）再生利用量 

産業廃棄物の種類別再生利用量の推移は図 4-17 に示すとおりである。 

再生利用量の中で占める割合が多い品目は、がれき類と汚泥（主に建設汚泥）であ

る。 

がれき類の再生利用量は、建設リサイクル法施行の翌年の平成 15 年度に大きく増

加しており、平成 16 年度以降は増減を繰り返しつつも、増加傾向で推移している。 

 

  

グラフ内の数字は再生利用量の合計を示す。 

注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 4-17 産業廃棄物の種類別再生利用量の推移 
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（ア）建設業 

建設業の種類別再生利用量の推移は図 4-18 に示すとおりである。 

建設業の再生利用量は、がれき類が最も多く、平成 20 年度に一時的な減少がみら

れたが、以降平成 27 年度まで増加傾向で推移していた。平成 28 年度以降は増減を

繰り返している。 

 

  

グラフ内の数字は再生利用量の合計を示す。 

注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 4-18 産業廃棄物の種類別再生利用量の推移 

（建設業） 
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（イ）製造業 

製造業の種類別再生利用量の推移は図 4-19 に示すとおりである。 

製造業の再生利用量は、平成 10 年度までは鉱さいの占める割合が多かった。しか

し、平成 15 年度から平成 30 年度はガラス・陶磁器くずが大幅に増加し、平成 28 年

以降は増減を繰り返している。 

 

  

グラフ内の数字は再生利用量の合計を示す。 

注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 4-19 産業廃棄物の種類別再生利用量の推移 

（製造業） 
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（ウ）上下水道業 

上下水道業の種類別再生利用量の推移は図 4-20 に示すとおりである。 

上下水道業の再生利用量の主たるものは上下水汚泥で、おおむね 50 千ｔから 70

千ｔ前後を推移していたが、平成 21 年度及び平成 22 年度には一時的に大幅な増加

がみられた。平成 26 年度から平成 30 年度は横ばいで推移していたが、令和元年度

に 75 千ｔまで増加した。以降、増減を繰り返している。 

 

  

グラフ内の数字は再生利用量の合計を示す。 

注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 4-20 産業廃棄物の種類別再生利用量の推移 

（上下水道業） 
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2）減量化量 

減量化量の中では上下水汚泥の占める割合が非常に多いため、上下水道業を除く

産業廃棄物の種類別減量化量の推移を図 4-21 に示す。 

廃棄物の種類別にみると、建設汚泥及びその他汚泥が多くを占めている。減量化量

は年度による変動が大きく、平成 17 年度には一時的に大幅な減少がみられている。

平成 20 年度以降については増減はあるものの横ばいで推移しており、平成 28 年度

以降、増加傾向で推移した後、令和元年度に減少し、その後、横ばいで推移している。 

 

  

グラフ内の数字は減量化量の合計を示す。 

注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 4-21 産業廃棄物の種類別減量化量の推移 

（上下水道業を除く。） 
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3）最終処分量 

産業廃棄物の種類別最終処分量の推移は図 4-22 に示すとおりである。 

平成 15 年度以前の最終処分量に占める割合の多い品目は汚泥（主に建設汚泥）と

がれき類で、全体量の約８割から９割を占めていた。建設リサイクル法の施行後、建

設汚泥の減量化及びがれき類の再生利用化が進んだことにより、２品目の最終処分

量は大きく減少し、それに伴って全体量も大幅に減少した。それ以降、増減はあるも

のの減少傾向で推移している。 

 

  

グラフ内の数字は最終処分量の合計を示す。 

注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 4-22 産業廃棄物の種類別最終処分量の推移 
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（ア）建設業 

建設業の種類別最終処分量の推移は図 4-23 に示すとおりである。 

廃棄物の種類別にみると、汚泥及びがれき類が占める割合が多かったが、建設リサ

イクル法の施行後に２品目の最終処分量は大幅に減少しており、以降、増減はあるも

ののおおむね減少傾向で推移している。 

 

  

グラフ内の数字は最終処分量の合計を示す。 

注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 4-23 産業廃棄物の種類別最終処分量の推移 

（建設業） 
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（イ）製造業 

製造業の種類別最終処分量の推移は図 4-24 に示すとおりである。 

最終処分量は大きく増減を繰り返しながらも、減少傾向で推移している。 

廃棄物の種類別にみると、平成 10 年度までは汚泥と廃プラスチック類が多くを占

めていたが、平成 15 年度に一時的にガラス・陶磁器くずが大幅に増加した。平成 16、

17 年度は減少したものの、それ以降は最終処分量の半分以上をガラス・陶磁器くず

が占めている。 

 

  

グラフ内の数字は最終処分量の合計を示す。 

注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 4-24 産業廃棄物の種類別最終処分量の推移 

（製造業） 
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（ウ）上下水道業 

上下水道業の種類別最終処分量の推移は図 4-25 に示すとおりである。 

廃棄物の種類としては、おおむね汚泥である。 

平成 15 年度から平成 22 年度までは、増減はあるものの、緩やかな減少傾向で推

移していたが、平成 23 年度の原発事故による放射性物質の影響で再生利用が出来な

くなっていたため、平成 23 年度以降 100 千ｔ前後で推移していた。平成 26 年度以

降は 30 千ｔから 50ｔ前後で推移し、令和元年度以降は減少傾向にある。 

 

  

グラフ内の数字は最終処分量の合計を示す。 

注）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

 

図 4-25 産業廃棄物の種類別最終処分量の推移 

（上下水道業） 

 

－ 130 －



 
 

第第５５編編   東東京京都都資資源源循循環環・・廃廃棄棄物物処処理理計計画画にに示示すす処処分分量量等等削削減減目目標標のの状状況況  

  



 
 

  



－131－ 

11 各各目目標標値値のの達達成成状状況況等等  

産業廃棄物に関する各目標値とその達成状況等は表 5-1 及び図 5-1 に示すとおり

である。 

 

表 5-1 各目標値及びその達成状況等 

 

 

 

 

図 5-1 東京都廃棄物処理計画（最終処分量）の達成状況 

  

計画名 目標値 達成状況等
東京都資源循環・廃棄物
処理計画
令和３年９月策定
(2021-2025)

【令和７年度の目標量】
最終処分量：59万t
（平成30年度比9.9%減）

【令和5年度の状況】
最終処分量：52万t
（平成30年度比20.9%減）
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第第６６編編   産産業業廃廃棄棄物物量量のの将将来来予予測測  

  



 

－６-2－ 
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11 予予測測手手法法  

((11)) 予予測測手手法法のの概概要要 

産業廃棄物の将来予測は、業種ごとに行った。 

先ず、各業種の活動量の推移より活動量の将来予測を行った。活動量の推移と産業

廃棄物の排出量の推移との間で相関が見られる業種の場合は、活動量の指標値のト

レンドを予測し、令和 5 年度におけるその業種の産業廃棄物の排出量（推計値）を基

準に、将来の産業廃棄物の排出量が活動量の指標値のトレンドに準じて推移するも

のとし、排出量の予測を行った。 

 

業種によっては、目標年度（2034 年度）における活動量の将来予測値が、トレン

ドによって負の値になったり、極端に大きな値になるなど、産業廃棄物の排出量とは

傾向が異なる場合がある。この場合は、将来の産業廃棄物の排出量は、活動量の指標

値のトレンドとの相関が低く、無関係に推移していると判断できる。これらの業種で

は、将来の産業廃棄物の排出量を活動量の指標値のトレンドから予測するのではな

く、産業廃棄物の排出量の推移自体のトレンドから将来予測を行った。 

各業種の活動量等の推移と産業廃棄物の排出量の予測条件は、以下に示すとおり

である。 

 
表 6-1 業種別の活動量指標の推移と産業廃棄物排出量の予測方法 

 
業 種 対象 活動量指標 

(項目) 

活動量指標 

(出典) 

活動量指標 

(現況値) 

産業廃棄物 

排出量推計（千ｔ） 

産 廃 排 出 量 の 予 測

方法等(将来値) 

農 業 ， 林

業 

農業 従業者数(人) 経 済 セ ン サ ス 活 動 調 査

(H24、H28、R3) 

H24:      3,148 

H28:      3,323 

R3 :       4,236 

H28: 40 

H29: 39 

H30: 38 

R1 : 38 

R2 : 38 

R3 : 35 

R4 : 37 

R5 : 40 

活 動 量 指 標 値 の 推

移 が 産 廃 排 出 量 の

推 移 と 乖 離 し て い る

ため、産 廃 排 出 量 の

推移からトレンド予測

する。 

 林業 H24:       215 

H28:       250 

R3 :        351 

建設業 － 元 請 完 成 工 事

高(千円) 

建設工事施工統計調査

報 (H30～R4) 

H30: 23,811,872 

R1 :  27,014,895 

R2 :  26,451,976 

R3 :  27,147,177 

R4 :  28,663,515 

H28: 10,506 

H29: 10,792 

H30: 10,078 

R1 : 10,643 

R2 :  8,789 

R3 :  9,593 

R4 : 10,479 

R5 : 10,518 

活 動 量 指 標 値 の 推

移 が 産 廃 排 出 量 の

推 移 と 乖 離 し て い る

ため、産 廃 排 出 量 の

推移からトレンド予測

する。 

製造業 － 製 造 品 出 荷 額

等(千円) 

工 業 統 計 調 査 (H30 、

R1、R2)  

経 済 セ ン サ ス 活 動 調 査

(R3) 

経済構造実態調査(R4、

R5) 

H30:  7,628,318 

R1:   7,577,669 

R2:   7,160,755 

R3:   7,080,474 

R4:   7,622,691 

R5:   8,283,779 

H28: 1,257 

H29: 1,162 

H30: 1,233 

R1 : 1,144 

R2 : 1,047 

R3 : 1,163 

R4 : 1,203 

R5 : 1,148 

活 動 量 指 標 値 の 推

移 が 産 廃 排 出 量 の

推 移 と 乖 離 し て い る

ため、産 廃 排 出 量 の

推移からトレンド予測

する。 

電 気 ・ ガ

ス・ 熱 供 給

業 ， 上 下

水道業 

上水道 

 

下水道 

給水人口(人) 

 

下 水 処 理 人 口

(人) 

東京都男女年齢(5歳階 

級)別人口の予測 

 

※将 来 予 測 人 口 の伸 び

率で設定 

R2 : 14,047,594 

R7 : 14,184,099 

R12: 14,236,333 

(R17: 14,169,123) 

(R22: 13,982,728) 

(R27: 13,785,944) 

H28: 14,676 

H29: 14,836 

H30: 14,754 

R1 : 14,204 

R2 : 14,322 

R3 : 14,400 

R4 : 14,556 

R5 : 14,382 

活 動 量 指 標 値 の 予

測 は 5 年 毎 で 、 現 況

の 産 業 廃 棄 物 の 排

出 量 の 推 移 よ り も将

来の予測であることか

ら、将 来 の産 業 廃 棄

物 の 排 出 量 が 活 動

量の指標値のトレンド

に 準 じ て 推 移 す る も

のとして予測する。 
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業 種 対象 活動量指標 

(項目) 

活動量指標 

(出典) 

活動量指標 

(現況値) 

産業廃棄物 

排出量推計（千ｔ） 

産 廃 排 出 量 の 予 測

方法等(将来値) 

電 気 ・ ガ

ス・ 熱 供 給

業 ， 上 下

水道業 

工 業 用 水

道 

製 造 品 出 荷 額

等(千円) 

 

※製 造 業 全 体

の 出 荷 額 等 の

トレンドで設定 

工 業 統 計 調 査 (H30 、

R1、R2)  

経 済 セ ン サ ス 活 動 調 査

(R3) 

経済構造実態調査(R4、

R5) 

H30:  7,628,318 

R1 :   7,577,669 

R2 :   7,160,755 

R3 :   7,080,474 

R4 :   7,622,691 

R5 :   8,283,779 

不明 活 動 量 指 標 値 の 推

移と産業廃棄物の排

出 量 の 推 移 の 関 係

性の把握が困難なこ

と か ら 、 産 業 廃 棄 物

の 排 出 量 は 上 下 水

道の値に準じて推移

するものとする。 

 電 気 ・ ガ

ス ・ 熱 供

給 ・ 水 道 業

（全体） 

従業者数(人) 経 済 セ ン サ ス 活 動 調 査

(H24、H28、R3) 
H24:     30,953 

H28:     21,826 

R3 :     39,626 

－ － 

 電気業 従業者数(人) 経 済 セ ン サ ス 活 動 調 査

(H24、H28、R3) 

H24:     17,873 

H28:      9,953 

R3 :     20,564 

H28: 26 

H29: 19 

H30: 16 

R1 : 18 

R2 : 18 

R3 : 15 

R4 : 18 

R5 : 15 

活 動 量 指 標 値 の 推

移 が 産 廃 排 出 量 の

推 移 と 乖 離 し て い る

ため、産 廃 排 出 量 の

推移からトレンド予測

する。 

 ガス業 従業者数(人) 経 済 セ ン サ ス 活 動 調 査

(H24、H28、R3) 

H24:      8,584 

H28:      7,163 

R3 :      7,354 

 熱供給業 従業者数(人) 経 済 セ ン サ ス 活 動 調 査

(H24、H28、R3) 

H24:       789 

H28:       854 

R3 :      1,330 

 水道業 従業者数(人) 経 済 セ ン サ ス 活 動 調 査

(H24、H28、R3) 

H24:     3,707 

H28:     3,856 

R3 :     10,378 

H28: 14,676 

H29: 14,836 

H30: 14,754 

R1 : 14,204 

R2 : 14,322 

R3 : 14,400 

R4 : 14,556 

R5 : 14,382 

上下水道の項参照。 

情 報 通 信

業 

－ 従業者数(人) 経 済 セ ン サ ス 活 動 調 査

(H24、H28、R3) 

H24:   786,859 

H28:   849,374 

R3 :  1,085,948 

H28: 17 

H29: 18 

H30: 19 

R1 : 19 

R2 : 19 

R3 : 18 

R4 : 18 

R5 : 19 

活 動 量 指 標 値 の 推

移 が 産 廃 排 出 量 の

推 移 と 乖 離 し て い る

ため、産 廃 排 出 量 の

推移からトレンド予測

する。 

運 輸 業 ，

郵便業 

－ 従業者数(人) 経 済 セ ン サ ス 活 動 調 査

(H24、H28、R3) 

H24:   467,518 

H28:   442,601 

R3 :    464,581 

H28: 49 

H29: 51 

H30: 49 

R1 : 51 

R2 : 52 

R3 : 53 

R4 : 53 

R5 : 49 

活 動 量 指 標 値 の 推

移 が 産 廃 排 出 量 の

推 移 と 乖 離 し て い る

ため、産 廃 排 出 量 の

推移からトレンド予測

する。 

卸 売 業 ，

小売業 

－ 従業者数(人) 経 済 セ ン サ ス 活 動 調 査

(H24、H28、R3) 

H24:  1,920,451 

H28:  1,983,374 

R3 :  1,968,713 

H28: 128 

H29: 134 

H30: 136 

R1 : 126 

R2 : 129 

R3 : 132 

R4 : 132 

R5 : 141 

活 動 量 指 標 値 の 推

移 が 産 廃 排 出 量 の

推 移 と 乖 離 し て い る

ため、産 廃 排 出 量 の

推移からトレンド予測

する。 

不 動 産

業 ， 物 品

賃貸業 

－ 従業者数(人) 経 済 セ ン サ ス 活 動 調 査

(H24、H28、R3) 

H24:   343,789 

H28:   350,194 

R3 :    404,240 

H28: 57 

H29: 58 

H30: 57 

R1 : 60 

R2 : 54 

R3 : 57 

R4 : 58 

R5 : 56 

活 動 量 指 標 値 の 推

移 が 産 廃 排 出 量 の

推 移 と 乖 離 し て い る

ため、産 廃 排 出 量 の

推移からトレンド予測

する。 

学 術 研

究 ， 専 門 ・

技術サービ

ス業 

－ 従業者数(人) 経 済 セ ン サ ス 活 動 調 査

(H24、H28、R3) 

H24:   422,454 

H28:   488,426 

R3 :    631,430 

H28: 31 

H29: 33 

H30: 28 

R1 : 27 

R2 : 28 

R3 : 26 

活 動 量 指 標 値 の 推

移 が 産 廃 排 出 量 の

推 移 と 乖 離 し て い る

ため、産 廃 排 出 量 の

推移からトレンド予測

する。 
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業 種 対象 活動量指標 

(項目) 

活動量指標 

(出典) 

活動量指標 

(現況値) 

産業廃棄物 

排出量推計（千ｔ） 

産 廃 排 出 量 の 予 測

方法等(将来値) 

R4 : 27 

R5 : 25 

宿 泊 業 ，

飲食サービ

ス業 

－ 従業者数(人) 経 済 セ ン サ ス 活 動 調 査

(H24、H28、R3) 

H24:   852,433 

H28:   865,996 

R3 :    736,357 

H28: 26 

H29: 25 

H30: 29 

R1 : 29 

R2 : 28 

R3 : 30 

R4 : 29 

R5 : 32 

活 動 量 指 標 値 の 推

移 が 産 廃 排 出 量 の

推 移 と 乖 離 し て い る

ため、産 廃 排 出 量 の

推移からトレンド予測

する。 

生 活 関 連

サ ー ビ ス

業 ， 娯 楽

業 

－ 従業者数(人) 経 済 セ ン サ ス 活 動 調 査

(H24、H28、R3) 

H24:   349,804 

H28:   332,189 

R3 :    320,214 

H28: 4 

H29: 4 

H30: 6 

R1 : 3 

R2 : 3 

R3 : 3 

R4 : 3 

R5 : 3 

活 動 量 指 標 値 の 推

移 が 産 廃 排 出 量 の

推 移 と 乖 離 し て い る

ため、産 廃 排 出 量 の

推移からトレンド予測

する。 

教 育 ， 学

習支援業 

－ 従業者数(人) 経 済 セ ン サ ス 活 動 調 査

(H24、H28、R3) 

H24:   322,331 

H28:   348,350 

R3 :    483,303 

H28: 26 

H29: 26 

H30: 25 

R1 : 26 

R2 : 26 

R3 : 22 

R4 : 23 

R5 : 20 

活 動 量 指 標 値 の 推

移 が 産 廃 排 出 量 の

推 移 と 乖 離 し て い る

ため、産 廃 排 出 量 の

推移からトレンド予測

する。 

 

医 療 ， 福

祉 

医療、福祉

（全体） 

従業者数(人) 経 済 セ ン サ ス 活 動 調 査

(H24、H28、R3) 

H24:    644,732 

H28:    802,679 

R3:     985,437 

H28: 59 

H29: 61 

H30: 64 

R1 : 65 

R2 : 59 

R3 : 65 

R4 : 67 

R5 : 63 

活 動 量 指 標 値 の 推

移 が 産 廃 排 出 量 の

推 移 と 乖 離 し て い る

ため、産 廃 排 出 量 の

推移からトレンド予測

する。 

 病院以外 従業者数(人) 経 済 セ ン サ ス 活 動 調 査

(H24、H28、R3) 

H24:   263,589 

H28:   352,271 

R3 :    492,177 

 

病 院 （ 医

療） 
従業者数(人) 

経 済 セ ン サ ス 活 動 調 査

(H24、H28、R3) 

H24:    381,143 

H28:    450,408* 

*医療,福祉全体か

ら病院以外を減じ

た値。統計上の値

は449,931 

R3:     493,260 

 病院 外 来 患 者 延 数

(人) 

病院報告(H30～R4) H28:496,146,638 

H29:491,261,228 

H30:486,867,731 

R1 :483,483,391 

R2 : 43,664,006 

R3 : 45,748,532 

R4 : 46,458,086 

R5 : 45,777,916 

R6 :443,517,822 

サービス業 サービス業

（全体） 

従業者数(人) 経 済 セ ン サ ス 活 動 調 査

(H24、H28、R3) 

H24:    900,885 

H28:  1,024,147 

R3 :  1,172,889 

－ － 

 サービス業

（ 自 動 車 整

備業除く） 

従業者数(人) 経 済 セ ン サ ス 活 動 調 査

(H24、H28、R3) 

H24:    883,547 

H28:  1,010,310 

R3 :   1,159,732 

H28: 15 

H29: 19 

H30: 20 

R1 : 29 

R2 : 25 

R3 : 28 

R4 : 26 

R5 : 25 

活 動 量 指 標 値 の 推

移 が 産 廃 排 出 量 の

推 移 と 乖 離 し て い る

ため、産 廃 排 出 量 の

推移からトレンド予測

する。 

 自 動 車 整

備業 

従業者数(人) 経 済 セ ン サ ス 活 動 調 査

(H24、H28、R3) 

H24:     17,338 

H28:     13,837 

R3 :      13,157 

H28: 6 

H29: 7 

H30: 8 

R1 : 8 

R2 : 8 

R3 : 7 

R4 : 7 

R5 : 7 

活 動 量 指 標 値 の 推

移 が 産 廃 排 出 量 の

推 移 と 乖 離 し て い る

ため、産 廃 排 出 量 の

推移からトレンド予測

する。 
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((22)) 推推計計にに用用いいたた関関数数式式 

推計は、産業廃棄物の将来予測で、信頼性の高い推計法として一般的に用いられて

いる最小二乗法により以下の関数式を用いて行った。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
将来推計結果は、上記の式による予測値のうち、相関が最も高い式による結果を基

本として採用した。 
 
各業種の産業廃棄物の排出量の予測方法と採用した関数式は、以下に示すとおり

である。 

① 直線式•••••••••••Y=aX+b 

（過去のデータの伸び率でそのまま推移する形をとり、着実に成長している場合にあてはま

る。） 
 

② 2 次曲線•••••Y= a•X2 +b•X+c) 

（過去の実績が直線的ではなく、伸び率が徐々に加速、あるいは減速する形で推移する場

合にあてはまる。） 
 

③ 対数傾向曲線••••••••Y=a•log(X)+b 

（過去の実績が直線的ではなく、増加または減少傾向が緩やかになっていくことが予測され

る場合にあてはまる。） 
 

④ 指数曲線•••••Y=a•b X 

（過去の実績が直線的ではなく、伸び率が一定割合で増加する形を取り、時間とともに急

速に増加する場合にあてはまる。） 
 

⑤ 修正指数曲線••••••••Y=k-a•b X 

（上限 k を設定し、伸び率が徐々に減少しながら収束する形をとり、緩やかに成長する

場合にあてはまる。）  
 

⑥ べき乗曲線•••••••••Y=a•X b 

（伸び率が徐々に増加する形をとり、人口推計に比較的あてはまる。） 
 

⑦  ロジスティック曲線•••••Y=k/(1+ae-bX) 

（上限 k を設定し、その値に向かって S 字を描きながら収束する形をとり、複合的に変化

していく場合にあてはまる。） 
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表 6-2 業種別の産業廃棄物の排出量の予測方法と採用した関数式 

 
業 種 活動量指標(項目) 産廃排出量の予測方法等(将来値) 採用した関数式 実績(推移)値の期間 

農業，林業 従業者数(人) 産廃排出量の推移から予測 べき乗曲線 2016～2023年 

建設業 元請完成工事高(千円) 産廃排出量の推移から予測 対数傾向曲線 2016～2023年 

製造業 製造品出荷額等(千円) 産廃排出量の推移から予測 対数傾向曲線 2016～2023年 

上下水道業 給水人口(人) 

下水処理人口(人) 

活動量の指標値の推移から予測 2次関数 

 

2020 、 2025 、 2030 、

2035、2040、2045年 

5年毎 

電気・ガス・熱供給業 従業者数(人) 産廃排出量の推移から予測 対数傾向曲線 2017～2023年 

2016 年 は エ ラ ー 値 と

見なし除外 

情報通信業 従業者数(人) 産廃排出量の推移から予測 対数傾向曲線 2016～2023年 

運輸業，郵便業 従業者数(人) 産廃排出量の推移から予測 対数傾向曲線 2016～2023年 

卸売業，小売業 従業者数(人) 産廃排出量の推移から予測 直線 2016～2023年 

不動産業，物品賃貸業 従業者数(人) 産廃排出量の推移から予測 指数曲線 2016～2023年 

学術研究，専門・技術サービス業 従業者数(人) 産廃排出量の推移から予測 指数曲線 2016～2023年 

宿泊業，飲食サービス業 従業者数(人) 産廃排出量の推移から予測 対数傾向曲線 2016～2023年 

生活関連サービス業，娯楽業 従業者数(人) 産廃排出量の推移から予測 直線 2016～2023年 

教育，学習支援業 従業者数(人) 産廃排出量の推移から予測 指数曲線 

2023年はエラー

値と見なし指数

曲線を選択 

2016～2023年 

医療，福祉 従業者数(人) 産廃排出量の推移から予測 対数傾向曲線 2016～2023年 

サービス業（自動車整備業除く） 従業者数(人) 産廃排出量の推移から予測 直線 2020～2023年 

2016～ 19年 はエラー

値と見なし除外 

自動車整備業 従業者数(人) 産廃排出量の推移から予測 指数曲線 2016～2023年 

 
((33)) 産産業業廃廃棄棄物物のの種種類類別別のの排排出出量量 

産業廃棄物の種類別の排出量については、今回の実態調査で得られた、業種別・種

類別の個別の排出量の、業種別の全体排出量に対する比率を、上記で求めた業種別の

全体排出量に乗じて求めた。 
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22 予予測測結結果果  

 
((11)) 業業種種別別排排出出量量 

建設業では、排出量は緩やかに減少傾向で推移し、目標年度（令和 16(2034)年度）

の排出量は、令和 5(2023)年度比で 11.1 ポイント減少の 9,349 千 t と予測した。 

 

 製造業では、排出量は緩やかに減少傾向に推移し、目標年度（令和 16(2034)年度）

の排出量は、令和 5(2023)年度比で 11.1 ポイント減少の 1,020 千 t と予測した。 

 

上下水道業は、令和 11(2023)年までは人口が増加傾向にあり、それに伴い排出量は

緩やかな増加傾向にある。それ以降は人口が減少し、それに伴って排出量も減少して

いる。目標年度（令和 16(2034)年度）の排出量は、令和 5(2023)年度比で 0.3 ポイン

ト増加の 14,423 千 t と予測した。 

 

その他の業種については、業種ごとの予測を合算すると、全体的に緩やかな増加と

なっている。その結果、目標年度（令和 16(2034)年度）の排出量は、令和 5(2023)年

度比で 1.3 ポイント増加の 502 千 t と予測した。 

 

 東京都全体では、排出量は緩やかに減少傾向で推移し、目標年度（令和 16(2034)年
度）の排出量は、令和 5(2023)年度比で 4.7 ポイント減少の 25,295 千 t と予測した。 
 

 
 

図 6-3 業種別排出量の将来予測結果 

  

令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度

建設業 10,518 9,918 9,861 9,804 9,747 9,690 9,633 9,576 9,519 9,463 9,406 9,349

製造業 1,148 1,123 1,113 1,103 1,092 1,082 1,072 1,061 1,051 1,041 1,031 1,020

上下水道業 14,382 14,405 14,424 14,439 14,451 14,458 14,462 14,462 14,458 14,450 14,439 14,423

その他 496 495 496 496 497 498 498 499 500 501 501 502

合計 26,544 25,941 25,893 25,842 25,786 25,727 25,665 25,598 25,528 25,454 25,376 25,295
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((22)) 種種類類別別排排出出量量 

排出量の予測結果を種類別にみると、増加傾向にあるのは特別管理産業廃棄物のみで、目

標年度（令和 16(2034)年度）の排出量は、令和 5(2023)年度比で 5.4 ポイント増加の 103 千

t と予測した。それ以外の種類は減少傾向にある。 

最も減少率が高い産業廃棄物はがれき類で、目標年度（令和 16(2034)年度）の排出量は、

令和 5(2023)年度比で 11.1 ポイント減少の 5,637 千 t、次いでガラス・陶磁器くずが 10.65

ポイント減少の 458 千 t、木くずが 10.58 ポイント減少の 295 千 t、と予測した。 

 

 

 

図 6-4 種類別排出量の将来予測結果 

  

  

  

  

    

令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度

汚泥 17,966 17,796 17,801 17,795 17,786 17,772 17,755 17,734 17,709 17,681 17,648 17,612

廃プラスチック類 370 361 360 358 357 356 355 354 353 352 350 349

金属くず 165 157 158 157 156 156 155 154 154 153 153 152

ガラス・陶磁器くず 512 492 490 486 483 479 476 472 468 465 461 458

がれき類 6,343 5,975 5,949 5,915 5,880 5,845 5,810 5,776 5,741 5,706 5,672 5,637

木くず 330 312 311 310 308 306 304 302 301 299 297 295

混合廃棄物 311 294 293 291 290 288 287 285 283 282 280 278

その他 450 435 432 429 427 424 422 419 417 414 412 410

特別管理産業廃棄物 97 100 100 100 100 101 101 101 102 102 102 103

合計 26,544 25,941 25,893 25,842 25,786 25,727 25,665 25,598 25,528 25,454 25,376 25,295

上水汚泥 422 423 423 424 424 424 425 425 424 424 424 423

下水汚泥 14,135 14,150 14,171 14,184 14,194 14,200 14,202 14,201 14,196 14,187 14,175 14,159

建設汚泥 2,919 2,751 2,738 2,722 2,706 2,691 2,675 2,659 2,643 2,627 2,611 2,595

その他の汚泥 489 472 468 465 461 457 454 450 446 442 439 435

感染性廃棄物 62 65 66 66 67 68 68 69 70 70 71 71
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水

銀
等

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

廃
Ｐ

Ｃ
Ｂ

等

廃
石

綿
等

そ
の

他

特
定

有
害

廃
棄

物

動
物

系
固

形
不

要
物

動
物

の
ふ

ん
尿

動
物

の
死

体

政
令

13
号

物

混
合

廃
棄

物

そ
の

他

特
別

管
理

産
業

廃
棄

物

廃
油

廃
酸

廃
ア

ル
カ

リ

感
染

性
廃

棄
物

動
植

物
性

残
さ

ガ
ラ

ス
・

陶
磁

器
く

ず

鉱
さ

い

が
れ

き
類

コ
ン

ク
リ

ー
ト

塊

ア
ス

フ
ァ

ル
ト
･
コ

ン
ク

リ
ー

ト
塊

そ
の

他
の

が
れ

き
類

石
綿

含
有

産
業

廃
棄

物

ば
い

じ
ん

紙
く

ず

木
く

ず

繊
維

く
ず

金
属

く
ず

燃
え

殻

汚
泥

上
水

汚
泥

下
水

汚
泥

建
設

汚
泥

そ
の

他
の

汚
泥

廃
油

廃
酸

廃
ア

ル
カ

リ

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
類

ゴ
ム

く
ず

生
活

，
娯

楽
業

教
育
，
学

習
医

療
，
福

祉
サ
ー
ビ
ス
業

（自
動

車
整

備
業

を
除

く
）

自
動

車
整
備

業

合
計

情
報

通
信

業
運

輸
業

，
郵

便
業

卸
売

，
小

売
業

不
動

産
業

学
術
，
専

門
宿

泊
，

飲
食

業
全

業
種

合
計

建
設

業
製
造

業
上
下

水
道

業
農

業
，

林
業

電
気

・ガ
ス
・

熱
供

給
業
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22 種種類類別別処処理理処処分分総総括括表表  

 

 

  

２
　
種
類

別
処

理
処

分
総

括
表

２
－

１
　
　
全

業
種

（単
位
：千

t）

中
間

処
理

処
 理

 量
処

理
後

量
処

理
後

再
生

利
用

量
処

理
後

最
終

処
分

量

2
6

,5
4

4
5

0
1
7

5
2

6
,3

1
8

1
0

,1
1
4

9
,7

7
1

3
4

3
9

,8
2

1
1
6

,2
0

4
5

18

4
0

3
2

1
1

0
1

0
3

1
7

,9
6

6
1

4
0

17
,9

2
5

1,
9

9
5

1,
9

3
9

5
6

1
,9

4
0

1
5

,9
3

0
9

5

4
2

2
0

1
4

2
1

2
9

13
16

1
3

3
9

2
18

1
4

,1
3

5
0

9
14

,1
2

7
5

7
3

7
2

0
3

7
1
4

,0
6

9
2

9

2
,9

1
9

1
2

1
2

,8
9

8
1,

7
1
5

1,
7

0
8

7
1
,7

0
9

1,
18

2
2

8

4
8

9
0

8
4

8
0

19
3

1
8

1
12

18
1

2
8

7
2

0

5
3

1
0

5
2

1
9

18
0

1
9

3
3

1

1
2

0
0

1
2

9
8

0
8

4
0

1
3

0
1

1
2

2
2

0
2

1
0

1

3
7

0
2

1
1

3
5

7
3

3
2

3
15

17
3

1
7

2
5

2
8

2
1

0
1

0
0

0
1

1
0

16
5

2
0

2
1
4

4
14

4
1
4

3
1

1
6

3
0

3

5
1
2

6
2

7
4

8
0

4
7

9
3

8
8

9
1

3
9

4
1

1
17

2
0

2
1

0
0

0
0

1
2

6
,3

4
3

8
7

6
,3

2
8

6
,2

9
1

6
,2

4
1

5
1

6
,2

4
9

3
6

5
7

3
,8

1
3

1
1

3
,8

1
2

3
,8

0
2

3
,7

9
0

12
3

,7
9

1
1
0

13

1,
4

7
2

7
5

1
,4

5
9

1,
4

4
2

1
,4

19
2

2
1
,4

2
6

1
8

2
8

1,
0

5
8

0
1

1
,0

5
7

1,
0

4
8

1,
0

3
2

16
1
,0

3
2

9
17

6
5

0
5

0
1
5

1
5

4
11

4
0

6
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

12
6

5
1

1
2

0
10

9
1
0

8
2

11
3

1
1

2

3
3

0
0

4
3

2
6

3
2

2
3

2
1

1
3

2
2

4
5

3
0

0
3

2
2

0
2

1
0

6
5

0
0

6
5

2
3

2
0

3
2

0
4

2
3

3
0

0
3

2
2

0
2

1
0

4
0

0
0

4
0

8
8

0
8

3
2

1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

7
0

6
1

0
0

0
0

1
6

3
1
1

0
8

3
0

3
3

0
3

1
9

9
1
0

3
2

0
0

0
1
11

5
4

1
4

4
8

3
4

3
3

0
3

5
1
4

5

9
7

5
1
1

8
2

2
4

18
6

2
3

5
8

17
1

0
0

1
0

0
0

0
1

0
6

4
0

2
1

0
1

4
1

1
3

0
0

3
1

0
0

0
2

0

6
2

0
3

5
9

1
1

8
3

8
4

9
6

2
5

1
8

1
6

1
2

10
2

1
1

5
10

7
0

0
7

6
6

0
6

1
0

1
0

0
7

3
3

3
1

3
0

7
8

1
1

6
2

1
1

2
4

2
指

定
下

水
道

汚
泥

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

鉱
さ

い
1

0
1

0
0

0
0

0
0

1
燃

え
殻

2
0

0
2

0
0

0
0

2
0

ば
い

じ
ん

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

廃
油

2
1

0
1

0
0

0
1

1
0

汚
泥

1
0

0
1

1
0

0
0

0
0

廃
酸

1
0

0
1

0
0

0
0

1
0

廃
ア

ル
カ

リ
1

0
0

1
1

0
0

1
0

0
廃

水
銀

等
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

政
令

13
号

物

動
物

の
ふ

ん
尿

動
物

系
固

形
不

要
物

合
計

上
水

汚
泥

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
類

ゴ
ム

く
ず

廃
酸

廃
油

廃
ア

ル
カ

リ

金
属

く
ず

ガ
ラ

ス
・

陶
磁

器
く

ず

鉱
さ

い

コ
ン

ク
リ

ー
ト

塊

石
綿

含
有

産
業

廃
棄

物

ば
い

じ
ん

最
終

処
分

量
排

 出
 量

直
接

再
生

利
用

量
直

接
最

終
処

分
量

再
生

利
用

量
減

量
化

量

が
れ

き
類

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

･
コ

ン
ク

リ
ー

ト
塊

そ
の

他
の

が
れ

き
類

燃
え

殻

汚
泥

建
設

汚
泥

そ
の

他
の

汚
泥

下
水

汚
泥

紙
く

ず

木
く

ず

繊
維

く
ず

動
植

物
性

残
さ

動
物

の
死

体

廃
石

綿
等

そ
の

他

廃
Ｐ

Ｃ
Ｂ

等

混
合

廃
棄

物

そ
の

他

特
別

管
理

産
業

廃
棄

物

感
染

性
廃

棄
物

特
定

有
害

廃
棄

物

廃
油

廃
酸

廃
ア

ル
カ

リ
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２
　
種
類

別
処

理
処

分
総

括
表

２
－

２
　
　
全

業
種

（
上
下

水
道

業
を

除
く
）

（単
位
：千

t）

中
間

処
理

処
 理

 量
処

理
後

量
処

理
後

再
生

利
用

量
処

理
後

最
終

処
分

量

12
,1

6
1

5
0

17
4

11
,9

3
7

10
,0

4
4

9
,7

3
0

3
13

9
,7

8
0

1,
8

9
3

4
8

7

3
0

3
0

0
0

0
0

0
3

3
,5

8
7

1
3

8
3

,5
4

8
1,

9
2

6
1,

9
0

0
2

6
1,

9
0

0
1,

6
2

2
6

5

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

17
9

0
9

1
7

0
18

10
8

10
15

3
16

2
,9

19
1

2
1

2
,8

9
8

1,
7

15
1,

7
0

8
7

1,
7

0
9

1,
18

2
2

8

4
8

8
0

8
4

8
0

19
2

18
1

1
2

18
1

2
8

7
2

0

5
3

1
0

5
2

19
18

0
19

3
3

1

12
0

0
1
2

9
8

0
8

4
0

13
0

1
1
2

2
2

0
2

10
1

3
6

8
2

11
3

5
4

3
3

2
3

15
1
7

3
17

2
3

2
8

2
1

0
1

0
0

0
1

1
0

16
5

2
0

2
1
4

4
14

4
14

3
1

16
3

0
3

5
12

6
2

7
4

8
0

4
7

9
3

8
8

9
1

3
9

4
1

1
17

2
0

2
1

0
0

0
0

1
2

6
,3

4
3

8
7

6
,3

2
8

6
,2

9
1

6
,2

4
1

5
1

6
,2

4
9

3
6

5
7

3
,8

13
1

1
3

,8
1
2

3
,8

0
2

3
,7

9
0

1
2

3
,7

9
1

10
13

1,
4

7
2

7
5

1,
4

5
9

1,
4

4
2

1,
4

19
2

2
1,

4
2

6
18

2
8

1,
0

5
8

0
1

1,
0

5
7

1,
0

4
8

1,
0

3
2

1
6

1,
0

3
2

9
17

6
5

0
5

0
1
5

15
4

1
1

4
0

6
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

12
6

5
1

1
2

0
10

9
10

8
2

11
3

11
2

3
3

0
0

4
3

2
6

3
2

2
3

2
1

1
3

2
2

4
5

3
0

0
3

2
2

0
2

1
0

6
5

0
0

6
5

2
3

2
0

3
2

0
4

2
3

3
0

0
3

2
2

0
2

1
0

4
0

0
0

4
0

8
8

0
8

3
2

1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

7
0

6
1

0
0

0
0

1
6

3
11

0
8

3
0

3
3

0
3

19
9

1
0

3
19

9
0

1
11

5
4

1
4

4
8

3
4

3
3

0
3

5
14

5

9
7

5
11

8
2

2
4

18
6

2
3

5
8

17
1

0
0

1
0

0
0

0
1

0
6

4
0

2
1

0
1

4
1

1
3

0
0

3
1

0
0

0
2

0

6
2

0
3

5
9

11
8

3
8

4
9

6
2

5
1

8
1
6

12
10

2
11

5
10

7
0

0
7

6
6

0
6

1
0

10
0

7
3

3
3

1
3

0
7

8
1

1
6

2
1

1
2

4
2

指
定

下
水

道
汚

泥
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
鉱

さ
い

1
0

1
0

0
0

0
0

0
1

燃
え

殻
2

0
0

2
0

0
0

0
2

0
ば

い
じ

ん
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
廃

油
2

1
0

1
0

0
0

1
1

0
汚

泥
1

0
0

1
1

0
0

0
0

0
廃

酸
1

0
0

1
0

0
0

0
1

0
廃

ア
ル

カ
リ

1
0

0
1

1
0

0
1

0
0

廃
水

銀
等

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

廃
Ｐ

Ｃ
Ｂ

等

混
合

廃
棄

物

そ
の

他

特
別

管
理

産
業

廃
棄

物

感
染

性
廃

棄
物

特
定

有
害

廃
棄

物

廃
油

廃
酸

廃
ア

ル
カ

リ

廃
石

綿
等

そ
の

他

紙
く

ず

木
く

ず

燃
え

殻

汚
泥

建
設

汚
泥

そ
の

他
の

汚
泥

下
水

汚
泥

石
綿

含
有

産
業

廃
棄

物

ば
い

じ
ん

が
れ

き
類

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

･
コ

ン
ク

リ
ー

ト
塊

そ
の

他
の

が
れ

き
類

金
属

く
ず

ガ
ラ

ス
・

陶
磁

器
く

ず

鉱
さ

い

コ
ン

ク
リ

ー
ト

塊

最
終

処
分

量
排

 出
 量

直
接

再
生

利
用

量
直

接
最

終
処

分
量

再
生

利
用

量
減

量
化

量

合
計

上
水

汚
泥

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
類

ゴ
ム

く
ず

廃
酸

廃
油

廃
ア

ル
カ

リ

繊
維

く
ず

動
植

物
性

残
さ

動
物

の
死

体

政
令

13
号

物

動
物

の
ふ

ん
尿

動
物

系
固

形
不

要
物
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２
　
種

類
別

処
理

処
分

総
括
表

２
－
３
　
　
建
設

業
（単

位
：千

t）

中
間

処
理

処
 理

 量
処

理
後

量
処

理
後

再
生

利
用

量
処

理
後

最
終

処
分

量

10
,5

18
12

7
1

10
,4

3
5

9
,1

2
7

8
,8

7
0

2
5

7
8

,8
8

2
1,

3
0

8
3

2
8

3
0

3
0

0
0

0
0

0
3

3
,0

6
2

0
0

3
,0

6
2

1,
8

0
1

1,
7

8
8

12
1,

7
8

8
1,

2
6

1
1
3

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

5
0

0
5

5
5

0
5

0
0

2
,8

8
5

0
0

2
,8

8
5

1,
7

1
0

1,
7

0
3

7
1,

7
0

3
1,

17
5

7

17
2

0
0

17
2

8
6

8
1

5
8

1
8

6
5

8
0

0
8

3
3

0
3

5
0

4
0

0
4

3
3

0
3

1
0

1
0

0
1

0
0

0
0

0
0

12
1

0
0

12
1

11
7

11
1

6
11

1
4

6

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

10
0

0
0

1
0

0
10

0
9

9
1

9
9

0
1

2
2

9
3

1
2

2
5

2
2

5
14

6
7

9
14

9
0

8
0

2
0

1
0

0
0

0
0

0
1

6
,2

7
0

8
0

6
,2

6
1

6
,2

3
2

6
,1

8
7

4
5

6
,1

9
5

2
9

4
5

3
,7

5
8

1
0

3
,7

5
7

3
,7

5
2

3
,7

4
0

12
3

,7
4

1
5

1
2

1,
4

6
1

7
0

1,
4

5
4

1,
4

3
6

1,
4

19
17

1,
4

2
6

18
1
7

1,
0

5
0

0
0

1,
0

5
0

1,
0

4
4

1,
0

2
8

16
1,

0
2

8
6

1
6

6
4

0
4

9
15

1
5

4
11

4
0

6
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3
7

0
0

3
7

3
6

3
5

1
3

5
1

1

2
9

8
0

1
2

9
7

2
9

5
2

9
4

1
2

9
4

2
2

3
0

0
3

2
2

0
2

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

7
0

6
1

0
0

0
0

1
6

2
8

7
0

1
2

8
6

2
8

6
18

5
10

0
18

6
0

10
1

11
0

0
11

1
0

10
0

10
1

0

12
0

7
4

4
3

1
3

0
8

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

12
0

7
4

4
3

1
3

0
8

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

10
0

6
3

3
3

1
3

0
7

2
0

1
1

0
0

0
0

0
1

指
定

下
水

道
汚

泥
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
鉱

さ
い

1
0

1
0

0
0

0
0

0
1

燃
え

殻
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
ば

い
じ

ん
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
廃

油
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
汚

泥
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
廃

酸
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
廃

ア
ル

カ
リ

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

廃
水

銀
等

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

･
コ

ン
ク

リ
ー

ト
塊

減
量

化
量

最
終

処
分

量
排

 出
 量

直
接

再
生

利
用

量
直

接
最

終
処

分
量

再
生

利
用

量

コ
ン

ク
リ

ー
ト

塊

合
計

上
水

汚
泥

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
類

ゴ
ム

く
ず

金
属

く
ず

ガ
ラ

ス
・

陶
磁

器
く

ず

廃
酸

そ
の

他

特
別

管
理

産
業

廃
棄

物

燃
え

殻

汚
泥

建
設

汚
泥

そ
の

他
の

汚
泥

下
水

汚
泥

鉱
さ

い

廃
ア

ル
カ

リ

廃
油

繊
維

く
ず

動
植

物
性

残
さ

動
物

系
固

形
不

要
物

石
綿

含
有

産
業

廃
棄

物

ば
い

じ
ん

が
れ

き
類

そ
の

他
の

が
れ

き
類

政
令

13
号

物

紙
く

ず

木
く

ず

混
合

廃
棄

物

動
物

の
死

体

動
物

の
ふ

ん
尿

そ
の

他

廃
Ｐ

Ｃ
Ｂ

等
特

定
有

害
廃

棄
物

廃
油

廃
酸

廃
ア

ル
カ

リ

感
染

性
廃

棄
物

廃
石

綿
等
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２
　
種
類

別
処

理
処

分
総

括
表

２
－

４
　
　
製

造
業

（単
位
：千

t）

中
間

処
理

処
 理

 量
処

理
後

量
処

理
後

再
生

利
用

量
処

理
後

最
終

処
分

量

1,
14

8
3

4
6

1
1,

0
5

3
6

2
1

5
7

9
4

2
6

13
4

3
2

10
3

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

5
0

4
1

2
8

4
7

5
1
2

0
10

7
1
4

10
7

3
5

4
4

2

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

16
0

0
0

1
6

0
9

2
7

2
15

1
8

3
1

1
2

1
10

6
6

0
6

4
2

1

3
1
3

0
7

3
0

5
1
0

5
9

9
6

9
9

2
0

0
14

2
2

0
0

2
2

8
8

0
8

1
4

0

8
0

0
8

6
5

0
5

2
0

4
0

0
4

2
2

0
2

2
0

10
9

2
2

1
0

5
9

3
8

8
5

9
0

1
2

7

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3
1

19
0

1
1

11
1
1

0
3

0
0

0

2
5

3
3

2
3

2
2

7
2

2
7

2
16

1
0

2
19

0
3

4

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4
2

0
6

3
7

3
7

3
1

5
3

1
0

11

3
1

0
0

3
1

3
1

3
1

0
3

1
0

0

11
0

5
5

5
0

5
0

0
11

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

7
8

4
0

7
3

7
1

7
0

1
7

4
2

1

5
0

0
5

4
4

0
4

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

6
0

0
0

6
0

2
3

2
0

3
2

0
3

7
3

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
1

1
1

0
1

0
0

11
0

0
1
1

11
1
1

0
11

0
0

1
8

5
0

14
6

4
2

9
7

2
1

0
0

1
0

0
0

0
1

0
6

4
0

2
1

0
1

4
1

1
3

0
0

3
1

0
0

0
2

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

9
1

0
8

5
4

1
5

3
1

4
0

0
4

3
3

0
3

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

5
1

0
4

1
1

0
2

3
1

指
定

下
水

道
汚

泥
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
鉱

さ
い

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

燃
え

殻
2

0
0

2
0

0
0

0
2

0
ば

い
じ

ん
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
廃

油
2

1
0

1
0

0
0

1
1

0
汚

泥
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
廃

酸
1

0
0

1
0

0
0

0
1

0
廃

ア
ル

カ
リ

1
0

0
1

1
0

0
1

0
0

廃
水

銀
等

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

そ
の

他

廃
ア

ル
カ

リ

感
染

性
廃

棄
物

特
定

有
害

廃
棄

物
廃

Ｐ
Ｃ

Ｂ
等

廃
石

綿
等

廃
油

特
別

管
理

産
業

廃
棄

物

廃
酸

木
く

ず

繊
維

く
ず

動
植

物
性

残
さ

動
物

系
固

形
不

要
物

動
物

の
ふ

ん
尿

動
物

の
死

体

政
令

13
号

物

混
合

廃
棄

物

そ
の

他

下
水

汚
泥

廃
酸

そ
の

他
の

汚
泥

廃
油

建
設

汚
泥

ば
い

じ
ん

紙
く

ず

廃
ア

ル
カ

リ

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
類

ゴ
ム

く
ず

ガ
ラ

ス
・

陶
磁

器
く

ず

鉱
さ

い

が
れ

き
類

コ
ン

ク
リ

ー
ト

塊

金
属

く
ず

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

･
コ

ン
ク

リ
ー

ト
塊

そ
の

他
の

が
れ

き
類

石
綿

含
有

産
業

廃
棄

物

上
水

汚
泥

最
終

処
分

量

合
計

燃
え

殻

再
生

利
用

量
排

 出
 量

直
接

再
生

利
用

量
直

接
最

終
処

分
量

減
量

化
量

汚
泥
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２
　
種
類
別

処
理
処

分
総
括

表

２
－
５
　
　
上

下
水
道
業

（単
位

：千
t）

中
間

処
理

処
 理

 量
処

理
後

量
処

理
後

再
生

利
用

量
処

理
後

最
終

処
分

量

1
4

,3
8

2
0

1
1
4

,3
8

1
7

0
4

1
2

9
4

1
14

,3
11

3
1

1
0

0
1

1
1

0
1

0
0

1
4

,3
7

9
0

1
1
4

,3
7

7
6

9
4

0
2

9
4

0
1
4

,3
0

9
3

1

4
2

2
0

1
4

2
0

2
9

12
16

1
2

3
9

1
18

1
3

,9
5

6
0

0
1
3

,9
5

6
4

0
2

7
13

2
7

1
3

,9
17

13

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
0

0
2

0
0

0
0

2
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

指
定

下
水

道
汚

泥
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
鉱

さ
い

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

燃
え

殻
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
ば

い
じ

ん
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
廃

油
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
汚

泥
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
廃

酸
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
廃

ア
ル

カ
リ

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

廃
水

銀
等

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

繊
維

く
ず

動
植

物
性

残
さ

動
物

の
死

体

政
令

13
号

物

動
物

の
ふ

ん
尿

動
物

系
固

形
不

要
物

鉱
さ

い

コ
ン

ク
リ

ー
ト

塊

最
終

処
分

量
排

 出
 量

直
接

再
生

利
用

量
直

接
最

終
処

分
量

再
生

利
用

量
減

量
化

量

合
計

上
水

汚
泥

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
類

ゴ
ム

く
ず

廃
酸

廃
油

廃
ア

ル
カ

リ

廃
石

綿
等

そ
の

他

紙
く

ず

木
く

ず

燃
え

殻

汚
泥

建
設

汚
泥

そ
の

他
の

汚
泥

下
水

汚
泥

石
綿

含
有

産
業

廃
棄

物

ば
い

じ
ん

が
れ

き
類

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

･
コ

ン
ク

リ
ー

ト
塊

そ
の

他
の

が
れ

き
類

金
属

く
ず

ガ
ラ

ス
・

陶
磁

器
く

ず

廃
Ｐ

Ｃ
Ｂ

等

混
合

廃
棄

物

そ
の

他

特
別

管
理

産
業

廃
棄

物

感
染

性
廃

棄
物

特
定

有
害

廃
棄

物

廃
油

廃
酸

廃
ア

ル
カ

リ
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２
　
種
類
別
処
理
処
分
総

括
表

２
－
６
　
　
農
業
，
林
業

（
単
位

：千
t）

中
間

処
理

処
 理

 量
処

理
後

量
処

理
後

再
生

利
用

量
処

理
後

最
終

処
分

量

4
0

0
0

4
0

8
8

0
8

3
2

1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4
0

0
0

4
0

8
8

0
8

3
2

1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

指
定

下
水

道
汚

泥
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
鉱

さ
い

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

燃
え

殻
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
ば

い
じ

ん
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
廃

油
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
汚

泥
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
廃

酸
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
廃

ア
ル

カ
リ

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

廃
水

銀
等

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

上
水

汚
泥

下
水

汚
泥

減
量

化
量

最
終

処
分

量

合
計

燃
え

殻

再
生

利
用

量
排

 出
 量

直
接

再
生

利
用

量
直

接
最

終
処

分
量

汚
泥

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
類

ゴ
ム

く
ず

金
属

く
ず

建
設

汚
泥

そ
の

他
の

汚
泥

廃
油

廃
酸

廃
ア

ル
カ

リ

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

･
コ

ン
ク

リ
ー

ト
塊

そ
の

他
の

が
れ

き
類

石
綿

含
有

産
業

廃
棄

物

ば
い

じ
ん

ガ
ラ

ス
・

陶
磁

器
く

ず

鉱
さ

い

が
れ

き
類

コ
ン

ク
リ

ー
ト

塊

政
令

1
3

号
物

混
合

廃
棄

物

そ
の

他

特
別

管
理

産
業

廃
棄

物

紙
く

ず

動
物

系
固

形
不

要
物

動
物

の
ふ

ん
尿

動
物

の
死

体

木
く

ず

繊
維

く
ず

動
植

物
性

残
さ

特
定

有
害

廃
棄

物
廃

Ｐ
Ｃ

Ｂ
等

廃
石

綿
等

そ
の

他

廃
油

廃
酸

廃
ア

ル
カ

リ
感

染
性

廃
棄

物
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２
　
種
類
別
処
理
処
分
総
括
表

２
－

７
　
　
電

気
・
ガ
ス
・
熱

供
給

業
（
単
位
：
千
t）

中
間

処
理

処
 理

 量
処

理
後

量
処

理
後

再
生

利
用

量
処

理
後

最
終

処
分

量

1
5

0
0

1
5

1
4

1
4

0
1
4

2
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
0

0
2

2
2

0
2

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
1

1
1

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

8
0

0
8

8
8

0
8

0
0

8
0

0
8

8
8

0
8

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4
0

0
4

3
3

0
3

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4
0

0
4

3
3

0
3

1
0

4
0

0
4

3
3

0
3

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

指
定

下
水

道
汚

泥
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
鉱

さ
い

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

燃
え

殻
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
ば

い
じ

ん
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
廃

油
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
汚

泥
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
廃

酸
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
廃

ア
ル

カ
リ

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

廃
水

銀
等

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

そ
の

他

廃
ア

ル
カ

リ
感

染
性

廃
棄

物

特
定

有
害

廃
棄

物
廃

Ｐ
Ｃ

Ｂ
等

廃
石

綿
等

廃
油

廃
酸

動
物

系
固

形
不

要
物

動
物

の
ふ

ん
尿

動
物

の
死

体

政
令

13
号

物

混
合

廃
棄

物

そ
の

他

特
別

管
理

産
業

廃
棄

物

木
く

ず

繊
維

く
ず

動
植

物
性

残
さ

コ
ン

ク
リ

ー
ト

塊

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

･
コ

ン
ク

リ
ー

ト
塊

そ
の

他
の

が
れ

き
類

石
綿

含
有

産
業

廃
棄

物

ば
い

じ
ん

紙
く

ず

が
れ

き
類

建
設

汚
泥

そ
の

他
の

汚
泥

廃
油

廃
酸

廃
ア

ル
カ

リ

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
類

ゴ
ム

く
ず

金
属

く
ず

ガ
ラ

ス
・

陶
磁

器
く

ず

鉱
さ

い

汚
泥

上
水

汚
泥

下
水

汚
泥

減
量

化
量

最
終

処
分

量

合
計

燃
え

殻

再
生

利
用

量
排

 出
 量

直
接

再
生

利
用

量
直

接
最

終
処

分
量
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２
　
種

類
別

処
理
処

分
総

括
表

２
－

８
　
　
情

報
通

信
業

（
単
位

：千
t）

中
間

処
理

処
 理

 量
処

理
後

量
処

理
後

再
生

利
用

量
処

理
後

最
終

処
分

量

19
2

4
1
4

9
9

0
1
0

5
4

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4
0

0
3

0
0

0
0

3
0

1
0

1
0

0
0

0
0

0
1

2
1

0
1

0
0

0
1

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
0

0
2

2
2

0
2

0
0

2
0

0
2

2
2

0
2

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

9
0

3
6

6
6

0
7

0
3

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

指
定

下
水

道
汚

泥
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
鉱

さ
い

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

燃
え

殻
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
ば

い
じ

ん
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
廃

油
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
汚

泥
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
廃

酸
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
廃

ア
ル

カ
リ

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

廃
水

銀
等

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

そ
の

他

廃
Ｐ

Ｃ
Ｂ

等
特

定
有

害
廃

棄
物

廃
油

廃
酸

廃
ア

ル
カ

リ
感

染
性

廃
棄

物

廃
石

綿
等

そ
の

他
の

が
れ

き
類

政
令

13
号

物

紙
く

ず

木
く

ず

混
合

廃
棄

物

動
物

の
死

体

動
物

の
ふ

ん
尿

そ
の

他

特
別

管
理

産
業

廃
棄

物

燃
え

殻

汚
泥

建
設

汚
泥

そ
の

他
の

汚
泥

下
水

汚
泥

鉱
さ

い

廃
ア

ル
カ

リ

廃
油

繊
維

く
ず

動
植

物
性

残
さ

動
物

系
固

形
不

要
物

石
綿

含
有

産
業

廃
棄

物

ば
い

じ
ん

が
れ

き
類

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

･
コ

ン
ク

リ
ー

ト
塊

減
量

化
量

最
終

処
分

量
排

 出
 量

直
接

再
生

利
用

量
直

接
最

終
処

分
量

再
生

利
用

量

コ
ン

ク
リ

ー
ト

塊

合
計

上
水

汚
泥

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
類

ゴ
ム

く
ず

金
属

く
ず

ガ
ラ

ス
・

陶
磁

器
く

ず

廃
酸
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２
　
種
類

別
処
理

処
分
総
括

表

２
－
９
　
　
運
輸

業
，
郵
便
業

（
単
位

：千
t）

中
間

処
理

処
 理

 量
処

理
後

量
処

理
後

再
生

利
用

量
処

理
後

最
終

処
分

量

4
9

0
1
0

3
9

3
6

3
4

2
3

4
3

1
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
1

1
1

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3
4

0
2

3
2

3
1

2
9

2
2

9
1

3

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
1

1
1

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
1

0
0

0
0

1
0

5
0

2
3

3
3

0
3

0
2

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

5
0

5
0

0
0

0
0

0
5

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

指
定

下
水

道
汚

泥
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
鉱

さ
い

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

燃
え

殻
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
ば

い
じ

ん
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
廃

油
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
汚

泥
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
廃

酸
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
廃

ア
ル

カ
リ

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

廃
水

銀
等

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

廃
Ｐ

Ｃ
Ｂ

等
廃

石
綿

等
そ

の
他

動
物

系
固

形
不

要
物

動
物

の
ふ

ん
尿

特
定

有
害

廃
棄

物

廃
酸

廃
ア

ル
カ

リ

そ
の

他

特
別

管
理

産
業

廃
棄

物

廃
油

感
染

性
廃

棄
物

動
物

の
死

体

政
令

1
3

号
物

混
合

廃
棄

物

木
く

ず

繊
維

く
ず

動
植

物
性

残
さ

廃
ア

ル
カ

リ

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
類

ゴ
ム

く
ず

ガ
ラ

ス
・

陶
磁

器
く

ず

コ
ン

ク
リ

ー
ト

塊

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

･
コ

ン
ク

リ
ー

ト
塊

ば
い

じ
ん

紙
く

ず

そ
の

他
の

が
れ

き
類

石
綿

含
有

産
業

廃
棄

物

が
れ

き
類

汚
泥

上
水

汚
泥

下
水

汚
泥

最
終

処
分

量

合
計

燃
え

殻

再
生

利
用

量
排

 出
 量

直
接

再
生

利
用

量
直

接
最

終
処

分
量

減
量

化
量

廃
酸

建
設

汚
泥

金
属

く
ず

鉱
さ

い

そ
の

他
の

汚
泥

廃
油
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２
　
種
類

別
処

理
処
分

総
括
表

２
－

１
０
　
　
卸

売
業

，
小
売

業
（単

位
：千

t）

中
間

処
理

処
 理

 量
処

理
後

量
処

理
後

再
生

利
用

量
処

理
後

最
終

処
分

量

14
1

0
1

1
4

0
11

5
11

1
4

1
11

2
5

5

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
0

0
0

2
0

7
7

0
7

13
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4
0

0
4

0
0

0
0

4
0

6
8

0
0

6
8

6
3

6
0

3
6

0
5

3

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
8

0
0

18
18

1
8

0
18

0
0

1
5

0
0

15
15

1
4

1
14

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
0

0
2

2
2

0
2

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
0

0
2

2
2

0
2

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3
0

0
2

0
0

0
0

2
0

6
0

0
6

5
5

0
5

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
1

0
0

0
0

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

5
0

0
5

5
5

0
5

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

指
定

下
水

道
汚

泥
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
鉱

さ
い

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

燃
え

殻
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
ば

い
じ

ん
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
廃

油
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
汚

泥
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
廃

酸
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
廃

ア
ル

カ
リ

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

廃
水

銀
等

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

汚
泥

上
水

汚
泥

下
水

汚
泥

最
終

処
分

量

合
計

燃
え

殻

再
生

利
用

量
排

 出
 量

直
接

再
生

利
用

量
直

接
最

終
処

分
量

減
量

化
量

建
設

汚
泥

廃
酸

コ
ン

ク
リ

ー
ト

塊

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

･
コ

ン
ク

リ
ー

ト
塊

そ
の

他
の

が
れ

き
類

廃
ア

ル
カ

リ

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
類

ゴ
ム

く
ず

そ
の

他
の

汚
泥

廃
油

石
綿

含
有

産
業

廃
棄

物

金
属

く
ず

ガ
ラ

ス
・

陶
磁

器
く

ず

鉱
さ

い

が
れ

き
類

ば
い

じ
ん

紙
く

ず

動
物

系
固

形
不

要
物

動
物

の
ふ

ん
尿

木
く

ず

繊
維

く
ず

動
植

物
性

残
さ

特
別

管
理

産
業

廃
棄

物

廃
油

廃
酸

廃
ア

ル
カ

リ

動
物

の
死

体

政
令

13
号

物

混
合

廃
棄

物

そ
の

他

そ
の

他

感
染

性
廃

棄
物

特
定

有
害

廃
棄

物
廃

Ｐ
Ｃ

Ｂ
等

廃
石

綿
等
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２
　
種
類

別
処

理
処

分
総
括

表

２
－

１
１
　
　
不

動
産

業
，
物

品
賃

貸
業

（
単

位
：
千

t）

中
間

処
理

処
 理

 量
処

理
後

量
処

理
後

再
生

利
用

量
処

理
後

最
終

処
分

量

5
6

0
2

5
4

4
9

4
6

3
4

6
4

5

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
1

0
0

0
0

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
1

0
0

0
0

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

8
0

0
8

7
7

0
7

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

7
0

0
6

6
6

0
6

0
0

7
0

0
6

6
6

0
6

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3
0

0
2

2
2

0
2

0
0

1
0

0
1

1
1

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
0

0
2

2
2

0
2

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3
0

0
3

3
3

0
3

0
0

9
0

0
8

8
8

0
8

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3
0

0
3

0
0

0
0

3
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
4

0
0

1
4

1
4

1
1

2
1
1

0
2

2
0

0
2

2
2

0
2

0
0

1
0

1
0

0
0

0
0

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

1
0

0
0

0
0

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

1
0

0
0

0
0

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

指
定

下
水

道
汚

泥
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
鉱

さ
い

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

燃
え

殻
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
ば

い
じ

ん
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
廃

油
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
汚

泥
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
廃

酸
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
廃

ア
ル

カ
リ

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

廃
水

銀
等

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

繊
維

く
ず

動
植

物
性

残
さ

動
物

の
死

体

政
令

13
号

物

動
物

の
ふ

ん
尿

動
物

系
固

形
不

要
物

鉱
さ

い

コ
ン

ク
リ

ー
ト

塊

最
終

処
分

量
排

 出
 量

直
接

再
生

利
用

量
直

接
最

終
処

分
量

再
生

利
用

量
減

量
化

量

合
計

上
水

汚
泥

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
類

ゴ
ム

く
ず

廃
酸

廃
油

廃
ア

ル
カ

リ

廃
石

綿
等

そ
の

他

紙
く

ず

木
く

ず

燃
え

殻

汚
泥

建
設

汚
泥

そ
の

他
の

汚
泥

下
水

汚
泥

石
綿

含
有

産
業

廃
棄

物

ば
い

じ
ん

が
れ

き
類

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

･
コ

ン
ク

リ
ー

ト
塊

そ
の

他
の

が
れ

き
類

金
属

く
ず

ガ
ラ

ス
・

陶
磁

器
く

ず

廃
Ｐ

Ｃ
Ｂ

等

混
合

廃
棄

物

そ
の

他

特
別

管
理

産
業

廃
棄

物

感
染

性
廃

棄
物

特
定

有
害

廃
棄

物

廃
油

廃
酸

廃
ア

ル
カ

リ
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２
　
種

類
別

処
理
処

分
総
括

表

２
－
１
２
　
　
学
術

研
究
，
専

門
・
技

術
サ
ー
ビ
ス
業

（
単
位
：
千
t）

中
間

処
理

処
 理

 量
処

理
後

量
処

理
後

再
生

利
用

量
処

理
後

最
終

処
分

量

2
5

0
0

2
4

15
1
5

1
15

9
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
0

0
2

2
2

0
2

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

5
0

0
5

5
5

0
5

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

7
0

0
7

0
0

0
0

7
0

4
0

0
4

0
0

0
0

4
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
0

0
2

0
0

0
0

2
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
1

0
0

0
0

1
0

6
0

0
6

6
6

0
6

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
1

1
1

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

指
定

下
水

道
汚

泥
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
鉱

さ
い

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

燃
え

殻
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
ば

い
じ

ん
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
廃

油
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
汚

泥
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
廃

酸
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
廃

ア
ル

カ
リ

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

廃
水

銀
等

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

そ
の

他

廃
Ｐ

Ｃ
Ｂ

等
特

定
有

害
廃

棄
物

廃
油

廃
酸

廃
ア

ル
カ

リ
感

染
性

廃
棄

物

廃
石

綿
等

特
別

管
理

産
業

廃
棄

物

燃
え

殻

汚
泥

建
設

汚
泥

そ
の

他
の

汚
泥

下
水

汚
泥

鉱
さ

い

廃
ア

ル
カ

リ

廃
油

繊
維

く
ず

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
類

ゴ
ム

く
ず

金
属

く
ず

が
れ

き
類

そ
の

他
の

が
れ

き
類

政
令

13
号

物

ガ
ラ

ス
・

陶
磁

器
く

ず

廃
酸

そ
の

他

動
植

物
性

残
さ

動
物

系
固

形
不

要
物

石
綿

含
有

産
業

廃
棄

物

ば
い

じ
ん

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

･
コ

ン
ク

リ
ー

ト
塊

コ
ン

ク
リ

ー
ト

塊

混
合

廃
棄

物

動
物

の
死

体

動
物

の
ふ

ん
尿

紙
く

ず

木
く

ず

合
計

上
水

汚
泥

減
量

化
量

最
終

処
分

量
排

 出
 量

直
接

再
生

利
用

量
直

接
最

終
処

分
量

再
生

利
用

量
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２
　
種

類
別

処
理

処
分

総
括

表

２
－

１
３
　
　
宿

泊
業

，
飲

食
サ
ー
ビ
ス
業

（
単
位
：
千
t）

中
間

処
理

処
 理

 量
処

理
後

量
処

理
後

再
生

利
用

量
処

理
後

最
終

処
分

量

3
2

0
9

2
3

1
6

1
5

1
1
5

7
9

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

9
0

9
1

0
0

0
0

0
9

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

8
0

8
0

0
0

0
0

0
8

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
1

0
0

0
0

0
0

2
0

0
2

1
1

0
1

2
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
0

1
0

9
9

0
9

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4
0

0
4

4
4

0
4

0
0

1
0

0
1

1
1

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
0

0
2

0
0

0
0

2
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
1

0
0

0
0

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
1

0
0

0
0

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

指
定

下
水

道
汚

泥
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
鉱

さ
い

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

燃
え

殻
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
ば

い
じ

ん
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
廃

油
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
汚

泥
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
廃

酸
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
廃

ア
ル

カ
リ

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

廃
水

銀
等

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

そ
の

他

廃
Ｐ

Ｃ
Ｂ

等
特

定
有

害
廃

棄
物

廃
油

廃
酸

廃
ア

ル
カ

リ
感

染
性

廃
棄

物

廃
石

綿
等

特
別

管
理

産
業

廃
棄

物

燃
え

殻

汚
泥

建
設

汚
泥

そ
の

他
の

汚
泥

下
水

汚
泥

鉱
さ

い

廃
ア

ル
カ

リ

廃
油

繊
維

く
ず

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
類

ゴ
ム

く
ず

金
属

く
ず

が
れ

き
類

そ
の

他
の

が
れ

き
類

政
令

13
号

物

ガ
ラ

ス
・

陶
磁

器
く

ず

廃
酸

そ
の

他

動
植

物
性

残
さ

動
物

系
固

形
不

要
物

石
綿

含
有

産
業

廃
棄

物

ば
い

じ
ん

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

･
コ

ン
ク

リ
ー

ト
塊

コ
ン

ク
リ

ー
ト

塊

混
合

廃
棄

物

動
物

の
死

体

動
物

の
ふ

ん
尿

紙
く

ず

木
く

ず

合
計

上
水

汚
泥

減
量

化
量

最
終

処
分

量
排

 出
 量

直
接

再
生

利
用

量
直

接
最

終
処

分
量

再
生

利
用

量
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２
　
種
類
別
処
理
処
分
総
括
表

２
－
１
４
　
　
生
活
関
連
サ
ー
ビ
ス
業
，
娯
楽
業

（単
位

：千
t）

中
間

処
理

処
 理

 量
処

理
後

量
処

理
後

再
生

利
用

量
処

理
後

最
終

処
分

量

3
0

3
0

0
0

0
0

0
3

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

1
0

0
0

0
0

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

1
0

0
0

0
0

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

指
定

下
水

道
汚

泥
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
鉱

さ
い

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

燃
え

殻
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
ば

い
じ

ん
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
廃

油
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
汚

泥
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
廃

酸
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
廃

ア
ル

カ
リ

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

廃
水

銀
等

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

合
計

上
水

汚
泥

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
類

ゴ
ム

く
ず

廃
酸

廃
油

廃
ア

ル
カ

リ

燃
え

殻

汚
泥

建
設

汚
泥

そ
の

他
の

汚
泥

下
水

汚
泥

最
終

処
分

量
排

 出
 量

直
接

再
生

利
用

量
直

接
最

終
処

分
量

再
生

利
用

量
減

量
化

量

金
属

く
ず

ガ
ラ

ス
・

陶
磁

器
く

ず

鉱
さ

い

コ
ン

ク
リ

ー
ト

塊

混
合

廃
棄

物

繊
維

く
ず

動
植

物
性

残
さ

動
物

の
死

体

政
令

13
号

物

動
物

の
ふ

ん
尿

動
物

系
固

形
不

要
物

石
綿

含
有

産
業

廃
棄

物

ば
い

じ
ん

が
れ

き
類

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

･
コ

ン
ク

リ
ー

ト
塊

そ
の

他
の

が
れ

き
類

廃
石

綿
等

そ
の

他

廃
Ｐ

Ｃ
Ｂ

等

紙
く

ず

木
く

ず

そ
の

他

特
別

管
理

産
業

廃
棄

物

感
染

性
廃

棄
物

特
定

有
害

廃
棄

物

廃
油

廃
酸

廃
ア

ル
カ

リ
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２
　
種
類

別
処
理

処
分
総
括

表

２
－
１
５
　
　
教
育
，
学

習
支
援
業

（
単
位

：千
t）

中
間

処
理

処
 理

 量
処

理
後

量
処

理
後

再
生

利
用

量
処

理
後

最
終

処
分

量

2
0

0
4

1
6

4
4

0
4

11
4

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

8
0

4
4

4
4

0
4

0
4

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

11
0

0
1
1

0
0

0
0

11
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

指
定

下
水

道
汚

泥
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
鉱

さ
い

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

燃
え

殻
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
ば

い
じ

ん
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
廃

油
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
汚

泥
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
廃

酸
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
廃

ア
ル

カ
リ

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

廃
水

銀
等

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

そ
の

他

廃
ア

ル
カ

リ
感

染
性

廃
棄

物

特
定

有
害

廃
棄

物
廃

Ｐ
Ｃ

Ｂ
等

廃
石

綿
等

廃
油

廃
酸

動
物

系
固

形
不

要
物

動
物

の
ふ

ん
尿

動
物

の
死

体

政
令

1
3

号
物

混
合

廃
棄

物

そ
の

他

特
別

管
理

産
業

廃
棄

物

木
く

ず

繊
維

く
ず

動
植

物
性

残
さ

コ
ン

ク
リ

ー
ト

塊

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

･
コ

ン
ク

リ
ー

ト
塊

そ
の

他
の

が
れ

き
類

石
綿

含
有

産
業

廃
棄

物

ば
い

じ
ん

紙
く

ず

汚
泥

上
水

汚
泥

下
水

汚
泥

ガ
ラ

ス
・

陶
磁

器
く

ず

鉱
さ

い

が
れ

き
類

建
設

汚
泥

そ
の

他
の

汚
泥

廃
油

廃
酸

廃
ア

ル
カ

リ

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
類

ゴ
ム

く
ず

金
属

く
ず

減
量

化
量

最
終

処
分

量

合
計

燃
え

殻

再
生

利
用

量
排

 出
 量

直
接

再
生

利
用

量
直

接
最

終
処

分
量
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２
　
種

類
別

処
理
処

分
総

括
表

２
－

１
６
　
　
医

療
，
福

祉
（
単
位

：千
t）

中
間

処
理

処
 理

 量
処

理
後

量
処

理
後

再
生

利
用

量
処

理
後

最
終

処
分

量

6
3

0
3

6
0

1
1

8
3

8
4

9
6

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

6
2

0
3

5
9

1
1

8
3

8
4

8
6

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

6
2

0
3

5
9

1
1

8
3

8
4

8
6

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

指
定

下
水

道
汚

泥
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
鉱

さ
い

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

燃
え

殻
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
ば

い
じ

ん
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
廃

油
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
汚

泥
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
廃

酸
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
廃

ア
ル

カ
リ

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

廃
水

銀
等

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

混
合

廃
棄

物

そ
の

他

そ
の

他

廃
ア

ル
カ

リ
感

染
性

廃
棄

物

特
定

有
害

廃
棄

物
廃

Ｐ
Ｃ

Ｂ
等

廃
石

綿
等

廃
油

特
別

管
理

産
業

廃
棄

物

廃
酸

動
物

の
死

体

政
令

13
号

物

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

･
コ

ン
ク

リ
ー

ト
塊

そ
の

他
の

が
れ

き
類

石
綿

含
有

産
業

廃
棄

物

ば
い

じ
ん

紙
く

ず

木
く

ず

繊
維

く
ず

動
植

物
性

残
さ

動
物

系
固

形
不

要
物

動
物

の
ふ

ん
尿

ガ
ラ

ス
・

陶
磁

器
く

ず

鉱
さ

い

下
水

汚
泥

廃
酸

そ
の

他
の

汚
泥

廃
油

建
設

汚
泥

が
れ

き
類

コ
ン

ク
リ

ー
ト

塊

金
属

く
ず

上
水

汚
泥

最
終

処
分

量

合
計

燃
え

殻

再
生

利
用

量
排

 出
 量

直
接

再
生

利
用

量
直

接
最

終
処

分
量

減
量

化
量

汚
泥

廃
ア

ル
カ

リ

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
類

ゴ
ム

く
ず
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２
　
種
類
別

処
理
処

分
総
括

表

２
－
１
７
　
　
サ
ー
ビ
ス
業

（
単
位

：千
t）

中
間

処
理

処
 理

 量
処

理
後

量
処

理
後

再
生

利
用

量
処

理
後

最
終

処
分

量

2
5

0
5

2
0

1
6

1
5

0
1
5

5
5

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

7
0

0
7

4
3

0
3

3
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4
0

0
4

4
3

0
3

0
0

3
0

0
3

0
0

0
0

3
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
1

1
1

0
1

0
0

2
0

2
0

0
0

0
0

0
2

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

9
0

1
9

8
8

0
8

0
1

9
0

1
9

8
8

0
8

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

1
0

0
0

0
0

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3
0

0
3

2
2

0
2

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

1
0

0
0

0
0

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

指
定

下
水

道
汚

泥
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
鉱

さ
い

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

燃
え

殻
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
ば

い
じ

ん
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
廃

油
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
汚

泥
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
廃

酸
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
廃

ア
ル

カ
リ

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

廃
水

銀
等

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

最
終

処
分

量

合
計

燃
え

殻

汚
泥

上
水

汚
泥

排
 出

 量
直

接
再

生
利

用
量

直
接

最
終

処
分

量
再

生
利

用
量

減
量

化
量

廃
ア

ル
カ

リ

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
類

ゴ
ム

く
ず

金
属

く
ず

ガ
ラ

ス
・

陶
磁

器
く

ず

下
水

汚
泥

建
設

汚
泥

そ
の

他
の

汚
泥

廃
油

廃
酸

石
綿

含
有

産
業

廃
棄

物

ば
い

じ
ん

紙
く

ず

木
く

ず

繊
維

く
ず

鉱
さ

い

が
れ

き
類

コ
ン

ク
リ

ー
ト

塊

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

･
コ

ン
ク

リ
ー

ト
塊

そ
の

他
の

が
れ

き
類

混
合

廃
棄

物

そ
の

他

特
別

管
理

産
業

廃
棄

物

廃
油

廃
酸

動
植

物
性

残
さ

動
物

系
固

形
不

要
物

動
物

の
ふ

ん
尿

動
物

の
死

体

政
令

13
号

物

そ
の

他

廃
ア

ル
カ

リ
感

染
性

廃
棄

物

特
定

有
害

廃
棄

物
廃

Ｐ
Ｃ

Ｂ
等

廃
石

綿
等
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２
　
種
類

別
処

理
処
分

総
括

表

２
－
１
８
　
　
自

動
車

整
備

業
（単

位
：千

t）

中
間

処
理

処
 理

 量
処

理
後

量
処

理
後

再
生

利
用

量
処

理
後

最
終

処
分

量

7
2

1
4

2
2

0
4

2
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
0

0
0

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
0

1
1

1
1

0
1

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
1

0
1

1
1

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
1

0
0

0
0

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

指
定

下
水

道
汚

泥
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
鉱

さ
い

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

燃
え

殻
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
ば

い
じ

ん
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
廃

油
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
汚

泥
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
廃

酸
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
廃

ア
ル

カ
リ

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

廃
水

銀
等

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

合
計

上
水

汚
泥

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
類

ゴ
ム

く
ず

廃
酸

廃
油

廃
ア

ル
カ

リ

燃
え

殻

汚
泥

建
設

汚
泥

そ
の

他
の

汚
泥

下
水

汚
泥

最
終

処
分

量
排

 出
 量

直
接

再
生

利
用

量
直

接
最

終
処

分
量

再
生

利
用

量
減

量
化

量

金
属

く
ず

ガ
ラ

ス
・

陶
磁

器
く

ず

鉱
さ

い

コ
ン

ク
リ

ー
ト

塊

混
合

廃
棄

物

繊
維

く
ず

動
植

物
性

残
さ

動
物

の
死

体

政
令

13
号

物

動
物

の
ふ

ん
尿

動
物

系
固

形
不

要
物

石
綿

含
有

産
業

廃
棄

物

ば
い

じ
ん

が
れ

き
類

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

･
コ

ン
ク

リ
ー

ト
塊

そ
の

他
の

が
れ

き
類

廃
石

綿
等

そ
の

他

廃
Ｐ

Ｃ
Ｂ

等

紙
く

ず

木
く

ず

そ
の

他

特
別

管
理

産
業

廃
棄

物

感
染

性
廃

棄
物

特
定

有
害

廃
棄

物

廃
油

廃
酸

廃
ア

ル
カ

リ
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33 種種類類別別処処理理処処分分詳詳細細表表  

 

  

３
　
種

類
別

処
理

処
分

詳
細

表

３
－
１
　
　
全
業

種
（
単
位
：千

t）

自
己
中
間
処
理
量

自
己
未
処
理
量

委
託
処

理
量

自
己
中
間
処
理
後
量

委
託
中
間
処
理
量

委
託
中
間
処
理
後

量

委
託

中
間

処
理

後
再

生
利

用
量

委
託

中
間

処
理

後
最

終
処

分
量

2
6
,7
4
1

1
9
8

2
6
,5
4
4

1
4
,8
2
1

1
6
5

6
8

1
2

5
2

3
3

1
4
,6
5
6

11
,7
2
2

5
0

1
1
1,
4
9
7

1
7
4

1
1,
7
5
6

1
1
,5
4
9

1
0
,0
0
1

9
,7
0
3

2
9
8

2
0
7

1
,5
4
8

5
0
4

9
,8
2
1

1
6
,2
0
4

5
1
8

4
0

4
0

0
0

0
0

0
0

4
0

0
1

3
4

2
1

1
0

3
0

3
1

0
3

18
,0
0
2

3
7

17
,9
6
6

1
4
,6
4
5

9
6

14
1
2

4
5

2
4

1
4
,5
4
9

3
,3
2
0

1
0

3
,2
8
0

4
0

3
,3
8
9

3
,3
2
5

1,
9
4
4

1
,9
2
5

1
9

6
4

1,
3
8
1

8
3

1
,9
4
0

1
5
,9
3
0

9
5

4
2
6

4
4
2
2

4
2
0

2
9

12
0

0
1
6

3
9
1

2
0

0
0

1
1
8

0
0

0
0

18
0

18
1
3

3
9
2

1
8

1
4
,1
6
3

2
8

14
,1
3
5

14
,1
10

4
9

2
1
2

2
7

7
1
4
,0
6
0

2
6

0
0

1
7

9
6
1

4
5

3
6

3
5

0
16

9
16

3
7

1
4
,0
6
9

2
9

2
,9
2
2

3
2
,9
1
9

3
0

0
0

0
0

3
2
,9
16

1
0

2
,8
9
5

2
1

2
,9
1
6

2
,8
9
5

1,
7
1
5

1
,7
0
8

7
2
1

1,
1
7
9

2
8

1
,7
0
9

1
,1
8
2

2
8

4
9
1

2
4
8
9

1
12

1
8

0
0

18
0

9
5

3
7
6

0
0

3
6
8

8
3
9
4

3
8
6

19
3

1
8
1

1
2

8
1
9
3

2
0

18
1

2
8
7

2
0

5
6

3
5
3

0
0

0
0

0
0

0
5
3

1
0

5
2

0
5
2

5
2

1
9

18
0

0
3
3

1
1
9

3
3

1

1
2

0
1
2

0
0

0
0

0
0

0
12

0
0

1
2

0
1
2

12
9

8
0

0
4

0
8

4
0

1
3

0
1
3

0
0

0
0

0
0

0
13

0
0

1
2

1
1
3

12
2

2
0

1
1
0

1
2

10
1

3
7
6

7
3
7
0

13
2

1
0

1
0

11
3
5
7

2
1

3
4
4

1
1

3
5
6

3
4
5

3
3
1

3
14

1
7

11
1
4

2
8

3
1
7

2
5

2
8

2
0

2
0

0
0

0
0

0
0

2
1

0
1

0
1

1
0

0
0

0
1

0
1

1
0

2
5
1

8
6

16
5

0
0

0
0

0
0

0
1
6
5

2
0

0
14

3
2

14
5

1
4
3

14
3

1
4
2

1
2

0
3

1
6
3

0
3

5
1
3

1
5
1
2

6
6

5
0

1
0

0
5
0
6

6
0

4
7
4

2
7

5
0
1

4
7
4

4
7
4

3
8
3

9
1

2
7

1
1
17

3
9
4

1
11
7

2
0

2
0

0
0

0
0

0
0

2
0

0
1

2
2

1
0

0
0

2
1

2
0

1
2

6
,3
4
6

4
6
,3
4
3

8
0

5
1

4
5

0
0

5
2
9

6
,2
6
2

8
0

6
,2
4
7

7
6
,2
5
9

6
,2
4
7

6
,2
4
1

6
,1
9
5

4
5

12
7

5
7

6
,2
4
9

3
6

5
7

3
,8
1
5

2
3
,8
1
3

3
9

3
3

3
3

0
0

0
6

3
,7
7
4

1
0

3
,7
7
3

1
3
,7
7
3

3
,7
7
3

3
,7
6
9

3
,7
5
7

1
2

1
4

13
3
,7

9
1

10
1
3

1,
4
7
3

1
1
,4
7
2

3
3

1
5

10
0

0
5

18
1
,4
3
9

7
0

1,
4
2
6

5
1,
4
3
7

1
,4
2
6

1,
4
2
6

1
,4
0
9

1
7

11
0

2
8

1
,4
2
6

18
2
8

1,
0
5
8

0
1
,0
5
8

9
3

2
0

0
0

6
1
,0
4
9

0
0

1,
0
4
8

1
1,
0
4
9

1
,0
4
8

1,
0
4
6

1
,0
3
0

1
6

1
2

17
1
,0
3
2

9
1
7

6
5

0
6
5

0
0

0
0

0
0

0
6
5

0
0

1
5

5
0

6
5

15
1
5

4
1
1

5
0

0
6
1

4
0

6
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

17
0

4
5

12
6

1
1

1
0

1
0

0
1
2
4

5
0

11
9

1
12

0
1
2
0

10
9

1
0
7

2
1

1
1

2
11
3

11
2

3
3
1

0
3
3
0

3
2

2
0

0
0

1
3
2
8

0
0

3
2
3

4
3
2
7

3
2
4

3
2
1

3
2
0

1
4

3
5

3
2
2

4
5

3
0

3
0

0
0

0
0

0
0

3
0

0
3

0
3

3
2

2
0

0
1

0
2

1
0

8
0

15
6
5

4
1

7
0

0
3

3
3
4

2
4

0
0

2
4

0
3
1

2
8

2
0

2
0

0
3

8
3

2
0

4
2

3

3
0

3
0

0
0

0
0

0
0

3
0

0
3

0
3

3
2

2
0

0
1

0
2

1
0

4
1

0
4
0

2
9

0
0

0
0

0
2
9

1
1

0
0

11
0

11
1
1

8
8

0
0

3
1

8
3
2

1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

7
0

7
0

0
0

0
0

0
0

7
0

0
1

6
7

1
0

0
0

6
1

6
0

1
6

3
1
1

0
3
1
1

0
0

0
0

0
0

0
3
1
1

0
0

3
0
3

8
3
11

3
0
3

3
0
3

1
9
9

10
3

8
0

1
11

2
0
0

0
11
1

5
4

0
5
4

0
0

0
0

0
0

0
5
4

1
1

4
8

4
5
2

4
8

3
4

3
3

0
4

1
4

4
3
5

14
5

9
7

0
9
7

2
0

0
0

0
0

2
9
5

5
0

8
0

1
1

9
1

8
0

2
4

18
6

11
5
6

17
2
3

5
8

1
7

1
0

1
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
1

0
1

1
0

0
0

0
1

0
0

1
0

6
0

6
0

0
0

0
0

0
0

6
4

0
2

0
2

2
1

0
1

0
1

1
4

1
1

3
0

3
0

0
0

0
0

0
0

3
0

0
3

0
3

3
1

0
0

0
2

0
0

2
0

6
2

0
6
2

1
0

0
0

0
0

1
6
2

0
0

5
9

3
6
2

5
9

1
1

8
3

3
4
8

6
8

4
9

6

2
5

0
2
5

2
0

0
0

0
0

2
2
4

1
0

1
5

8
2
3

15
1
2

10
2

8
3

10
1
1

5
1
0

7
0

7
0

0
0

0
0

0
0

7
0

0
7

0
7

7
6

6
0

0
1

0
6

1
0

1
0

0
1
0

0
0

0
0

0
0

0
10

0
0

3
7

1
0

3
3

3
1

7
0

7
3

0
7

8
0

8
2

0
0

0
0

0
2

6
1

0
4

1
5

4
2

1
1

1
2

2
2

4
2

指
定

下
水

道
汚

泥
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

鉱
さ

い
1

0
1

0
0

0
0

0
0

0
1

0
0

0
1

1
0

0
0

0
1

0
1

0
0

1

燃
え

殻
2

0
2

2
0

0
0

0
0

2
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
2

0

ば
い

じ
ん

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

廃
油

2
0

2
0

0
0

0
0

0
0

2
1

0
1

0
1

1
0

0
0

0
1

0
1

1
0

汚
泥

1
0

1
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
1

0
1

1
1

0
0

0
0

0
0

0
0

廃
酸

1
0

1
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
1

0
1

1
0

0
0

0
1

0
0

1
0

廃
ア

ル
カ

リ
1

0
1

0
0

0
0

0
0

0
1

0
0

1
0

1
1

1
0

0
0

0
0

1
0

0

廃
水

銀
等

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

そ
の

他

そ
の

他

特
別

管
理

産
業

廃
棄

物

廃
油

廃
酸

廃
ア

ル
カ

リ

感
染

性
廃

棄
物

特
定

有
害

廃
棄

物

廃
Ｐ

Ｃ
Ｂ

等

廃
石

綿
等

動
物

の
ふ

ん
尿

動
物

の
死

体

政
令

1
3

号
物

混
合

廃
棄

物

木
く

ず

繊
維

く
ず

動
植

物
性

残
さ

動
物

系
固

形
不

要
物

そ
の

他
の

が
れ

き
類

石
綿

含
有

産
業

廃
棄

物

ば
い

じ
ん

紙
く

ず

金
属

く
ず

ガ
ラ

ス
・
陶

磁
器

く
ず

鉱
さ

い

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
･コ

ン
ク
リ
ー

ト
塊

が
れ

き
類

コ
ン

ク
リ

ー
ト

塊

廃
酸

廃
ア

ル
カ

リ

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
類

ゴ
ム

く
ず

下
水

汚
泥

建
設

汚
泥

そ
の

他
の

汚
泥

廃
油

最
終
処
分

量
委
託
直
接

最
終
処
分

量

委
託
減
量

化
量

委
託
最
終

処
分
量

自
己
未
処

理
再
生
利

用
量

自
己
未
処

理
自
己
最

終
処
分
量

再
生
利
用

量
減
量
化
量

自
己
未
処

理
委
託
処

理
量

自
己
未
処

理
委
託
直

接
最
終
処

分
量

上
水

汚
泥

汚
泥

自
己
減
量

化
量

合
計

燃
え

殻

発
生
量

有
償
物
量

排
出
量

自
己

中
間

処
理

後
再

生
利

用
量

自
己

中
間

処
理

後
自

己
最

終
処

分
量

自
己

中
間

処
理

後
委

託
処

理
量

自
己

中
間

処
理

後
委

託
直

接
最

終
処

分
量
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３
　
種
類

別
処
理
処

分
詳
細
表

３
－
２
　
　
全
業
種
（上

下
水
道
業

を
除
く
）

（
単
位

：
千
t）

自
己

中
間
処

理
量

自
己
未

処
理

量
委

託
処

理
量

自
己

中
間

処
理

後
量

委
託

中
間

処
理

量

委
託

中
間

処
理

後
量

委
託
中

間
処
理
後

再
生
利
用

量

委
託
中
間

処
理
後
最

終
処
分
量

1
2
,3

2
8

16
7

1
2
,1
6
1

4
4
6

9
5

5
4

0
2
5

1
6

3
5
1

1
1
,7

15
5
0

1
11
,4

9
1

1
7
2

1
1
,7
0
5

1
1
,5
1
6

9
,9

7
4

9
,6
7
6

2
9
7

1
8
9

1
,5

4
2

4
8
6

9
,7
8
0

1,
8
9
3

4
8
7

3
0

3
0

0
0

0
0

0
0

3
0

0
0

3
3

0
0

0
0

3
0

3
0

0
3

3
,5

9
2

6
3
,5
8
7

2
7
0

2
6

0
0

1
8

7
2
4
5

3
,3

17
1

0
3
,2
7
8

3
8

3
,3
4
2

3
,2

9
6

1,
9
1
8

1
,9
0
0

1
9

4
6

1
,3

7
7

6
5

1
,9
0
0

1,
6
2
2

6
5

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
8
0

1
1
7
9

1
5
5

8
0

0
0

7
14

7
2
4

0
0

1
6

9
3
2

1
6

1
0

10
0

1
6

5
16

1
0

1
5
3

1
6

2
,9

2
2

3
2
,9
1
9

3
0

0
0

0
0

3
2
,9

16
1

0
2
,8
9
5

2
1

2
,9
1
6

2
,8

9
5

1,
7
1
5

1
,7
0
8

7
2
1

1,
1
7
9

2
8

1
,7
0
9

1
,1
8
2

2
8

4
9
0

2
4
8
8

1
1
2

1
8

0
0

1
8

0
9
5

3
7
6

0
0

3
6
7

8
3
9
4

3
8
5

1
9
2

1
8
1

1
2

8
1
9
3

2
0

18
1

2
8
7

2
0

5
6

3
5
3

0
0

0
0

0
0

0
5
3

1
0

5
2

0
5
2

5
2

1
9

18
0

0
3
3

1
1
9

3
3

1

1
2

0
1
2

0
0

0
0

0
0

0
12

0
0

1
2

0
1
2

1
2

9
8

0
0

4
0

8
4

0

1
3

0
1
3

0
0

0
0

0
0

0
13

0
0

1
2

1
1
3

1
2

2
2

0
1

1
0

1
2

1
0

1

3
7
4

7
3
6
8

1
3

2
1

0
1

0
1
1

3
5
5

2
1

3
4
2

1
1

3
5
4

3
4
3

3
3
1

3
14

1
7

1
1

1
2

2
8

3
1
7

2
3

2
8

2
0

2
0

0
0

0
0

0
0

2
1

0
1

0
1

1
0

0
0

0
1

0
1

1
0

2
5
1

8
6

1
6
5

0
0

0
0

0
0

0
1
6
5

2
0

0
14

3
2

1
4
5

1
4
3

1
4
3

14
2

1
2

0
3

1
6
3

0
3

5
1
3

1
5
12

6
6

5
0

1
0

0
5
0
6

6
0

4
7
4

2
7

5
0
1

4
7
4

4
7
4

3
8
3

9
1

2
7

1
1
17

3
9
4

1
1
1
7

2
0

2
0

0
0

0
0

0
0

2
0

0
1

2
2

1
0

0
0

2
1

2
0

1
2

6
,3

4
6

4
6
,3
4
3

8
0

5
1

4
5

0
0

5
2
9

6
,2
6
2

8
0

6
,2
4
7

7
6
,2
5
9

6
,2

4
7

6
,2

4
1

6
,1
9
5

4
5

1
2

7
5
7

6
,2
4
9

3
6

5
7

3
,8

1
5

2
3
,8
1
3

3
9

3
3

3
3

0
0

0
6

3
,7
7
4

1
0

3
,7
7
3

1
3
,7
7
3

3
,7

7
3

3
,7

6
9

3
,7
5
7

1
2

1
4

13
3
,7

9
1

1
0

1
3

1
,4

7
3

1
1
,4
7
2

3
3

1
5

1
0

0
0

5
1
8

1
,4
3
9

7
0

1
,4

2
6

5
1,
4
3
7

1
,4

2
6

1
,4

2
6

1
,4
0
9

1
7

1
1

0
2
8

1
,4
2
6

1
8

2
8

1
,0

5
8

0
1
,0
5
8

9
3

2
0

0
0

6
1
,0
4
9

0
0

1
,0

4
8

1
1,
0
4
9

1
,0

4
8

1
,0

4
6

1
,0
3
0

1
6

1
2

17
1
,0
3
2

9
1
7

6
5

0
6
5

0
0

0
0

0
0

0
6
5

0
0

1
5

5
0

6
5

1
5

1
5

4
11

5
0

0
6
1

4
0

6
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
7
0

4
5

1
2
6

1
1

1
0

1
0

0
1
2
4

5
0

1
1
9

1
1
2
0

1
2
0

1
0
9

10
7

2
1

1
1

2
11
3

1
1

2

3
3
1

0
3
3
0

3
2

2
0

0
0

1
3
2
8

0
0

3
2
3

4
3
2
7

3
2
4

3
2
1

3
2
0

1
4

3
5

3
2
2

4
5

3
0

3
0

0
0

0
0

0
0

3
0

0
3

0
3

3
2

2
0

0
1

0
2

1
0

8
0

15
6
5

4
1

7
0

0
3

3
3
4

2
4

0
0

2
4

0
3
1

2
8

2
0

2
0

0
3

8
3

2
0

4
2

3

3
0

3
0

0
0

0
0

0
0

3
0

0
3

0
3

3
2

2
0

0
1

0
2

1
0

4
1

0
4
0

2
9

0
0

0
0

0
2
9

1
1

0
0

1
1

0
11

1
1

8
8

0
0

3
1

8
3
2

1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

7
0

7
0

0
0

0
0

0
0

7
0

0
1

6
7

1
0

0
0

6
1

6
0

1
6

3
1
1

0
3
1
1

0
0

0
0

0
0

0
3
1
1

0
0

3
0
3

8
3
11

3
0
3

3
0
3

19
9

1
0
3

8
0

1
1
1

1
9
9

0
1
1
1

5
4

0
5
4

0
0

0
0

0
0

0
5
4

1
1

4
8

4
5
2

4
8

3
4

3
3

0
4

1
4

4
3
5

1
4

5

9
7

0
9
7

2
0

0
0

0
0

2
9
5

5
0

8
0

1
1

9
1

8
0

2
4

18
6

1
1

5
6

17
2
3

5
8

1
7

1
0

1
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
1

0
1

1
0

0
0

0
1

0
0

1
0

6
0

6
0

0
0

0
0

0
0

6
4

0
2

0
2

2
1

0
1

0
1

1
4

1
1

3
0

3
0

0
0

0
0

0
0

3
0

0
3

0
3

3
1

0
0

0
2

0
0

2
0

6
2

0
6
2

1
0

0
0

0
0

1
6
2

0
0

5
9

3
6
2

5
9

1
1

8
3

3
4
8

6
8

4
9

6

2
5

0
2
5

2
0

0
0

0
0

2
2
4

1
0

1
5

8
2
3

1
5

1
2

10
2

8
3

10
11

5
1
0

7
0

7
0

0
0

0
0

0
0

7
0

0
7

0
7

7
6

6
0

0
1

0
6

1
0

1
0

0
1
0

0
0

0
0

0
0

0
10

0
0

3
7

1
0

3
3

3
1

7
0

7
3

0
7

8
0

8
2

0
0

0
0

0
2

6
1

0
4

1
5

4
2

1
1

1
2

2
2

4
2

指
定

下
水

道
汚

泥
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

鉱
さ

い
1

0
1

0
0

0
0

0
0

0
1

0
0

0
1

1
0

0
0

0
1

0
1

0
0

1

燃
え

殻
2

0
2

2
0

0
0

0
0

2
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
2

0

ば
い

じ
ん

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

廃
油

2
0

2
0

0
0

0
0

0
0

2
1

0
1

0
1

1
0

0
0

0
1

0
1

1
0

汚
泥

1
0

1
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
1

0
1

1
1

0
0

0
0

0
0

0
0

廃
酸

1
0

1
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
1

0
1

1
0

0
0

0
1

0
0

1
0

廃
ア

ル
カ

リ
1

0
1

0
0

0
0

0
0

0
1

0
0

1
0

1
1

1
0

0
0

0
0

1
0

0

廃
水

銀
等

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

自
己
中

間
処

理
後

自
己

最
終

処
分
量

自
己

未
処

理
委

託
処

理
量

自
己
未

処
理

委
託

直
接

最
終

処
分
量

最
終

処
分

量
委
託

直
接

最
終

処
分

量

委
託

減
量

化
量

委
託
最

終
処

分
量

再
生
利

用
量

減
量

化
量

燃
え

殻

発
生
量

有
償
物

量
排
出

量
自
己

中
間

処
理

後
再

生
利

用
量

廃
ア

ル
カ

リ

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
類

ゴ
ム

く
ず

自
己
未

処
理

再
生

利
用

量

自
己

未
処

理
自

己
最

終
処

分
量

下
水

汚
泥

建
設

汚
泥

そ
の

他
の

汚
泥

廃
油

廃
酸

自
己
中
間

処
理
後
委

託
処
理
量

自
己

中
間

処
理

後
委

託
直

接
最

終
処

分
量

上
水

汚
泥

汚
泥

自
己

減
量

化
量

合
計

そ
の

他

金
属

く
ず

ガ
ラ

ス
・
陶

磁
器

く
ず

鉱
さ

い

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
･
コ
ン
ク
リ
ー

ト
塊

が
れ

き
類

コ
ン

ク
リ

ー
ト

塊

そ
の

他
の

が
れ

き
類

石
綿

含
有

産
業

廃
棄

物

ば
い

じ
ん

紙
く

ず

木
く

ず

廃
石

綿
等

そ
の

他

特
定

有
害

廃
棄

物

廃
Ｐ

Ｃ
Ｂ

等

繊
維

く
ず

動
植

物
性

残
さ

動
物

系
固

形
不

要
物

特
別

管
理

産
業

廃
棄

物

廃
油

廃
酸

廃
ア

ル
カ

リ

感
染

性
廃

棄
物

動
物

の
ふ

ん
尿

動
物

の
死

体

政
令

1
3

号
物

混
合

廃
棄

物
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３
　
種

類
別
処
理
処

分
詳
細
表

３
－

３
　
　
建
設
業

（単
位

：千
t）

自
己
中
間
処
理

量
自
己
未

処
理
量

委
託
処

理
量

自
己

中
間
処
理
後
量

委
託
中
間
処

理
量

委
託
中
間
処
理
後

量

委
託

中
間

処
理

後
再

生
利

用
量

委
託

中
間

処
理

後
最

終
処

分
量

10
,5
9
5

7
7

10
,5
18

7
5

4
5

4
3

0
3

0
2
9

10
,4

4
3

12
0

10
,3

6
0

7
1

10
,4
3
3

10
,3
6
3

9
,0
8
4

8
,8
2
8

2
5
7

7
1

1,
2
7
8

3
2
8

8
,8
8
2

1,
3
0
8

3
2
8

3
0

3
0

0
0

0
0

0
0

3
0

0
0

3
3

0
0

0
0

3
0

3
0

0
3

3
,0
6
5

3
3
,0

6
2

0
0

0
0

0
0

0
3
,0
6
2

0
0

3
,0

6
2

0
3
,0
6
2

3
,0
6
2

1,
8
0
1

1
,7
8
8

12
0

1,
2
6
1

13
1,
7
8
8

1,
2
6
1

13

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

5
0

5
0

0
0

0
0

0
0

5
0

0
5

0
5

5
5

5
0

0
0

0
5

0
0

2
,8
8
8

2
2
,8

8
5

0
0

0
0

0
0

0
2
,8
8
5

0
0

2
,8

8
5

0
2
,8
8
5

2
,8
8
5

1,
7
1
0

1
,7
0
3

7
0

1,
17

5
7

1,
7
0
3

1,
17

5
7

17
2

1
17

2
0

0
0

0
0

0
0

17
2

0
0

1
7
2

0
17

2
17

2
8
6

8
1

5
0

8
6

5
8
1

8
6

5

8
0

8
0

0
0

0
0

0
0

8
0

0
8

0
8

8
3

3
0

0
5

0
3

5
0

4
0

4
0

0
0

0
0

0
0

4
0

0
4

0
4

4
3
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汚
泥

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

廃
酸

1
0

1
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
1

0
1

1
0

0
0

0
1

0
0

1
0

廃
ア

ル
カ

リ
1

0
1

0
0

0
0

0
0

0
1

0
0

1
0

1
1

1
0

0
0

0
0

1
0

0

廃
水

銀
等

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

自
己

未
処

理
委

託
処

理
量

自
己

未
処

理
委

託
直

接
最

終
処

分
量

特
定

有
害

廃
棄

物

廃
Ｐ

Ｃ
Ｂ

等

廃
石

綿
等

政
令

13
号

物

混
合

廃
棄

物

そ
の

他

特
別

管
理

産
業

廃
棄

物

動
植

物
性

残
さ

動
物

系
固

形
不

要
物

動
物

の
ふ

ん
尿

動
物

の
死

体

ば
い

じ
ん

紙
く

ず

木
く

ず

そ
の

他

廃
油

廃
酸

廃
ア

ル
カ

リ

感
染

性
廃

棄
物

繊
維

く
ず

コ
ン

ク
リ

ー
ト

塊

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
･コ

ン
ク
リ
ー
ト
塊

そ
の

他
の

が
れ

き
類

石
綿

含
有

産
業

廃
棄

物

金
属

く
ず

ガ
ラ

ス
・
陶

磁
器

く
ず

鉱
さ

い

が
れ

き
類

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
類

ゴ
ム

く
ず

合
計

燃
え

殻

汚
泥

上
水

汚
泥

廃
ア

ル
カ

リ

下
水

汚
泥

建
設

汚
泥

そ
の

他
の

汚
泥

廃
油

廃
酸

自
己
中
間

処
理
後
自

己
最
終
処

分
量

自
己
未

処
理

再
生

利
用
量

自
己

未
処

理
自

己
最

終
処

分
量

自
己
減

量
化
量

発
生

量
有

償
物

量
排
出

量
自

己
中
間

処
理
後
再

生
利
用
量

自
己
中
間

処
理
後
委

託
処
理
量

自
己
中
間

処
理
後
委

託
直
接
最

終
処
分
量

減
量

化
量

最
終

処
分

量
委

託
減
量

化
量

委
託
直

接
最

終
処

分
量

委
託

最
終

処
分

量
再
生

利
用

量
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３
　
種

類
別

処
理

処
分
詳

細
表

３
－
５
　
　
上

下
水

道
業

（
単

位
：
千

t）

自
己

中
間

処
理
量

自
己

未
処

理
量

委
託

処
理

量

自
己

中
間

処
理

後
量

委
託

中
間

処
理

量

委
託
中

間
処

理
後

量

委
託

中
間

処
理

後
再

生
利

用
量

委
託

中
間

処
理

後
最

終
処

分
量

1
4
,4

1
4

3
1

1
4
,3

8
2

1
4
,3

7
5

7
0

1
4

1
2

2
7

1
6

1
4
,3

0
5

7
0

0
6

1
5
1

3
3

2
7

2
7

0
18

6
1
8

4
1

1
4
,3

1
1

3
1

1
0

1
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
1

0
1

1
1

1
0

0
0

0
1

0
0

1
4
,4

1
0

3
1

1
4
,3

7
9

1
4
,3

7
5

7
0

1
4

1
2

2
7

1
6

1
4
,3

0
5

4
0

0
2

1
4
7

2
9

2
6

2
5

0
18

4
1
8

4
0

1
4
,3

0
9

3
1

4
2
5

4
4
2
2

4
2
0

2
9

1
2

0
0

1
6

3
9
1

1
0

0
0

1
1
8

0
0

0
0

18
0

1
8

1
2

3
9
1

1
8

1
3
,9

8
4

2
7

1
3
,9

5
6

1
3
,9

5
5

4
1

2
1
2

2
7

0
13

,9
1
3

2
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2

0
2
9

2
9
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5

2
5
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0

3
0

2
7

1
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,9

1
7
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3
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0
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0
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0
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0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

指
定

下
水

道
汚

泥
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

鉱
さ

い
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

燃
え

殻
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

ば
い

じ
ん

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

廃
油

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

汚
泥

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

廃
酸

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

廃
ア

ル
カ

リ
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

廃
水

銀
等

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

最
終

処
分

量
委

託
直

接
最

終
処

分
量

自
己
中

間
処

理
後

再
生

利
用

量

自
己

中
間

処
理

後
自

己
最

終
処

分
量

自
己
未

処
理

再
生

利
用
量

再
生

利
用

量
減

量
化

量
自

己
未
処

理
自

己
最

終
処

分
量

委
託

減
量

化
量

委
託
最

終
処
分

量
自

己
中
間

処
理

後
委

託
処

理
量

自
己

中
間

処
理

後
委

託
直

接
最

終
処

分
量

自
己

未
処

理
委

託
処

理
量

自
己

未
処

理
委

託
直

接
最

終
処

分
量

合
計

燃
え

殻

汚
泥

自
己

減
量

化
量

発
生
量

有
償

物
量

排
出

量

上
水

汚
泥

下
水

汚
泥

建
設

汚
泥

そ
の

他
の

汚
泥

感
染

性
廃

棄
物

廃
油

が
れ

き
類

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
類

ゴ
ム

く
ず

金
属

く
ず

ガ
ラ

ス
・
陶

磁
器

く
ず

鉱
さ

い

廃
ア

ル
カ

リ

廃
酸

混
合

廃
棄

物

そ
の

他

特
別

管
理

産
業

廃
棄

物

特
定

有
害

廃
棄

物

廃
酸

コ
ン

ク
リ

ー
ト

塊

動
植

物
性

残
さ

動
物

の
ふ

ん
尿

動
物

の
死

体

政
令

1
3

号
物

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
･
コ
ン
ク
リ
ー

ト
塊

そ
の

他
の

が
れ

き
類

石
綿

含
有

産
業

廃
棄

物

ば
い

じ
ん

紙
く

ず

木
く

ず

繊
維

く
ず

動
物

系
固

形
不

要
物

そ
の

他

廃
油

廃
ア

ル
カ

リ

廃
Ｐ

Ｃ
Ｂ

等

廃
石

綿
等
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３
　
種
類

別
処
理

処
分

詳
細
表

３
－

６
　
　
農
業

，
林
業

（
単
位
：千

t）

自
己
中

間
処
理

量
自
己

未
処

理
量

委
託

処
理
量

自
己

中
間
処

理
後
量

委
託
中
間

処
理
量

委
託
中

間
処
理

後
量

委
託
中
間

処
理
後
再

生
利
用
量

委
託
中
間

処
理
後
最

終
処
分
量

4
1

0
4
0

2
9

0
0

0
0

0
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9

11
0
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11
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4
1

0
4
0

2
9

0
0

0
0

0
2
9

11
0

0
11

0
11

1
1

8
8

0
0

3
1

8
3
2

1

0
0
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0
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0
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0
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0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

指
定

下
水

道
汚

泥
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

鉱
さ

い
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

燃
え

殻
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

ば
い

じ
ん

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

廃
油

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

汚
泥

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

廃
酸

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

廃
ア

ル
カ

リ
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

廃
水

銀
等

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

そ
の

他
の

が
れ

き
類

石
綿

含
有

産
業

廃
棄

物

ば
い

じ
ん

廃
油

廃
酸

動
植

物
性

残
さ

動
物

系
固

形
不

要
物

動
物

の
ふ

ん
尿

動
物

の
死

体

紙
く

ず

木
く

ず

繊
維

く
ず

特
定

有
害

廃
棄

物

感
染

性
廃

棄
物

政
令

13
号

物

混
合

廃
棄

物

そ
の

他

特
別

管
理

産
業

廃
棄

物

廃
ア

ル
カ

リ

廃
Ｐ

Ｃ
Ｂ

等

廃
石

綿
等

そ
の

他

自
己

未
処

理
自

己
最

終
処

分
量

合
計

自
己
減

量
化
量

金
属

く
ず

廃
酸

廃
ア

ル
カ

リ

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
類

ゴ
ム

く
ず

建
設

汚
泥

自
己
未

処
理

再
生

利
用
量

自
己
中
間

処
理
後
再

生
利
用
量

自
己
中
間

処
理
後
自

己
最
終
処

分
量

排
出
量

自
己

中
間

処
理

後
委

託
処

理
量

自
己
中
間

処
理
後
委

託
直
接
最

終
処
分
量

再
生

利
用

量
減

量
化
量

最
終
処

分
量

委
託

直
接

最
終

処
分

量

委
託
減
量

化
量

委
託
最

終
処
分
量

自
己
未
処

理
委
託
処

理
量

自
己
未

処
理
委
託

直
接
最
終

処
分
量

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
･
コ
ン
ク
リ
ー
ト
塊

発
生
量

有
償
物

量

そ
の

他
の

汚
泥

廃
油

コ
ン

ク
リ

ー
ト

塊

ガ
ラ

ス
・
陶

磁
器

く
ず

鉱
さ

い

が
れ

き
類

汚
泥

上
水

汚
泥

下
水

汚
泥

燃
え

殻
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３
　
種
類

別
処

理
処

分
詳

細
表

３
－
７
　
　
電
気

・ガ
ス
・熱

供
給

業
（
単
位

：
千

t）

自
己

中
間

処
理

量
自

己
未
処

理
量

委
託

処
理

量

自
己

中
間
処

理
後
量

委
託
中

間
処

理
量

委
託

中
間
処

理
後

量

委
託

中
間

処
理

後
再

生
利

用
量

委
託
中

間
処

理
後

最
終

処
分

量

1
6

0
1
5

0
0

0
0

0
0

0
1
5

0
0

1
5

0
1
5

1
5

1
4

1
4

0
0

2
0

1
4

2
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
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0
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0
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0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
0

2
0

0
0

0
0

0
0

2
0

0
2

0
2

2
2

2
0

0
0

0
2

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

1
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
1

0
1

1
1

1
0

0
0

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

8
0

8
0

0
0

0
0

0
0

8
0

0
8

0
8

8
8

8
0

0
0

0
8

0
0

8
0

8
0
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0

0
0

0
0

8
0

0
8
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8

8
8

8
0
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0

0
8

0
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0
0
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0

0
0

0
0

0
0

0
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0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4
0

4
0

0
0

0
0

0
0

4
0

0
4

0
4

4
3

3
0

0
1

0
3

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
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0

0
0

4
0

4
0

0
0

0
0

0
0

4
0

0
4

0
4

4
3

3
0

0
1

0
3

1
0

4
0

4
0

0
0

0
0

0
0

4
0

0
4

0
4

4
3

3
0

0
1

0
3

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

指
定

下
水

道
汚

泥
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

鉱
さ

い
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

燃
え

殻
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

ば
い

じ
ん

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

廃
油

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

汚
泥

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

廃
酸

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

廃
ア

ル
カ

リ
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

廃
水

銀
等

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

感
染

性
廃

棄
物

特
定

有
害

廃
棄

物

廃
Ｐ

Ｃ
Ｂ

等

廃
石

綿
等

そ
の

他

廃
酸

廃
ア

ル
カ

リ

特
別

管
理

産
業

廃
棄

物

動
物

の
ふ

ん
尿

動
物

の
死

体

政
令

1
3

号
物

混
合

廃
棄

物

そ
の

他

廃
油

ば
い

じ
ん

繊
維

く
ず

動
植

物
性

残
さ

動
物

系
固

形
不

要
物

紙
く

ず

木
く

ず

そ
の

他
の

が
れ

き
類

石
綿

含
有

産
業

廃
棄

物

コ
ン

ク
リ

ー
ト

塊

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
･
コ
ン
ク
リ
ー
ト
塊

鉱
さ

い

が
れ

き
類

ガ
ラ

ス
・
陶

磁
器

く
ず

廃
酸

廃
ア

ル
カ

リ

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
類

ゴ
ム

く
ず

下
水

汚
泥

建
設

汚
泥

そ
の

他
の

汚
泥

廃
油

金
属

く
ず

自
己

未
処

理
自

己
最

終
処

分
量

自
己

減
量

化
量

減
量
化

量
最
終

処
分

量
委

託
直

接
最

終
処

分
量

再
生

利
用

量
委

託
減

量
化

量
委
託

最
終

処
分

量
自

己
未

処
理

委
託

処
理
量

自
己

未
処

理
委

託
直

接
最

終
処

分
量

燃
え

殻

汚
泥

上
水

汚
泥

自
己

未
処

理
再

生
利

用
量

自
己
中

間
処

理
後

再
生

利
用

量

自
己

中
間

処
理

後
自

己
最

終
処

分
量

発
生

量
有

償
物

量
排

出
量

合
計

自
己

中
間

処
理

後
委

託
処

理
量

自
己
中

間
処

理
後

委
託

直
接

最
終

処
分

量
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３
　
種

類
別

処
理

処
分

詳
細

表

３
－
８
　
　
情
報
通
信
業

（単
位

：千
t）

自
己

中
間

処
理

量
自

己
未

処
理

量
委

託
処

理
量

自
己

中
間

処
理

後
量

委
託

中
間

処
理

量

委
託

中
間

処
理

後
量

委
託

中
間

処
理

後
再

生
利

用
量

委
託
中

間
処

理
後

最
終

処
分

量

2
0

0
19

0
0

0
0

0
0

0
19

2
1

14
3

16
14

9
9

0
3

5
3

10
5

4

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
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処

理
量

自
己

未
処

理
委

託
直

接
最

終
処

分
量

最
終

処
分

量
委

託
直

接
最

終
処

分
量

自
己

中
間

処
理

後
再

生
利

用
量

自
己

中
間

処
理

後
自

己
最

終
処

分
量

自
己

未
処

理
再

生
利

用
量

自
己

未
処

理
自

己
最

終
処

分
量

再
生

利
用

量
委

託
最

終
処

分
量

委
託

減
量

化
量

自
己

減
量

化
量

廃
酸

廃
ア

ル
カ

リ

木
く

ず

繊
維

く
ず

金
属

く
ず

ガ
ラ

ス
・
陶

磁
器

く
ず

鉱
さ

い

が
れ

き
類

コ
ン

ク
リ

ー
ト

塊

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
･
コ
ン
ク
リ
ー

ト
塊

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
類

ゴ
ム

く
ず

そ
の

他
の

が
れ

き
類

石
綿

含
有

産
業

廃
棄

物

ば
い

じ
ん

紙
く

ず

動
植

物
性

残
さ

動
物

系
固

形
不

要
物

動
物

の
ふ

ん
尿

動
物

の
死

体

廃
酸

廃
油

政
令

13
号

物

混
合

廃
棄

物

そ
の

他

特
別

管
理

産
業

廃
棄

物

そ
の

他

廃
ア

ル
カ

リ

感
染

性
廃

棄
物

特
定

有
害

廃
棄

物

廃
Ｐ

Ｃ
Ｂ

等

廃
石

綿
等
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３
　
種

類
別

処
理

処
分

詳
細

表

３
－

１
０

　
　
卸

売
業

 ，
小

売
業

（単
位

：千
t）

自
己

中
間

処
理

量
自

己
未

処
理

量
委

託
処

理
量

自
己

中
間

処
理

後
量

委
託

中
間

処
理

量

委
託

中
間

処
理

後
量

委
託

中
間

処
理

後
再

生
利

用
量

委
託
中

間
処

理
後

最
終

処
分

量

14
4

2
14

1
3

0
0

0
0

0
3

13
9

0
0

13
8

1
13

9
13

8
11

5
11

1
4

1
2
2

5
11

1
2
5

5

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

1
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
1

0
1

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
0

0
2
0

0
0

0
0

0
0

0
2
0

0
0

2
0

0
2
0

2
0

7
7

0
0

13
0

7
13

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4
0

4
0

0
0

0
0

0
0

4
0

0
4

0
4

4
0

0
0

0
4

0
0

4
0

6
8

0
6
8

3
0

0
0

0
0

3
6
5

0
0

6
5

0
6
5

6
5

6
3

6
0

3
0

2
3

6
0

5
3

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

18
0

18
0

0
0

0
0

0
0

18
0

0
18

0
18

18
18

18
0

0
0

0
18

0
0

15
0

15
0

0
0

0
0

0
0

15
0

0
15

0
15

15
15

14
1

0
0

1
14

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
0

2
0

0
0

0
0

0
0

2
0

0
2

0
2

2
2

2
0

0
0

0
2

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
0

2
0

0
0

0
0

0
0

2
0

0
2

0
2

2
2

2
0

0
0

0
2

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4
2

3
0

0
0

0
0

0
0

3
0

0
2

0
2

2
0

0
0

0
2

0
0

2
0

6
0

6
0

0
0

0
0

0
0

6
0

0
6

0
6

6
5

5
0

0
0

0
5

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

1
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
1

0
1

1
0

0
0

0
1

0
0

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

5
0

5
0

0
0

0
0

0
0

5
0

0
5

0
5

5
5

5
0

0
0

0
5

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

指
定

下
水

道
汚

泥
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

鉱
さ

い
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

燃
え

殻
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

ば
い

じ
ん

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

廃
油

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

汚
泥

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

廃
酸

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

廃
ア

ル
カ

リ
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

廃
水

銀
等

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

自
己

未
処

理
委

託
処

理
量

自
己

未
処

理
委

託
直

接
最

終
処

分
量

特
定

有
害

廃
棄

物

廃
Ｐ

Ｃ
Ｂ

等

廃
石

綿
等

政
令

13
号

物

混
合

廃
棄

物

そ
の

他

特
別

管
理

産
業

廃
棄

物

動
植

物
性

残
さ

動
物

系
固

形
不

要
物

動
物

の
ふ

ん
尿

動
物

の
死

体

ば
い

じ
ん

紙
く

ず

木
く

ず

そ
の

他

廃
油

廃
酸

廃
ア

ル
カ

リ

感
染

性
廃

棄
物

繊
維

く
ず

コ
ン

ク
リ

ー
ト

塊

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
･
コ
ン
ク
リ
ー

ト
塊

そ
の

他
の

が
れ

き
類

石
綿

含
有

産
業

廃
棄

物

金
属

く
ず

ガ
ラ

ス
・
陶

磁
器

く
ず

鉱
さ

い

が
れ

き
類

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
類

ゴ
ム

く
ず

合
計

燃
え

殻

汚
泥

上
水

汚
泥

廃
ア

ル
カ

リ

下
水

汚
泥

建
設

汚
泥

そ
の

他
の

汚
泥

廃
油

廃
酸

自
己

中
間

処
理

後
自

己
最

終
処

分
量

自
己

未
処

理
再

生
利

用
量

自
己

未
処

理
自

己
最

終
処

分
量

自
己

減
量

化
量

発
生

量
有

償
物

量
排

出
量

自
己

中
間

処
理

後
再

生
利

用
量

自
己

中
間

処
理

後
委

託
処

理
量

自
己
中

間
処

理
後

委
託

直
接

最
終

処
分

量

減
量

化
量

最
終

処
分

量
委

託
減

量
化

量
委

託
直

接
最

終
処

分
量

委
託

最
終

処
分

量
再

生
利

用
量
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３
　
種

類
別

処
理

処
分

詳
細

表

３
－

１
１
　
　
不

動
産

業
，
物

品
賃

貸
業

（
単

位
：
千

t）

自
己

中
間

処
理

量
自

己
未

処
理

量
委
託

処
理

量

自
己

中
間

処
理

後
量

委
託

中
間
処

理
量

委
託

中
間

処
理

後
量

委
託
中

間
処

理
後

再
生

利
用

量

委
託

中
間

処
理

後
最

終
処

分
量

7
2

1
7

5
6

0
0

0
0

0
0

0
5
6

0
0

5
4

2
5
6

5
4

4
9

4
6

3
2

4
5

4
6

4
5

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

1
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
1

0
1

1
0

0
0

0
1

0
0

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

1
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
1

0
1

1
0

0
0

0
1

0
0

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

9
1

8
0

0
0

0
0

0
0

8
0

0
8

0
8

8
7

7
0

0
0

1
7

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

8
1

7
0

0
0

0
0

0
0

7
0

0
6

0
7

6
6

6
0

0
0

0
6

0
0

7
0

7
0

0
0

0
0

0
0

7
0

0
6

0
7

6
6

6
0

0
0

1
6

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3
0

3
0

0
0

0
0

0
0

3
0

0
2

0
3

2
2

2
0

0
0

0
2

0
0

1
0

1
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
1

0
1

1
1

1
0

0
0

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
0

2
0

0
0

0
0

0
0

2
0

0
2

0
2

2
2

2
0

0
0

0
2

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
6

1
3

3
0

0
0

0
0

0
0

3
0

0
3

0
3

3
3

3
0

0
0

0
3

0
0

9
0

9
0

0
0

0
0

0
0

9
0

0
8

0
9

8
8

8
0

0
0

0
8

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4
1

3
0

0
0

0
0

0
0

3
0

0
3

0
3

3
0

0
0

0
3

0
0

3
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
4

0
1
4

0
0

0
0

0
0

0
1
4

0
0

1
4

0
1
4

1
4

14
1
1

2
0

0
2

1
1

0
2

2
0

2
0

0
0

0
0

0
0

2
0

0
2

0
2

2
2

2
0

0
0

0
2

0
0

1
0

1
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
0

1
1

0
0

0
0

1
0

1
0

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

1
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
0

1
1

0
0

0
0

1
0

1
0

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

1
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
0

1
1

0
0

0
0

1
0

1
0

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

指
定

下
水

道
汚

泥
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

鉱
さ

い
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

燃
え

殻
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

ば
い

じ
ん

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

廃
油

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

汚
泥

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

廃
酸

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

廃
ア

ル
カ

リ
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

廃
水

銀
等

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

廃
Ｐ

Ｃ
Ｂ

等

廃
石

綿
等

そ
の

他

廃
酸

廃
ア

ル
カ

リ

感
染

性
廃

棄
物

特
定

有
害

廃
棄

物

混
合

廃
棄

物

そ
の

他

特
別

管
理

産
業

廃
棄

物

廃
油

動
物

系
固

形
不

要
物

動
物

の
ふ

ん
尿

動
物

の
死

体

政
令

1
3

号
物

紙
く

ず

木
く

ず

繊
維

く
ず

動
植

物
性

残
さ

減
量

化
量

有
償

物
量

自
己
中

間
処

理
後

自
己

最
終

処
分
量

再
生

利
用

量
委
託

減
量

化
量

委
託

最
終

処
分

量
自

己
未

処
理

再
生

利
用

量

自
己

未
処

理
自

己
最

終
処

分
量

自
己

中
間

処
理

後
委

託
処

理
量

自
己

中
間

処
理

後
委

託
直

接
最

終
処

分
量

自
己

未
処

理
委

託
処

理
量

自
己

未
処

理
委

託
直

接
最

終
処

分
量

最
終

処
分

量
委

託
直

接
最

終
処

分
量

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
･
コ
ン
ク
リ
ー

ト
塊

排
出

量
自

己
減

量
化

量
自

己
中

間
処

理
後

再
生

利
用

量

建
設

汚
泥

そ
の

他
の

汚
泥

廃
油

鉱
さ

い

が
れ

き
類

コ
ン

ク
リ

ー
ト

塊

廃
ア

ル
カ

リ

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
類

ゴ
ム

く
ず

発
生

量

そ
の

他
の

が
れ

き
類

石
綿

含
有

産
業

廃
棄

物

ば
い

じ
ん

合
計

廃
酸

燃
え

殻

汚
泥

上
水

汚
泥

下
水

汚
泥

ガ
ラ

ス
・
陶

磁
器

く
ず

金
属

く
ず
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３
　
種

類
別

処
理

処
分
詳

細
表

３
－
１
２
　
　
学
術

研
究
，
専

門
・
技
術

サ
ー
ビ
ス
業

（
単

位
：
千

t）

自
己

中
間

処
理
量

自
己

未
処

理
量

委
託

処
理

量

自
己

中
間

処
理

後
量

委
託

中
間

処
理

量

委
託
中

間
処

理
後

量

委
託

中
間

処
理

後
再

生
利

用
量

委
託

中
間

処
理

後
最

終
処

分
量

2
5

0
2
5

0
0

0
0

0
0

0
2
5

0
0

2
4

0
2
5

2
4

1
5

1
5

1
0

9
1

1
5

9
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

1
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
1

0
1

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
0

2
0

0
0

0
0

0
0

2
0

0
2

0
2

2
2

2
0

0
0

0
2

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

5
0

5
0

0
0

0
0

0
0

5
0

0
5

0
5

5
5

5
0

0
0

0
5

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

7
0

7
0

0
0

0
0

0
0

7
0

0
7

0
7

7
0

0
0

0
7

0
0

7
0

4
0

4
0

0
0

0
0

0
0

4
0

0
4

0
4

4
0

0
0

0
4

0
0

4
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
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0
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0
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0
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0
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0
0
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0

0
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2
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0
0
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2

0
0

2
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
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0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

1
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
1

0
1

1
0

0
0

0
1

0
0

1
0

6
0

6
0

0
0

0
0

0
0

6
0

0
6

0
6

6
6

6
0

0
0

0
6

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
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0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

指
定

下
水

道
汚

泥
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

鉱
さ

い
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

燃
え

殻
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

ば
い

じ
ん

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

廃
油

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

汚
泥

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

廃
酸

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

廃
ア

ル
カ

リ
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

廃
水

銀
等

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

特
定

有
害

廃
棄

物

廃
Ｐ

Ｃ
Ｂ

等

廃
石

綿
等

そ
の

他

廃
油

廃
酸

廃
ア

ル
カ

リ

感
染

性
廃

棄
物

政
令

1
3

号
物

混
合

廃
棄

物

そ
の

他

特
別

管
理

産
業

廃
棄

物

動
植

物
性

残
さ

動
物

系
固

形
不

要
物

動
物

の
ふ

ん
尿

動
物

の
死

体

ば
い

じ
ん

紙
く

ず

木
く

ず

繊
維

く
ず

コ
ン

ク
リ

ー
ト

塊

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
･
コ
ン
ク
リ
ー

ト
塊

そ
の

他
の

が
れ

き
類

石
綿

含
有

産
業

廃
棄

物

金
属

く
ず

ガ
ラ

ス
・
陶

磁
器

く
ず

鉱
さ

い

が
れ

き
類

廃
酸

廃
ア

ル
カ

リ

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
類

ゴ
ム

く
ず

下
水

汚
泥

建
設

汚
泥

そ
の

他
の

汚
泥

廃
油

最
終

処
分

量
委

託
直

接
最

終
処

分
量

自
己
中

間
処

理
後

再
生

利
用

量

自
己

中
間

処
理

後
自

己
最

終
処

分
量

自
己
未

処
理

再
生

利
用
量

再
生

利
用

量
委

託
最

終
処
分

量
自

己
中
間

処
理

後
委

託
処

理
量

自
己

中
間

処
理

後
委

託
直

接
最

終
処

分
量

自
己

未
処

理
委

託
処

理
量

自
己

未
処

理
委

託
直

接
最

終
処

分
量

合
計

燃
え

殻

汚
泥

上
水

汚
泥

減
量

化
量

発
生
量

委
託

減
量

化
量

排
出

量
自

己
減

量
化

量
自

己
未
処

理
自

己
最

終
処

分
量

有
償

物
量

－ 172 －



 

―173― 

 

 

３
　
種
類
別
処

理
処
分
詳

細
表

３
－
１
３
　
　
宿
泊
業
，
飲
食

サ
ー
ビ
ス
業

（単
位
：
千
t）

自
己
中
間

処
理
量

自
己
未
処

理
量

委
託
処
理

量

自
己
中
間

処
理
後
量

委
託
中
間

処
理
量

委
託
中
間
処

理
後
量

委
託

中
間

処
理

後
再

生
利

用
量

委
託

中
間

処
理

後
最

終
処

分
量

3
2

0
3
2

0
0

0
0

0
0

0
3
2

0
0

2
3

9
3
2

2
3

16
15

1
9

7
9

15
7

9

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

9
0

9
0

0
0

0
0

0
0

9
0

0
1

9
9

1
0

0
0

9
0

9
0

0
9

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

8
0

8
0

0
0

0
0

0
0

8
0

0
0

8
8

0
0

0
0

8
0

8
0

0
8

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

1
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
1

0
1

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3
0

2
0

0
0

0
0

0
0

2
0

0
2

0
2

2
1

1
0

0
2

0
1

2
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

10
0

10
0

0
0

0
0

0
0

10
0

0
1
0

0
10

10
9

9
0

0
0

0
9

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4
0

4
0

0
0

0
0

0
0

4
0

0
4
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0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

廃
油

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

汚
泥

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

廃
酸

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

廃
ア

ル
カ

リ
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

廃
水

銀
等

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

自
己

中
間

処
理

後
委

託
処

理
量

自
己
中

間
処

理
後

委
託

直
接

最
終

処
分

量

自
己
未
処

理
委
託
処

理
量

自
己
未
処

理
委
託
直

接
最
終
処

分
量

合
計

燃
え

殻

汚
泥

最
終
処
分

量
委
託
直
接

最
終
処
分

量

自
己

中
間

処
理

後
再

生
利

用
量

自
己

中
間

処
理

後
自

己
最

終
処

分
量

自
己
未
処

理
再
生
利

用
量

自
己
未
処

理
自
己
最

終
処
分
量

自
己
減
量

化
量

再
生
利
用

量
減
量
化
量

発
生
量

有
償
物
量

排
出
量

委
託
減
量

化
量

委
託
最
終

処
分
量

上
水

汚
泥

コ
ン

ク
リ

ー
ト

塊

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
･
コ
ン
ク
リ
ー

ト
塊

そ
の

他
の

汚
泥

廃
油

廃
酸

廃
ア

ル
カ

リ

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
類

ゴ
ム

く
ず

金
属

く
ず

下
水

汚
泥

建
設

汚
泥

ガ
ラ

ス
・
陶

磁
器

く
ず

鉱
さ

い

が
れ

き
類

木
く

ず

そ
の

他
の

が
れ

き
類

石
綿

含
有

産
業

廃
棄

物

ば
い

じ
ん

紙
く

ず

動
物

の
ふ

ん
尿

繊
維

く
ず

動
植

物
性

残
さ

動
物

系
固

形
不

要
物

政
令

13
号

物

動
物

の
死

体

廃
Ｐ

Ｃ
Ｂ

等

廃
石

綿
等

そ
の

他

特
定

有
害

廃
棄

物

混
合

廃
棄

物

そ
の

他

特
別

管
理

産
業

廃
棄

物

廃
油

廃
酸

廃
ア

ル
カ

リ

感
染

性
廃

棄
物
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３
　
種
類
別
処
理
処
分
詳
細
表

３
－
１
７
　
　
サ
ー
ビ
ス
業

（単
位
：
千
t）

自
己
中
間
処
理
量

自
己
未
処
理
量

委
託
処
理
量

自
己
中
間
処
理
後
量

委
託
中
間
処
理
量

委
託
中
間
処
理
後
量

委
託

中
間

処
理

後
再

生
利

用
量

委
託

中
間

処
理

後
最

終
処

分
量

2
6

1
2
5

12
8

8
0

0
0

3
14

0
0

8
5

14
9

7
7

0
5

1
5

15
5

5

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

7
0

7
3

0
0

0
0

0
3

4
0

0
4

0
4

4
4

3
0

0
0

0
3

3
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4
0

4
0

0
0

0
0

0
0

4
0

0
4

0
4

4
4

3
0

0
0

0
3

0
0

3
0

3
3

0
0

0
0

0
3

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
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0
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0
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0
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0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
1

1
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
1

0
1

1
1

1
0

0
0

0
1

0
0

2
0

2
0

0
0

0
0

0
0

2
0

0
0

2
2

0
0

0
0

2
0

2
0

0
2

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

9
0

9
9

8
8

0
0

0
0

1
0

0
0

1
1

0
0

0
0

1
0

1
8

0
1

9
0

9
9

8
8

0
0

0
0

1
0

0
0

1
1

0
0

0
0

1
0

1
8

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
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0
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0
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0
0

0
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0
0

0
0

0
0

0
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0
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0
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0
0

0
0

0
0
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0

0
0

1
0

1
0

0
0
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0
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0
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0
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0
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1
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0
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0
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0

0
1

0
0
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0
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0
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0
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0

0
0
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0
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0
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0

0
0

0
0

0
0

3
0

3
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0
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0
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0

3
0

0
3

0
3

3
2

2
0

0
1

0
2

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
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0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

1
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
0

1
1

0
0

0
0

1
0

1
0

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
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0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

指
定

下
水

道
汚

泥
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

鉱
さ

い
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

燃
え

殻
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

ば
い

じ
ん

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

廃
油

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

汚
泥

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

廃
酸

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

廃
ア

ル
カ

リ
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

廃
水

銀
等

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

感
染

性
廃

棄
物

特
定

有
害

廃
棄

物

廃
Ｐ

Ｃ
Ｂ

等

廃
石

綿
等

そ
の

他

そ
の

他

特
別

管
理

産
業

廃
棄

物

廃
油

廃
酸

廃
ア

ル
カ

リ

動
物

系
固

形
不

要
物

動
物

の
ふ

ん
尿

動
物

の
死

体

政
令

13
号

物

混
合

廃
棄

物

ば
い

じ
ん

紙
く

ず

木
く

ず

繊
維

く
ず

動
植

物
性

残
さ

が
れ

き
類

コ
ン

ク
リ

ー
ト

塊

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
･
コ
ン
ク
リ
ー

ト
塊

そ
の

他
の

が
れ

き
類

石
綿

含
有

産
業

廃
棄

物

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
類

ゴ
ム

く
ず

金
属

く
ず

ガ
ラ

ス
・
陶

磁
器

く
ず

鉱
さ

い

建
設

汚
泥

そ
の

他
の

汚
泥

廃
油

廃
酸

廃
ア

ル
カ

リ

合
計

燃
え

殻

汚
泥

上
水

汚
泥

下
水

汚
泥

委
託
最
終

処
分
量

再
生
利
用

量
減
量
化
量

最
終

処
分

量
委
託
直
接

最
終
処
分

量

発
生
量

有
償
物

量
排

出
量

自
己
減
量

化
量

委
託
減
量

化
量

自
己

中
間

処
理

後
再

生
利

用
量

自
己

中
間

処
理

後
自

己
最

終
処

分
量

自
己
未
処

理
再
生
利

用
量

自
己
未
処

理
自
己
最

終
処
分
量

自
己

中
間

処
理

後
委

託
処

理
量

自
己

中
間

処
理

後
委

託
直

接
最

終
処

分
量

自
己
未

処
理
委
託

処
理
量

自
己
未
処

理
委
託
直

接
最
終
処

分
量
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３
　
種
類
別
処
理
処
分
詳
細
表

３
－
１
８
　
　
自
動
車
整
備
業

（単
位
：千

t）

自
己
中
間
処
理
量

自
己
未
処
理
量

委
託
処
理
量

自
己
中
間
処
理
後
量

委
託
中
間
処
理
量

委
託
中
間
処
理
後
量

委
託

中
間

処
理

後
再

生
利

用
量

委
託
中

間
処

理
後

最
終

処
分

量

7
0

7
0

0
0

0
0

0
0

7
2

0
4

1
5

4
2

2
0

1
2

1
4
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1
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0
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0
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県

静
岡

県

愛
知

県

千
葉

県

東
京

都

神
奈

川
県

新
潟

県

富
山

県

石
川

県

山
形

県

福
島

県

茨
城

県

栃
木

県

群
馬

県

埼
玉

県

合
計

北
海

道

青
森

県

岩
手

県

宮
城

県

秋
田

県

紙
く
ず

木
く
ず

繊
維

く
ず

廃
ア
ル

カ
リ

廃
プ
ラ

ス
チ
ッ

ク
類

ゴ
ム

く
ず

金
属

く
ず

ガ
ラ

ス
・陶

磁
器
く

ず

鉱
さ
い

処
分
先

合
計

燃
え
殻

汚
泥

廃
油

廃
酸

そ
の
他

上
水

汚
泥

下
水

汚
泥

建
設

汚
泥

そ
の
他

の
汚

泥
コ
ン
ク

リ
ー
ト

塊

ア
ス

フ
ァ
ル

ト
･
コ
ン

ク
リ
ー
ト

塊

そ
の
他

の
が

れ
き
類

動
植
物

性
残
さ

動
物
系

固
形
不

要
物

動
物
の

ふ
ん
尿

動
物

の
死

体
政
令

13
号

物

混
合

廃
棄

物
が

れ
き
類

石
綿
含

有
産
業

廃
棄
物

ば
い

じ
ん
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全
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そ
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２
）
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単
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：
千
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特
別

管
理
産
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廃

棄
物

指
定

下
水
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汚
泥

鉱
さ
い

燃
え
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ば
い

じ
ん

廃
油

汚
泥

廃
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廃
ア
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カ
リ

廃
水
銀

等
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1
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7
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8
1

1
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1
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7
3

5
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0
2

0
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0
1

1
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0
0

0
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0
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0
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0
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1
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

廃
油

廃
酸

廃
ア
ル
カ
リ

感
染
性

廃
棄

物
特
定
有
害
廃

棄
物 廃

Ｐ
Ｃ
Ｂ
等

廃
石
綿

等
そ
の
他

処
分
先

合
計

北
海

道

青
森

県

岩
手

県

宮
城

県

秋
田

県

山
形

県

福
島

県

茨
城

県

栃
木

県

群
馬

県

埼
玉

県

千
葉

県

東
京

都

神
奈

川
県

新
潟

県

富
山

県

石
川

県

福
井

県

山
梨

県

長
野

県

岐
阜

県

静
岡

県

愛
知

県

三
重

県

滋
賀

県

京
都

府

大
阪

府

兵
庫

県

奈
良

県

和
歌

山
県

鳥
取

県

島
根

県

岡
山

県

広
島

県

山
口

県

徳
島

県

香
川

県

愛
媛

県

高
知

県

福
岡

県

佐
賀

県

長
崎

県

熊
本

県

大
分

県

宮
崎

県

鹿
児

島
県

近
畿

中
国

・
四

国

九
州

・
沖

縄

沖
縄

県

北
海

道

東
北

関
東

甲
信

越

東
海

・
中

部
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東
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関
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甲
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越

東
海

・
中
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近
畿

長
崎

県

熊
本

県

大
分

県

宮
崎

県

鹿
児

島
県

沖
縄

県

徳
島

県

香
川

県

愛
媛

県

高
知

県

福
岡

県

佐
賀

県

和
歌

山
県

鳥
取

県

島
根

県

岡
山

県

広
島

県

山
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三
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県

滋
賀

県

京
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府

大
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府

兵
庫

県

奈
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県

福
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県

山
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県

長
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県

岐
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県

静
岡

県

愛
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県

千
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県

東
京

都

神
奈

川
県

新
潟

県

富
山

県

石
川

県

山
形

県

福
島

県

茨
城

県

栃
木

県

群
馬

県

埼
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合
計

北
海

道

青
森

県

岩
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県

宮
城

県

秋
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廃
棄
物

が
れ
き
類

石
綿

含
有
産

業
廃
棄

物

ば
い

じ
ん

紙
く
ず

木
く
ず

繊
維

く
ず

廃
ア
ル

カ
リ

廃
プ
ラ

ス
チ
ッ

ク
類

ゴ
ム

く
ず

金
属

く
ず

ガ
ラ

ス
・陶

磁
器

く
ず

鉱
さ
い

処
分

先
合
計

燃
え
殻

汚
泥

廃
油

廃
酸
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４
　
種
類
別
広
域
処
理
状
況

４
－
１
４
　
　
生
活
関
連
サ
ー
ビ
ス
業
，
娯
楽
業
　
（そ

の
２
）

（
単
位

：千
t）

特
別

管
理
産

業
廃
棄

物

指
定

下
水

道
汚
泥

鉱
さ
い

燃
え
殻

ば
い

じ
ん

廃
油

汚
泥

廃
酸

廃
ア
ル
カ
リ

廃
水
銀

等
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・
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近
畿

北
海

道

東
北

関
東

宮
崎

県

鹿
児

島
県

沖
縄

県

長
崎

県

熊
本

県

大
分

県

高
知

県

福
岡

県

佐
賀

県

徳
島

県

香
川

県

愛
媛

県

岡
山

県

広
島

県

山
口

県

和
歌

山
県

鳥
取

県

島
根

県

大
阪

府

兵
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県

奈
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三
重
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滋
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京
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府

岐
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静
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愛
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福
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山
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長
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新
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富
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県

石
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千
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東
京

都

神
奈

川
県

栃
木

県

群
馬

県

埼
玉

県

山
形

県

福
島

県

茨
城

県

岩
手

県

宮
城

県

秋
田

県

そ
の
他

合
計

北
海

道

青
森

県

廃
油

廃
酸

廃
ア
ル
カ
リ

感
染

性
廃

棄
物

特
定
有

害
廃
棄

物 廃
Ｐ
Ｃ
Ｂ
等

廃
石

綿
等

処
分

先
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別
広
域
処
理
状
況

４
－
１
５
　
　
教
育
，
学
習
支
援
業
　
（そ

の
１
）

（単
位
：千

t）
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